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基準条例の性格 

１ 基準は、指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業がその目

的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅介護

支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業者は、基準を充足することで足りる

とすることなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないものであ

る。 

２ 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等

を満たさない場合には、指定居宅介護支援事業者の指定又は更新は受けられ

ず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、 

  ①相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い、 

  ②相当の期限内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、 

  ③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期

限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令する 

 ことができるものであること。 

  ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しな 

ければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこ 

と、又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効

力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当

該サービスに関する介護報酬の請求を停止させる）ができる。ただし、次に掲

げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の

全部若しくは一部の停止又は直ちに取り消すことができるものであること。 

  ① 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サービス計画の作成

又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から

金品その他の財産上の利益を収受したときその他の自己の利益を図るた

めに基準に違反したとき 

  ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

  ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを

理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者か

ら指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準を遵守す

ることを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確認さ

れない限り指定を行わないものとする。 

４ 特に、指定居宅介護支援の事業においては、基準に合致することを前提に

自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、

厳正に対応することとする。 
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１．基本方針 

◎指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮

して行われるものでなければならない。 

 

◎指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用

者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合

的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

 

◎指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場

に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事

業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。 

 

◎事業の運営に当たっては、隠岐広域連合、地域包括支援センター、老人介護支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援

事業者等との連携に努めなければならない。 

 

◎指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な態勢の整備

を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 （令和６年３月３１日までは、努力義務） 

 

◎指定居宅介護支援事業者は、サービスの提供にあっては、介護保険等関連情報やその他の必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 

居宅介護支援の定義 

【介護保険法（抄）】 

第８条 

24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第41条第１項に規定する指

定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当

するサービス、第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着

型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びそ

の他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス

（以下この項において「指定居宅サービス等」という。）の適切な利用等をすることがで

きるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、

当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類

及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画（以下この

項、第115条の45第２項第３号及び別表において「居宅サービス計画」という。）を作成

するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保される

よう、第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者、第42条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並

びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要

する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の

便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をい

う。 
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介護保険法施行規則 

（法第８条第24項の厚生労働省令で定める事項）  

第18条 法第８条第24項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族

の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上

の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等（同項に規定する指定居

宅サービス等をいう。以下この条において同じ。）の目標及びその達成時期、指定居宅サ

ービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定

居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の

額とする。 

 

基準条例 解釈通知 

第１章 趣旨及び基本方針等 

 

（基本方針） 

第３条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態

となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるように配

慮して行われるものでなければならない。  

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の

状況、その置かれている環境等に応じて、利用

者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われる

ものでなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格

を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者

に提供される指定居宅サービス等（法第８条第

23項に規定する指定居宅サービス等をいう。以

下同じ。）が特定の種類又は特定の指定居宅サー

ビス事業者(法第41条第１項に規定する指定居

宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当

に偏することのないよう、公正中立に行われな

ければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当

たっては、隠岐広域連合、関係する町村、法第

115条の46第１項に規定する地域包括支援セン

ター、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20

条の７の２に規定する老人介護支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支

援事業者、介護保険施設、障がい者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

(平成17年法律第123号)第51条の17第１項第１

号に規定する指定特定相談支援事業者等との連

携に努めなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の

擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援を提供するに当たっては、法第118条の２第１ 

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めな

ければならない。 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準 

１ 基本方針 

 介護保険制度においては、要介護者である利用

者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の

状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・

福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサ

ービス提供主体により総合的かつ効率的に提供

されるよう、居宅介護支援を保険給付の対象と

して位置付けられたものであり、その重要性に

鑑み、保険給付率についても特に10割とされて

いる。 

  基準条例第３条第１項は、「在宅介護の重視」

という介護保険制度の基本理念を実現するた

め、指定居宅介護支援の事業を行うに当たって

のもっとも重要な基本方針として、利用者から

の相談、依頼があった場合には、利用者自身の

立場に立ち、常にまず、その居宅において日常

生活を営むことができるように支援することが

できるかどうかという視点から検討を行い支援

を行うべきことを定めたものである。 

  このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方

針として、介護保険制度の基本理念である、高

齢者自身によるサービスの選択、保健・医療・

福祉サービスの総合的、効率的な提供、利用者

本位、公正中立等を掲げている。介護保険の基

本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業

者が極めて重要な役割を果たすことを求めたも

のであり、指定居宅介護支援事業者は、常にこ

の基本方針を踏まえた事業運営を図らなければ

ならない。 
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基準条例：「隠岐広域連合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」

（平成30年隠岐広域連合条例第９号） 

解釈通知：「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成11年7月29日老

企発第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 
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２．人員基準 

必 要 な 職 種 資格要件 配 置 要 件 

管 理 者 

 

・主任介護支援専門員 

（令和９年３月31日

まで、介護支援専門員

の配置が可能） 

・常勤専従であること（同一敷地内の場合は、管理

業務に支障のない範囲で他事業所等と兼務可） 

・介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との

兼務は不可 

介護支援専門員 ・介護支援専門員 ・常勤を１人以上配置すること（当該事業所の管理

者とは兼務可） 

・利用者３５人又はその端数を増すごとに１人配

置（１人当たり３５人が基準） 

 

人員基準関係の用語 

「常勤」 

 ・当該事業所における勤務時間が、就業規則等で定められている常勤の従事者が勤務

すべき時間数に達していることをいう。 

 ・同一の事業者によって併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時

並行的に行われることが差し支えない場合は、それぞれの勤務時間の合計が常勤の

従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たす。 

   ※常勤の従業者の勤務時間数（32時間未満の場合は32時間を基本） 

     就業規則がある場合→就業規則に定められている常勤の従業者の勤務時間数 

     就業規則がない場合→常勤の従業者の雇用契約書等に記載された勤務時間数 

   ※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第76号）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整って

いる場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間とすることが

できる。 

   ※常勤・非常勤の区別は、勤務時間数によるものであって、正社員・パートかど

うかで区別するものではない 

「専ら従事する（専従）」 

 ・原則として、当該従業者の当該事業所における勤務時間を通じて、当該サービス以

外の職務に従事しないことをいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない 

「常勤換算方法」 

 ・当該事業所の従業者の員数を、常勤の従業者の員数に換算する方法である 

 
常勤換算数 ＝ 

（小数点第２位以下を切捨て） 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数  

当該事業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数  

 ・勤務延時間数には、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の

みを算入すること 

 ・母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業

者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 
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基準条例 解釈通知 
  

第２章 人員に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

（従業者の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に

係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」

という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護

支援の提供に当たる介護支援専門員であって

常勤であるものを置かなければならない。  

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が

35又はその端数を増すごとに１とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理者） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなけ

ればならない。  

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規

則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第１

号イ(３)に規定する主任介護支援専門員でな

ければならない。（以下この項において「主任

介護支援専門員」という。）  

  ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく

困難である等やむを得ない理由がある場合に

ついては、介護支援専門員（主任介護支援専門

員を除く。）を前項に規定する管理者とするこ

とができる。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に

従事する者でなければならない。ただし、次に

２ 人員に関する基準 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援事業所に介護支援専門員を配置しなければな

らないが、利用者の自立の支援及び生活の質の

向上を図るための居宅介護支援の能力を十分に

有する者を充てるよう心がける必要がある。 

また、基準条例第４条及び第５条に係る運用

に当たっては、次の点に留意する必要がある。 

(１)介護支援専門員の員数 

介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所

ごとに必ず１人以上を常勤で置くこととされて

おり、常勤の考え方は(３)の①のとおりである。

常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたの

は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介

護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応

できる体制を整えている必要があるという趣旨

であり、介護支援専門員がその業務上の必要性

から、又は他の業務を兼ねていることから、当該

事業所に不在となる場合であっても、管理者、そ

の他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支

援専門員に連絡が取れる体制としておく必要が

ある。 

なお、介護支援専門員については、他の業務と

の兼務を認められているところであるが、これ

は、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等

の実態を知悉する者により併せて行われること

が効果的であるとされる場合もあることに配慮

したものである。 

また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利

用者の数35人に対して１人を基準とするもので

あり、利用者の数が35人又はその端数を増すご

とに増員することが望ましい。ただし、当該増員

に係る介護支援専門員については非常勤とする

ことを妨げるものではない。 

また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他

の業務との兼務については、介護保険施設に置

かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除

き、差し支えないものであり、当該他の業務とは

必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すも

のではない。 

(２)管理者 

指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者

は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の

職務に従事する常勤の者でなければならない

が、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷

地内にある他の事業所の職務に従事する場合

（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理

に支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理

者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支

えないこととされている。この場合、同一敷地内

にある他の事業所とは、必ずしも指定居宅サー

ビス事業を行う事業所に限るものではなく、例

えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業

務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事

業所の管理に支障がない限り認められるもので
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掲げる場合は、この限りでない。  

⑴ 管理者がその管理する指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合 

⑵ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の

職務に従事する場合（その管理する指定居宅

介護支援事業所の管理に支障がない場合に

限る。） 

 

 

ある。 

指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居

宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者

からの利用申込等に対応できる体制を整えてい

る必要があるものであり、管理者が介護支援専

門員を兼務していて、その業務上の必要性から

当該事業所に不在となる場合であっても、その

他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に

連絡が取れる体制としておく必要がある。 

また、例えば、訪問系サービスの事業所におい

て訪問サービスそのものに従事する従業者との

兼務は一般的には管理者の業務に支障があると

考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時

間が限られている職員の場合には、支障がない

と認められる場合もありうる。また、併設する事

業所に原則として常駐する老人介護支援センタ

ーの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との

兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の

常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められ

ないものである。 

なお、令和９年３月31日までの間は、令和３年

３月31日時点で主任介護支援専門員でない者が

管理者である指定居宅介護支援事業所について

は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主

任介護専門員とする要件の適用を猶予すること

としているが、指定居宅介護支援事業所におけ

る業務管理や人材育成の取組を促進する観点か

ら、経過措置期間の終了を待たず、管理者として

主任介護支援専門員を配置することが望まし

い。 

(３)用語の定義 

「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定

義はそれぞれ次のとおりである。 

① 「常勤」 

当該事業所における勤務時間（当該事業所に

おいて、指定居宅介護支援以外の事業を行って

いる場合には、当該事業に従事している時間を

含む。）が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（週32時間を

下回る場合は週32時間を基本とする。）に達して

いることをいうものである。ただし、雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１

項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」と

いう。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）

第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規

定する所定労働時間の短縮等の措置（以下、「育

児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措

置」という。）が講じられている者については、

利用者の処遇に支障がない体制が事業所として

整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤

務すべき時間数を30時間として取り扱うことを

可能とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併

設される事業所の職務であって、当該事業所の

職務と同時並行的に行われることが差し支えな
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いと考えられるものについては、その勤務時間

が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達してい

れば、常勤の要件を満たすものであることとす

る。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護

事業所が併設されている場合、指定訪問介護事

業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理

者を兼務している者は、その勤務時間が所定の

時間に達していれば、常勤要件を満たすことと

なる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられ

ている場合、従事者が労働基準法（昭和22年法律

第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後

休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護

休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下

「育児休業」という。）、 同条第２号に規定する

介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23

条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置

又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休

業に関する制度に準じて講ずる措置による休業

（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取

得中の期間において、当該人員基準において求

められる資質を有する複数の非常勤の従事者を

常勤の従業者の員数に換算することにより、人

員基準を満たすことが可能であることとする。 

 ②「専らその職務に従事する」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当

該サービス以外の職務に従事しないことをい

うものである。 

③「事業所」 

事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援

を行う本拠であり、具体的には管理者がサービ

スの利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に

必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、

利用者との面接相談に必要な設備及び備品を備

える場所である。 
  

 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休

業法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数

を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り

扱って良いか。 

（答） そのような取扱いで差し支えない。 

  



居宅介護支援 11 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか。 

（答） 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外

されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場合

は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件

の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれ

ず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱

われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置

を講じなければならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、同項の

所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育

ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育

児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算すること

で、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのよう

に判断するのか。 

（答） 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防

止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

 

＜常勤の計算＞ 

・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間 

勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場

合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

 

＜常勤換算の計算＞ 

・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮

等を利用する場合、週30 時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

 

＜同等の資質を有する者の特例＞ 

・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる 

休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員

を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。 

・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続 

年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことで

ある。 
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３．設備基準（基準条例第２２条） 

◎事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましい。（同一

事業所において他の事業を行う場合に、業務に支障がないときは、それぞれの事業を行うた

めの区画が明確に特定されていれば足りる。） 

◎専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペ

ースを確保すること。（相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しや

すい構造とすること。） 

◎指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。（業務に支障がない場合は、同

一敷地内にある他の事業所又は施設の設備及び備品等を使用することができる。） 

 

 

基準条例 解釈通知 

（設備及び備品等） 

第20条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行う

ために必要な広さの区画を有するとともに、指

定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等

を備えなければならない。 

 

 

(15)設備及び備品等 

基準第20条に掲げる設備及び備品等について

は、次の点に留意するものである。 

① 指定居宅介護支援事業所には、事業の運営

を行うために必要な面積を有する専用の事務

室を設けることが望ましいが、他の事業の用

に供するものと明確に区分される場合は、他

の事業との同一の事務室であっても差し支え

ないこと。なお、同一事業所において他の事

業を行う場合に、業務に支障がないときは、

それぞれの事業を行うための区画が明確に特

定されていれば足りるものとする。 

② 専用の事務室又は区画については、相談、

サービス担当者会議等に対応するのに適切な

スペースを確保することとし、相談のための

スペース等は利用者が直接出入りできるなど

利用しやすい構造とすること。 

③ 指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等

を確保すること。ただし、他の事業所及び施

設等と同一敷地内にある場合であって、指定

居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び

施設等の運営に支障がない場合は、当該他の

事業所及び施設等に備え付けられた設備及び

備品等を使用することができるものとする。 
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４．運営基準 

 項     目 関係条文 備  考 

１ 内容及び手続の説明及び同意 ６条  

２ 提供拒否の禁止 ７条  

３ サービス提供困難時の対応 ８条  

４ 受給資格等の確認 ９条  

５ 要介護認定の申請に係る援助 10条  

６ 身分を証する書類の携行 11条  

７ 利用料等の受領 12条  

８ 保険給付の請求のための証明書の交付 13条  

９ 指定居宅介護支援の基本取扱方針 14条  

10 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 15条  

11 法定代理受領サービスに係る報告 16条  

12 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 17条  

13 利用者に関する隠岐広域連合への通知 18条  

14 管理者の責務 19条  

15 運営規程 20条  

16 勤務体制の確保等 21条  

17 業務継続計画の策定等 21条の2  

18 従業者の健康管理 23条  

19 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 23条の2  

20 掲示   

21 秘密保持 25条  

22 広告 26条  

23 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 27条  

24 苦情処理 28条  

25 事故発生時の対応 29条  

26 虐待の防止 29条の2  

27 会計の区分 30条  

28 記録の整備 31条  
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１ 内容及び手続きの説明と同意 

◎居宅介護支援の提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して十分説明を行い、居

宅介護支援の提供の開始について利用申込者の同意を得ること。 

〔重要事項説明書に記載すべき事項〕 

     ①運営規程の概要 

     ②介護支援専門員の勤務体制 

     ③秘密の保持 

     ④事故発生時の対応 

     ⑤苦情処理の体制 

※分かりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧な説明を行うこと 

※利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面による同意を得ることが望ましい 

 

◎居宅サービス計画の作成にあたって利用者からの介護支援専門員に対して複数の居宅サー

ビス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所等

の選定理由の説明を求めることが可能であること等について、十分説明を行い、文書の交付

に加えて、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得ること。 

 第６条第２項違反は減算対象 

 

◎居宅介護支援の提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所

に伝えるよう求めること。 

 ※介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合

わせて保管することを依頼しておくことが望ましい 

居宅介護支援の提供に際しての留意点 

①利用申込者又は家族に対する重要事項説明書による説明 

   ↓ 

②重要事項説明書についての同意［重要事項説明書］ 

   ↓ 

③複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた居

宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等の説明 

   ↓ 

④複数事業者紹介及び選定理由についての署名[重要事項説明書、その他の署名文書] 

   ↓ 

⑤利用者（又は代理人）と事業者との契約［契約書］ 

   ↓ 

⑥利用者及び家族からの個人情報の利用の同意［同意書］（基準第23条３項） 

 

基準条例 解釈通知 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第20条に規定する

運営規程の概要その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に

 (１)内容及び手続の説明及び同意 

基準条例第６条は、基本理念としての高齢者

自身によるサービス選択を具体化したものであ

る。利用者は指定居宅サービスのみならず、指

定居宅介護支援事業者についても自由に選択で

きることが基本であり、指定居宅介護支援事業

者は、利用申込があった場合には、あらかじめ、
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ついて利用申込者の同意を得なければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サー

ビス計画が第３条に規定する基本方針及び利用

者の希望に基づき作成されるものであり、利用

者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができること、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において、作成され

た居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護

通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」という。）

が、それぞれ位置づけられた居宅サービス計画

の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介

護支援事業所において、作成された居宅サービ

ス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数

のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指

定地域密着型サービス事業者によって提供され

たものが占める割合等につき説明を行い、理解

を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、利用者について、病院又は

診療所に入院する必要が生じた場合には、当該

利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先

を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなけれ

ばならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又は

その家族からの申出があった場合には、第１項

の規定による文書の交付に代えて、第６項で定

めるところにより、当該利用申込者又はその家

族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この場合

において、当該指定居宅介護支援事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。 

  ＜以下略（電磁的方法部分）＞ 

当該利用申込者又はその家族に対し、当該指定

居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支

援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生

時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサ

ービスを選択するために必要な重要事項を説明

書やパンフレット等の文書を交付して説明を行

い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護

支援を受けることにつき同意を得なければなら

ないこととしたものである。なお、当該同意に

ついては、利用者及び指定居宅介護支援事業者

双方の保護の立場から書面によって確認するこ

とが望ましいものである。 

また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及

び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行

われるものであり、居宅サービス計画は基準条

例第３条の基本方針及び利用者の希望に基づき

作成されるものである。このため、指定居宅介

護支援について利用者の主体的な参加が重要で

あり、居宅サービス計画の作成にあたって利用

者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅

サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅

サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービ

ス事業者等の選定理由の説明を求めることが可

能であること等につき十分説明を行わなければ

ならない。なお、この内容を利用申込者又はそ

の家族に説明を行うに当たっては、理解が得ら

れるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を

懇切丁寧に行うとともに、それを理解したこと

について必ず利用申込者から署名を得なければ

ならない。 

また、基準第１条の２の基本方針に基づき、

指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者

の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者に提供される指定居宅サービス

等が特定の種類又は特定の指定サービス事業者

等に不当に偏することのないよう、公正中立に

行わなければならないこと等を踏まえ、前６月

前に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下この⑵において「訪問介護等」と

いう。）がそれぞれ位置づけられた居宅サービス

計画が占める割合、前６月間に当該指定居宅介

護支援事業所おいて作成された居宅サービス計

画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のう

ちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地

域密着型サービス事業者によって提供されたも

のが占める割合（上位３位まで）等につき十分

説明を行わなければならない。 

なお、この内容を利用者又はその家族に説明

を行うに当たっては、理解が得られるよう、文

書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行

うとともに、それを理解したことについて必ず

利用者からの署名を得なければならない。 

また、前６月については、毎年度２回、次の

期間における当該事業所において作成された居

宅サービス計画を対象とする。 

① 前期（３月１日から８月末日） 
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② 後期（９月１日から２月末日） 

なお、説明については、指定居宅会議支援の

提供の開始に際し行うものとするが、その際に

用いる当該割合等については、直近の①もしく

は②の期間のものとする。 

また、利用者が病院又は診療所に入院する場

合には、利用者の居宅における日常生活上の能

力や利用していた指定居宅サービス等の情報を

入院先医療機関と共有することで、医療機関に

おける利用者の退院支援に資するとともに、退

院後の円滑な在宅生活への移行を支援すること

にもつながる。基準第６条第３項は、指定居宅

介護支援事業者と入院先医療機関との早期の連

携を促進する観点から、利用者が病院又は診療

所に入院する必要が生じた場合には担当の介護

支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診

療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し

事前に協力を求める必要があることを規定する

ものである。なお、おり実効性を高めるため、

日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険

被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等

と合わせて保管することを依頼しておくことが

望ましい。 

 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問131】今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やそ

の家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業

所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は

報酬が減額されるが、平成30年４月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者

に対しては、どのように取り扱うのか。 

（答） 平成30年４月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説

明を行うことが望ましい。 
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〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Ｖｏｌ．３)〕 

【問111】  今回の改訂により、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に前

６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉 

用具貸与（以下「訪問介護等」という。）の各サービスの利用割合及び前６か月間に作成し 

たケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたも 

のの割合（以下「訪問介護等の割合等」という。）の説明を行うことと定められたが、具体 

的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。 

（答） 

・ 例えば、以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を把握できる資料を 

別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明することが考えられ 

る。 

・ なお、「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前６か月間に作成したケ 

アプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち（同一事業者が同一 

利用者に複数回提供してもカウントは１）、同一事業者によって提供されたものの割合である 

が、その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、切り捨てても差し支えない。 

 

〈例〉 

※重要事項説明書 

第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状

況は以下のとおりである。 

※別紙 

 

 ① 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉 

  用具貸与の各サービスの利用割合 

  

  訪問介護 ●％ 

  通所介護 ●％ 

  地域密着型通所介護 ●％ 

  福祉用具貸与 ●％ 

 

 ② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉 

  用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

 

訪問介護 ○○事業所 ●％ □□事業所 ●％ △△事業所 ●％ 

通所介護 △△事業所 ●％ ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ 

地域密着型通所介護 □□事業所 ●％ △△事業所 ●％ ××事業所 ●％ 

 福祉用具貸与 ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ □□事業所 ●％ 

   

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Ｖｏｌ．３)〕 

【問112】 今回の改定により、前６月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月

間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービ

ス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務付け、それに違反し

た場合は報酬が減額されるが、令和３年４月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んで

いる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。 

（答） 令和３年４月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説

明を行うことが望ましい。 

 なお、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位

置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密

着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について、当該事業所が、令和３

年４月中に新たに契約を結ぶ利用者等において、当該割合の集計や出力の対応が難しい場合

においては、５月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し支えない。 
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２ 提供拒否の禁止 

◎正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。 

〔正当な理由〕 

①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行

っていることが明らかな場合 等 

 

 

基準条例 解釈通知 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由

なく指定居宅介護支援の提供を拒んではなら

ない。 

 

 

⑶ 提供拒否の禁止 

基準条例第７条は、居宅介護支援の公共性に

鑑み、原則として、指定居宅介護支援の利用申込

に対しては、これに応じなければならないこと

を規定したものであり、正当な理由なくサービ

スの提供を拒否することを禁止するものであ

る。 

なお、ここでいう正当な理由とは、①当該事業

所の現員からは利用申込に応じきれない場合、

②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事

業の実施地域外である場合、③利用申込者が他

の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅

介護支援の依頼を行っていることが明らかな場

合等である。 

 

 

３ サービス提供困難時の対応 

◎利用申込者に対し適切なサービス提供が困難な場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介

その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

基準条例 解釈通知 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施

地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を

提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自

ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場

合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講

じなければならない。 

 

 

４ 受給資格等の確認 

◎利用者の被保険者証により、①被保険者資格、②要介護認定(要支援認定)の有無、③要介護

認定(要支援認定)の有効期間を確認すること。 

 

基準条例 解釈通知 

（受給資格等の確認） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求め

られた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるもの

とする。 
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５ 要介護認定の申請に係る援助 

◎被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行う

こと。 

◎要介護認定の申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえ、速やかに申請が行

われるよう必要な援助を行うこと。 

◎更新申請について、有効期間満了日の３０日前までに行われるよう必要な援助を行うこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第10条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の

要介護認定に係る申請について、利用申込者の

意思を踏まえ、必要な協力を行わなければなら

ない。  

 

 

 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、要介護認定を受けてい

ない利用申込者については、要介護認定の申請

が既に行われているかどうかを確認し、申請が

行われていない場合は、当該利用申込者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必

要な援助を行わなければならない。  

 

 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更

新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている

要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行

われるよう、必要な援助を行わなければならな

い。 

 

 

⑷ 要介護認定の申請に係る援助 

① 基準条例第10条第１項は、法第27条第１項に

基づき、被保険者が居宅介護支援事業者に要介

護認定の申請に関する手続きを代わって行わせ

ることができること等を踏まえ、被保険者から

要介護認定の申請の代行を依頼された場合等に

おいては、居宅介護支援事業者は必要な協力を

行わなければならないものとしたものである。 

② 同条第２項は、要介護認定の申請がなされて

いれば、要介護認定の効力が申請時に遡ること

により、指定居宅介護支援の利用に係る費用が

保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定

居宅介護支援事業者は、利用申込者が要介護認

定を受けていないことを確認した場合には、要

介護認定の申請が既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていない場合は、当該利

用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行わなければならな

いこととしたものである。 

③ 同条第３項は、要介護認定の有効期間が付さ

れているものであることを踏まえ、指定居宅介

護支援事業者は、要介護認定の有効期間を確認

した上、要介護認定等の更新の申請が、遅くと

も当該利用者が受けている要介護認定の有効期

間が終了する１月前にはなされるよう、必要な

援助を行わなければならないこととしたもので

ある。 

 

 

６ 身分を証する書類の携行 

◎介護支援専門員は介護支援専門員証を携行し、初回訪問及び利用者又はその家族から求めら

れたときは提示すること。 

 

基準条例 解釈通知 

（身分を証する書類の携行） 

第11条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居

宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証

する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又

はその家族から求められたときは、これを提示

すべき旨を指導しなければならない。 

 

 

⑸ 身分を証する書類の携行 

基準条例第11条は、利用者が安心して指定居

宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅

介護支援事業者が、当該指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員に介護支援専門員証を携行

させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から

求められたときは、これを提示すべき旨を指導

するべきこととしたものである。 
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７ 利用料等の受領 

◎法定代理受領となる場合と、償還払いになる場合の利用料に不合理な差額を設けないこと。 

◎利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合

は、交通費の支払いを利用者から受けることができる。ただし、あらかじめ、利用者又は家

族に対して説明し、同意を得ること。 

 ※保険給付となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の徴収は認

められない。 

 ※「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算定する利用者については、交通

費の支払いを受けられない。 

 

基準条例 解釈通知 

（利用料等の受領） 

第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援（法第46条第４項の規定に基づき居宅介

護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事

業者に支払われる場合に係るものを除く。）を

提供した際にその利用者から支払を受ける利

用料と、居宅介護サービス計画費の額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。  

 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料の

ほか、利用者の選定により通常の事業の実施地

域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護

支援を行う場合には、それに要した交通費の支

払を利用者から受けることができる。  

 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する

費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該

サービスの内容及び費用について説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。 

⑹ 利用料等の受領 

① 基準条例第12条第１項は、利用者間の公平及び

利用者の保護の観点から、保険給付がいわゆる償

還払いとなる場合と、保険給付が利用者に代わり

指定居宅介護支援事業者に支払われる場合（以下

「代理受領がなされる場合」という。）の間で、

一方の経費が他方へ転嫁等されることがないよ

う、償還払いの場合の指定居宅介護支援の利用料

の額と、居宅介護サービス計画費の額（要するに、

代理受領がなされる場合の指定居宅介護支援に

係る費用の額）との間に、不合理な差額を設けて

はならないこととするとともに、これによって、

償還払いの場合であっても原則として利用者負

担が生じないこととする趣旨である。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援の提供に関し

て、利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域の居宅において指定居宅介護支援を行

う場合の交通費の支払いを利用者から受けるこ

とができることとし、保険給付の対象となってい

るサービスと明確に区分されないあいまいな名

目による費用の支払いを受けることは認めない

こととしたものである。 

③ 同条第３項は、指定居宅介護支援事業者は、前

項の交通費の支払いを受けるに当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対してその額等に

関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。 
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８ 保険給付の請求のための証明書の交付 

◎償還払い（利用者が一端全額を負担しておいて、保険者に請求する方法）を選択している利

用者から利用料の支払い（１０割全額）を受けた場合は、保険給付を請求する上で必要な事

項を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付すること。 

 

基準条例 解釈通知 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第13条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指

定居宅介護支援について前条第１項の利用料の

支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載

した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対

して交付しなければならない。 

⑺ 保険給付の請求のための証明書の交付 

基準条例第13条は、居宅介護支援に係る保険

給付がいわゆる償還払いとなる場合に、利用者

が保険給付の請求を容易に行えるよう、指定居

宅介護支援事業者は、利用料の額その他利用者

が保険給付を請求する上で必要と認められる事

項を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利

用者に対して交付するべきこととしたものであ

る。 

 

 

９ 指定居宅介護支援の基本取扱方針 

◎指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医

療サービスとの連携に十分配慮して行うこと。 

◎事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ること。 
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10 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

（１）基本的事項 

○管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させること。 

○居宅介護支援は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの

提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。（利用者及びその家族の主体

的な参加及び自らの課題解決に向けての意欲の醸成と相まって行われることが重要であ

る。） 

○居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行う

ため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の

利用が行われるようにすること。（支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期

に偏って継続困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長するようなことがあ

ってはならない。） 

○居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護

給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自

発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努め

ること。 

○居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよ

う、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情

報を適正に利用者又はその家族に対して提供すること。（特定の指定居宅サービス事業者

に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業

主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示するようなこと、または

利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サービス事業者のみを居宅サ

ービス計画に位置付けるようなことはあってはならない。） 

基準条例 解釈通知 
  

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第14条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう行われるととも

に、医療サービスとの連携に十分配慮して行わ

れなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供す

る指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第15条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。 

(１) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護

支援専門員に居宅サービス計画の作成に関

する業務を担当させるものとする。  

 

(２) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行う。  

 

 

 

(３) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作

⑻ 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的

取扱方針 

基準第15条は、利用者の課題分析、サービス担

当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅

サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護

支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業

務を行う介護支援専門員の責務を明らかにした

ものである。 

なお、利用者の課題分析(第６号)から担当者

に対する個別サービス計画の提出依頼 (第12

号)に掲げる一連の業務については、基準条例第

３条に掲げる基本方針を達成するために必要と

なる業務を列記したものであり、基本的にはこ

のプロセスに応じて進めるべきものであるが、

緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、

効果的・効率的に行うことを前提とするもので

あれば、業務の順序について拘束するものでは

ない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位

置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速

やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じ

て居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応

しなければならない。 

① 介護支援専門員による居宅サービス計画の作

成（基準条例第15条第１号） 

指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サ

ービス計画の作成に関する業務の主要な過程を
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成に当たっては、利用者の自立した日常生活

の支援を効果的に行うため、利用者の心身又

は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に

指定居宅サービス等の利用が行われるよう

にしなければならない。 

 

 

(４) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作

成に当たっては、利用者の日常生活全般を支

援する観点から、介護給付等対象サービス以

外の保健医療サービス又は福祉サービス、当

該地域の住民による自発的な活動によるサ

ービス等の利用も含めて居宅サービス計画

上に位置付けるよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作

成の開始に当たっては、利用者によるサービ

スの選択に資するよう、当該地域における指

定居宅サービス事業者等に関するサービス

の内容、利用料等の情報を適正に利用者又は

その家族に対して提供するものとする。 

介護支援専門員に担当させることとしたもので

ある。 

② 指定居宅介護支援の基本的留意点（第２号） 

指定居宅介護支援は、利用者及びその家族の

主体的な参加及び自らの課題解決に向けての意

欲の醸成と相まって行われることが重要であ

る。このためには、指定居宅介護支援について利

用者及びその家族の十分な理解が求められるも

のであり、介護支援専門員は、指定居宅介護支援

を懇切丁寧に行うことを旨とし、サービスの提

供方法等について理解しやすいように説明を行

うことが肝要である。 

③ 継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利

用（第３号） 

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に

行うためには、利用者の心身又は家族の状態等

に応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが

提供されることが重要である。介護支援専門員

は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たり、

継続的な支援という観点に立ち、計画的に指定

居宅サービス等の提供が行われるようにするこ

とが必要であり、支給限度額の枠があることの

みをもって、特定の時期に偏って継続困難な、ま

た必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長す

るようなことがあってはならない。 

④ 総合的な居宅サービス計画の作成（第４号） 

居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般

を支援する観点に立って作成されることが重要

である。このため、居宅サービス計画の作成又は

変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の

結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、

例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う

指導等の保健サービス、老人介護支援センター

における相談援助及び市町村が一般施策として

行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該地

域の住民による見守り、配食、会食などの自発的

な活動によるサービス等、更には、こうしたサー

ビスと併せて提供される精神科訪問看護等の医

療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健

師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧

師による機能訓練なども含めて居宅サービス計

画に位置付けることにより総合的な計画となる

よう努めなければならない。 

なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を

支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果

を踏まえ、地域で不足していると認められるサ

ービス等については、介護給付等対象サービス

であるかどうかを問わず、当該不足していると

思われるサービス等が地域において提供される

よう関係機関等に働きかけていくことが望まし

い。 

⑤ 利用者自身によるサービスの選択（第５号） 

介護支援専門員は、利用者自身がサービスを

選択することを基本に、これを支援するもので

ある。このため、介護支援専門員は、利用者によ

るサービスの選択に資するよう、当該利用者が

居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関

するサービスの内容、利用料等の情報を適正に
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利用者又はその家族に対して提供するものとす

る。したがって、特定の指定居宅サービス事業者

に不当に偏した情報を提供するようなことや、

利用者の選択を求めることなく同一の事業主体

のサービスのみによる居宅サービス計画原案を

最初から提示するようなことがあってはならな

い。また、例えば集合住宅等において、特定の指

定居宅サービス事業者のサービスを利用するこ

とを、選択の機会を与えることなく入居条件と

するようなことはあってはならないが、居宅サ

ービス計画についても、利用者の意思に反して、

集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サービス事

業者のみを居宅サービス計画に位置付けるよう

なことはあってはならない。 
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居宅介護支援の流れ（基準第１３条関係） 

①居宅介護支援利用申込の受付 

④

②利用者への情報提供 

③利用者の状態の把握（アセスメント）＝課題分析 

⑤サービス担当者会議 

⑥利用者への説明と同意の確認 

⑦居宅サービス計画の交付

⑨計画実施状況の把握（モニタリング）と連絡調整 

⑩給付管理票の提出 

地域でのサービス事業者のサービス内容や利用料等の情報を、利用
者または家族に提供し、それをもとに利用者がサービスを選択する。 

利用者および家族を訪問面会し、利用者の能力や既に利用している
サービス、介護者の状況などの環境等の評価を通して、現に抱えてい
る問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように
支援する上で解決すべき課題を把握する。 

解決すべき課題に基づき、地域でのサービス提供体制や利用者・
家族の意向を踏まえて、居宅サービス計画の原案を作成する。 

居宅サービス計画の内容は、利用者・家族の生活に対する意向、総
合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービ
スの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並び
にサービスを提供する上での留意事項等である。 

 居宅サービス計画原案に位置づけたサービス担当者や主治医等を
招集したサービス担当者会議の開催や担当者に対する照会等によ
り、居宅サービス計画原案の内容について専門的意見を求め、サー
ビス担当者間の調整を行う。 

 原案でのサービスについて、種類・内容・利用料等を利用者、家族
に説明し、文書により同意を得る。 
 ※居宅サービス原案とは、第1表、第2表、第3表、第6表、第7表の

原案である。 

 確定した居宅サービス計画に基づき、利用者には第1表居宅サービ
ス計画(1)、第2表居宅サービス計画(2)、第3表週間サービス計画表、
第7表サービス利用表(兼居宅サービス計画)、第8表サービス利用票
別表を交付する。 

また、事業者にはサービス提供票も交付し、サービス提供者には
計画の趣旨・内容を説明した上で、個別サービス計画の提出を求め
る。（居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性を確認する。） 

 サービス提供開始後においても、利用者との連絡を継続的に行い、
サービスの実施状況と解決すべき課題を把握し、必要に応じて計画
の変更や事業者との連絡調整を行う。 

利用者との継続的な連絡においては、特段の事情のない限り、少
なくとも１月に１回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくと
も１月に１回はモニタリングの結果を記録することが必要である。 

同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合 

あくまでも、利用者自身によ

るサービスの選択が必要。
（利用者の選択を求めるこ

となく同一の事業主体のサ

ービスのみによる居宅サー
ビス計画原案を最初から提

示してはならない） 

あくまでも利用者の居宅を
訪問し、利用者及び家族と面

会して行うことが必要（通所

介護利用中などは不可)。 

サービスの提供実績に基づき給付管理票を作成し、国保連合会に提出する。 

介護支援専門員は、利用者に

提示する「サービス利用票」

の写により、実績管理を行
い、当該｢利用票(写)」に基づ

き「給付管理票」を作成する

ことになるので、特にプラン
上位置づけられたサービス

事業者から、「サービス提供

票」による実績報告を求める
ものではないが、適切な実績

管理を行う観点から、居宅介

護支援事業者と居宅サービ
ス事業者との協議の上、月末

時点での実績報告を行って

も差し支えない。 

次に掲げる場合においては、
サービス担当者会議の開催

により、居宅サービス計画の

変更の必要性について、担当
者から専門的な見地からの

意見を求めるものとする。 

①要介護認定を受けている
利用者が法第２８条第２

項に規定する要介護更新

認定を受けた場合 
②要介護認定を受けている

利用者が法第２９条第１

項に規定する要介護状態
の区分の変更の認定を受
けた場合 

あくまでも利用者の居宅を
訪問し、利用者及び家族と面

会して行うことが必要（通所

介護利用中などは不可)。 

各種在宅サービスの開始 

ケアプラン 
の変更 

アセスメント結果の記録は２年間保存 

サービス担当者会議の記録は２年間保存 

モニタリング結果の記録は２年間保存 

網掛け部分未実施の場合 
運営基準減算の対象 

⑧個別サービス計画の提出依頼 
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（２）課題分析の実施 

○利用者の日常生活上の能力、すでに受けているサービス、介護者の状況等の環境等の評価

を通じて問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように支援するうえ

で解決すべき課題を、適切な方法で把握すること。 

○解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、利用者が入院中であることなど物

理的な理由がある場合を除き、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して行うこ

と。７号違反は減算対象 

○当該アセスメントの結果について記録し、２年間保存すること。 

 

基準条例 解釈通知 

(６) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の

作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その有する能力、既に提供

を受けている指定居宅サービス等のその

置かれている環境等の評価を通じて利用

者が現に抱える問題点を明らかにし、利用

者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上で解決すべき課題を

把握しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 介護支援専門員は、前号に規定する解決

すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、利用者の居宅を訪

問し、利用者及びその家族に面接して行わ

なければならない。この場合において、介

護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及び

その家族に対して十分に説明し、理解を得

なければならない。 

⑥ 課題分析の実施（第６号） 

居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応

じて作成されることが重要である。このため介護

支援専門員は、居宅サービス計画の作成に先立ち

利用者の課題分析を行うこととなる。 

課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能

力や利用者が既に提供を受けている指定居宅サー

ビスや介護者の状況等の利用者を取り巻く環境等

の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向上さ

せていく上で生じている問題点を明らかにし、利

用者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上で解決すべき課題を把握することで

あり、利用者の生活全般についてその状態を十分

把握することが重要である。 

なお、当該課題分析は、介護支援専門員の個人

的な考え方や手法のみによって行われてはなら

ず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法

として合理的なものと認められる適切な方法を用

いなければならないものであるが、この課題分析

の方式については、別途通知するところによるも

のである。 

⑦ 課題分析における留意点（第７号） 

介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以

下「アセスメント」という。）に当たっては、利用

者が入院中であることなど物理的な理由がある場

合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及び

その家族に面接して行わなければならない。この

場合において、利用者やその家族との間の信頼関

係、協働関係の構築が重要であり、介護支援専門

員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して

十分に説明し、理解を得なければならない。なお、

このため、介護支援専門員は面接技法等の研鑽に

努めることが重要である。 

また、当該アセスメントの結果について記録す

るとともに、基準条例第31条第２項の規定に基づ

き、当該記録は、２年間保存しなければならない。 
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課題分析標準項目について（Ｈ11老企第29号から） 

 

基本情報に関する項目 

No. 標準項目名 項目の主な内容（例） 

１ 基本情報（受付、利用者等

基本情報） 

居宅サービス計画作成についての利用者受付情報（受付日時、

受付対応者、受付方法等）、利用者の基本情報（氏名、性別、

生年月日、住所・電話番号等の連絡先）、利用者以外の家族等

の基本情報について記載する項目 

２ 生活状況 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目 

３ 利用者の被保険者情報 利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、生活保護、身体

障害者手帳の有無等）について記載する項目 

４ 現在利用しているサービス

の状況 

介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービ

スの状況について記載する項目 

５ 障害老人の日常生活自立度 障害老人の日常生活自立度について記載する項目 

６ 認知症である老人の日常生

活自立度 

認知症である老人の日常生活自立度について記載する項目 

７ 主訴 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目 

８ 認定情報 利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の意見、支給限度 

額等）について記載する項目 

９ 課題分析（アセスメント）

理由 

当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、定期、退院退所

時等）について記載する項目 

 

課題分析（アセスメント）に関する項目 

No. 標準項目名 項目の主な内容（例） 

10 健康状態 利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛み等）について

記載する項目 

11 ＡＤＬ ＡＤＬ（寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄

等）に関する項目 

12 ＩＡＤＬ ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関す

る項目 

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目 

14 コミュニケーション能力 意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目 

15 社会との関わり 社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの

変化、喪失感や孤独感等）に関する項目 

16 排尿・排便 失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度な

どに関する項目 

17 じょく瘡・皮膚の問題 じょく瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 

18 口腔衛生 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 

19 食事摂取 食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関する項目 

20 問題行動 問題行動（暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、

不潔行為、異食行動等）に関する項目 

21 介護力 利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、

主な介護者に関する情報等）に関する項目 

22 居住環境 住宅改修の必要性、危険箇所等の現在の居住環境について記載

する項目 

23 特別な状況 特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関する項目 
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（３）居宅サービス計画原案の作成 

○利用者の希望・アセスメント結果に基づき、家族の希望・地域のサービス提供体制を勘案

して、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組み合わせを検討し、次の

事項が記載された居宅サービス計画の原案を作成すること。 

 

〔居宅サービス計画原案に記載すべき事項〕 

 ①利用者及びその家族の生活に対する意向 

 ②総合的な援助の方針 

 ③生活全般の解決すべき課題 

 ④提供されるサービスの目標及びその達成時期 

  …長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を

明確に盛り込み、当該達成時期には居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の

評価を行い得るようにすること 

  …利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指すものであり、サービス提

供事業者側の個別のサービス行為を意味するものではない 

 ⑤サービスの種類、内容及び利用料 

 ⑥サービスを提供する上での留意事項等 

 

基準条例 解釈通知 

(８) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利

用者についてのアセスメントの結果に基

づき、利用者の家族の希望及び当該地域に

おける指定居宅サービス等が提供される

体制を勘案して、当該アセスメントにより

把握された解決すべき課題に対応するた

めの最も適切なサービスの組合せについ

て検討し、利用者及びその家族の生活に対

する意向、総合的な援助の方針、生活全般

の解決すべき課題、提供されるサービスの

目標及びその達成時期、サービスの種類、

内容及び利用料並びにサービスを提供す

る上での留意事項等を記載した居宅サー

ビス計画の原案を作成しなければならな

い。 

 

⑧ 居宅サービス計画原案の作成（第８号） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者

の生活の質に直接影響する重要なものであること

を十分に認識し、居宅サービス計画原案を作成し

なければならない。したがって、居宅サービス計

画原案は、利用者の希望及び利用者についてのア

セスメントの結果による専門的見地に基づき、利

用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅

サービス等が提供される体制を勘案した上で、実

現可能なものとする必要がある。 

また、当該居宅サービス計画原案には、利用者

及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援

助の方針並びに生活全般の解決すべき課題を記載

した上で、提供されるサービスについて、その長

期的な目標及びそれを達成するための短期的な目

標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、

当該達成時期には居宅サービス計画及び各指定居

宅サービス等の評価を行い得るようにすることが

重要である。 

さらに、提供されるサービスの目標とは、利用

者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を

指すものであり、サービス提供事業者側の個別の

サービス行為を意味するものではないことに留意

する必要がある。 
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（４）サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 

○原則として、サービス担当者会議により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有す

るとともに、居宅サービス計画原案について専門的な見地からの意見を求めること。 

９号違反は減算対象 

○末期の悪性腫瘍に罹患した利用者の心身の状況等により主治医の意見を勘案して必要と

認める場合のほか、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス

担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の

状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等については、照会等により

意見を求めることができる。 

○当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録し、２年間保存

すること。 

基準条例 解釈通知 

(９) 介護支援専門員は、サービス担当者会議

（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等の担当者（以下こ

の条において「担当者」という。）を招集して

行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を

活用して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下この号におい

て「利用者等」という。）が参加する場合にあ

っては、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なければならない。）

をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の

状況等に関する情報を担当者と共有すると

ともに、当該居宅サービス計画の原案の内容

について、担当者から、専門的な見地からの

意見を求めるものとする。ただし、利用者（末

期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況

等により、主治の医師又は歯科医師（以下こ

の条において「主治の医師等」という。）の意

見を勘案して必要と認める場合その他やむ

を得ない理由がある場合については、担当者

に対する照会等により意見を求めることが

できるものとする。 

 

 

⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴

取（第９号） 

介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質

の高い居宅サービス計画とするため、各サービ

スが共通の目標を達成するために具体的なサー

ビスの内容として何ができるかなどについて、

利用者やその家族、居宅サービス計画原案に位

置付けた指定居宅サービス等の担当者からなる

サービス担当者会議の開催により、利用者の状

況等に関する情報を当該担当者等と共有すると

ともに、専門的な見地からの意見を求め調整を

図ることが重要である。なお、利用者やその家族

の参加が望ましくない場合（家庭内暴力等）に

は、必ずしも参加を求めるものではないことに

留意されたい。また、やむを得ない理由がある場

合については、サービス担当者に対する照会等

により意見を求めることができるものとしてい

るが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行

うことにより、利用者の状況等についての情報

や居宅サービス計画原案の内容を共有できるよ

うにする必要がある。なお、ここでいうやむを得

ない理由がある場合とは、利用者（末期の悪性腫

瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治

の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」とい

う。）の意見を勘案して必要と認める場合のほ

か、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者

の事由により、サービス担当者会議への参加が

得られなかった場合、居宅サービス計画の変更

であって、利用者の状態に大きな変化が見られ

ない等における軽微な変更の場合等が想定され

る。 

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等（リ

アルタイムでの画像を介したコミュニケーショ

ンが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して

行うことができるものとする。ただし、利用者又

はその家族（以下⑨において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装

置等の活用について当該利用者等の同意を得な

ければならない。なお、テレビ電話装置等の活用

に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省
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「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 

また、末期の悪性腫瘍の利用者について必要

と認める場合とは、主治の医師等が日常生活上

の障害が１ヶ月以内に出現すると判断した時点

以降において、主治の医師等の助言を得た上で、

介護支援専門員がサービス担当者に対する照会

等により意見を求めることが必要と判断とした

場合を想定している。なお、ここでいう「主治の

医師等」とは、利用者の最新の心身の状態、受診

中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握して

いる医師であり、要介護認定の申請のために主

治医意見書を記載した医師に限定されないこと

から、利用者又はその家族等に確認する方法等

により、適切に対応すること。また、サービス種

類や利用回数の変更等を利用者に状態変化が生

じるたびに迅速に行っていくことが求められる

ため、日常生活上の障害が出現する前に、今後利

用が必要と見込まれる指定居宅サービス等の担

当者を含めた関係者を招集した上で、予測され

る状態変化と支援の方向性について関係者間で

共有しておくことが望ましい。 

なお、当該サービス担当者会議の要点又は当

該担当者への照会内容について記録するととも

に、基準条例第31条の第２項の規定に基づき、当

該記録は、２年間保存しなければならない。 

 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問132】末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における「主治の医

師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握

している医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているのか。 

（答） 訪問診療を受けている末期の悪性腫瘍の利用者については、診療報酬における在宅時医学

総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する医療機関の医師を「主治の医師」とする

ことが考えられる。これらの医師については、居宅介護支援専門員に対し、病状の変化等に

ついて適時情報提供を行うこととされていることから、連絡を受けた場合には十分な連携を

図ること。また、在宅時医学総合管理料等を算定していない末期の悪性腫瘍の利用者の場合

でも、家族等からの聞き取りにより、かかりつけ医として定期的な診療と総合的な医学管理

を行っている医師を把握し、当該医師を主治の医師とすることが望ましい。 
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（５）居宅サービス計画の説明及び同意 

○居宅サービス計画での各サービスの保険対象・対象外を区分したうえで、内容を利用者・

家族に説明し、文書により利用者の同意を得ること。10号違反は減算対象 

○当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第

１表から第３表まで、第６表及び第７表に相当するものすべてを指す。 

 

基準条例 解釈通知 

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の

原案に位置付けた指定居宅サービス等に

ついて、保険給付の対象となるかどうかを

区分した上で、当該居宅サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に

対して説明し、文書により利用者の同意を

得なければならない。 

⑩ 居宅サービス計画の説明及び同意（第10号） 

居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービ

ス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であ

り、また、当該計画は利用者の希望を尊重して作

成されなければならない。利用者に選択を求める

ことは介護保険制度の基本理念である。このため、

当該計画原案の作成に当たって、これに位置付け

るサービスについて、また、サービスの内容につ

いても利用者の希望を尊重することとともに、作

成された居宅サービス計画の原案についても、最

終的には、その内容について説明を行った上で文

書によって利用者の同意を得ることを義務づける

ことにより、利用者によるサービスの選択やサー

ビス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障

しようとするものである。 

また、当該説明及び同意を要する居宅サービス

計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第

１表から第３表まで、第６表及び第７表（「介護サ

ービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示

について」（平成11年11月12日老企第29号厚生省老

人保健福祉局企画課長通知）に示す標準様式を指

す。）に相当するものすべてを指すものである。 
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（６）居宅サービス計画の交付・個別サービス計画の提出依頼 

○同意を得た居宅サービス計画を利用者・担当者に交付すること（担当者に対しては、計画

の趣旨・内容を説明すること）。11号違反は減算対象 

○担当者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画（訪問介

護計画、通所介護計画、訪問リハビリテーション計画、通所リハビリテーション計画等）

の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認する

こと。 

 

基準条例 解釈通知 

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を

作成した際には、当該居宅サービス計画を

利用者及び担当者に交付しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)  介護支援専門員は、居宅サービス計画

に位置付けた指定居宅サービス事業者等

に対して、訪問介護計画（指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指

定居宅サービス等基準」という。）第24条第

１項に規定する訪問介護計画をいう。）等

指定居宅サービス等基準において位置付

けられている計画の提出を求めるものと

する。 

⑪ 居宅サービス計画の交付（第11号） 

居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく

利用者及び担当者に交付しなければならない。 

また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅

サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨

及び内容等について十分に説明し、各担当者との

共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供す

る居宅サービス等の当該計画（以下「個別サービ

ス計画」という。）における位置付けを理解できる

ように配慮する必要がある。 

なお、基準条例第31条第２項の規定に基づき、

居宅サービス計画は、２年間保存しなければなら

ない。 

⑫ 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼

（第12号） 

居宅サービス計画と個別サービス計画との連動

性を高め、居宅介護支援事業者とサービス提供事

業者の意識の共有を図ることが重要である。 

このため、基準条例第15条第12号に基づき、担当 

者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者

に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サ

ービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性

について確認することとしたものである。 

なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連

携し、意識の共有を図ることが重要であることか

ら、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動

性や整合性の確認については、居宅サービス計画

を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて

行うことが望ましい。 

さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービ

ス計画の原案を担当者に提出し、 サービス担当者

会議に個別サービス計画案の提出を求め、サービ

ス担当者会議において情報の共有や調整を図るな

どの手法も有効である。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問181】新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、当該基準に

ついては、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」が改正

されていないことから、減算の対象外と考えてよいか。 

（答） 運営基準減算の対象ではないが、個別サービス計画の提出は、居宅介護支援事業所と指定居

宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から導入するものであることから、その趣旨目的

を踏まえ、適切に取り組まれたい。 

 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問187】個別サービス計画は居宅介護支援事業所で保管する居宅サービス計画の保存期間と同じ２年

間とするのか。 

（答） 個別サービス計画については、運営基準第29 条における記録の整備の対象ではないが、居宅

サービス計画の変更に当たっては、個別サービス計画の内容なども検証した上で見直しを行う

べきであることから、その取扱いについて適切に判断されたい。 
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（７）居宅サービス計画の実施状況等の把握・評価等 

○計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む）を行い、必要に

応じて計画の変更や事業者等との連絡調整を行うこと。 

○実施状況の把握（モニタリング）に当たっては、利用者・家族や事業者等との連絡を継続

的に行うこと。 

○利用者の心身又は生活状況に係る情報のうち、主治医若しくは歯科医師又は薬剤師の助言

が必要であると介護支援専門員が判断した場合、主治医若しくは歯科医師又は薬剤師に提

供するものとする。 

  ※主治医については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定さ

れない。 

○利用者側に特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者の居宅を訪問して面接

するとともに、１月に１回はモニタリングの結果を記録（訪問・面接を行えなかった場合

は、その特段の事情も記録）し、２年間保存すること。15号違反は減算対象 

   ※「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接す

ることができない場合を主として指す（介護支援専門員に起因する事情は含まれな

い。）。 

 

基準条例 解釈通知 

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の

作成後、居宅サービス計画の実施状況の把

握（利用者についての継続的なアセスメン

トを含む。）を行い、必要に応じて居宅サー

ビス計画の変更、指定居宅サービス事業者

等との連絡調整その他の便宜の提供を行

うものとする。  

 

(13)の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービ

ス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは、

利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用

者の心身又は生活の状況に係る情報うち

必要と認めるものを、利用者の同意を得て

主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師

に提供するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価

等（第13号・第13号の2） 

指定居宅介護支援においては、利用者の有する

解決すべき課題に即した適切なサービスを組み合

わせて利用者に提供し続けることが重要である。

このために介護支援専門員は、利用者の解決すべ

き課題の変化に留意することが重要であり、居宅

サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施

状況の把握（利用者についての継続的なアセスメ

ントを含む。以下「モニタリング」という。）を行

い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる

場合等必要に応じて居宅サービス計画の変更、指

定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うものとする。 

なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用

者に直接サービスを提供する指定居宅サービス事

業者等により把握されることも多いことから、介

護支援専門員は、当該指定居宅サービス事業者等

のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用者の

解決すべき課題の変化が認められる場合には、円

滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければな

らない。 

また、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利

用者の心身又は生活の状況に係る情報は、主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師が医療サービス

の必要性を検討するにあたり有効な情報である。

このため、指定居宅介護支援の提供に当たり、例

えば、 

 ・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度

に服用している。 

 ・薬の服用を拒絶している。 

 ・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

 ・口臭や口腔内出血がある 

 ・体重の増減が推測される見た目の変化がある 
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(14) 介護支援専門員は、第13号に規定する実

施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家族、

指定居宅サービス事業者等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限

り、次に定めるところにより行わなければ

ならない。  

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅

を訪問し、利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリング

の結果を記録すること。 

 

 ・食事量や食事回数に変化がある 

 ・下痢や便秘が続いている 

 ・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

 ・リハビリテーションの提供が必要と思われる状

態にあるにも関わらず提供されていない状況 

 等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た

場合は、それらの情報のうち、主治の医師若しくは

歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると介護支

援専門員が判断したものについて、主治の医師若

しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとす

る。なお、ここでいう「主治の医師」については、

要介護認定の申請のために主治医意見書を記載し

た医師に限定されないことに留意すること。 

⑭ モニタリングの実施（第14号） 

介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、

居宅サービス計画の作成後においても、利用者及

びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業

者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定

居宅サービス事業者等の担当者との連携により、

モニタリングが行われている場合においても、特

段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利

用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも１月

に１回はモニタリングの結果を記録することが必

要である。 

また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することが

できない場合を主として指すものであり、介護支

援専門員に起因する事情は含まれない。さらに、

当該特段の事情がある場合については、その具体

的な内容を記録しておくことが必要である。なお、

基準条例第31条第２項の規定に基づき、モニタリ

ングの結果の記録は、２年間保存しなければなら

ない。 

 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問133】基準第13条第13号の２に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は

生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかどのようなものが想定さ

れるか。 

（答） 解釈通知に記載のある事項のほか、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供が

必要な情報については、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要かどうかをもと

に介護支援専門員が判断するものとする。 

    なお、基準第13条第13号の２は、日頃の居宅介護支援の業務において介護支援専門員が把握

したことを情報提供するものであり、当該規定の追加により利用者に係る情報収集について新

たに業務負担を求めるものではない。 
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（８）計画変更の必要性についての専門的意見の聴取 

○利用者が更新認定や変更認定を受けた場合、サービス担当者会議の開催により計画変更の

必要性について専門的な見地からの意見を求めること。16号違反は減算対象 

○開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加

が得られなかった場合や、居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大

きな変化が見られない場合については、照会等により意見を求めることができる。 

○当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録し、２年間保存

すること。（担当者の意見により変更の必要がない場合においても同様である。） 

 

基準条例 解釈通知 

(15) 介護支援専門員は、次に掲げる場合にお

いては、サービス担当者会議の開催によ

り、居宅サービス計画の変更の必要性につ

いて、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めるものとする。ただし、やむを得

ない理由がある場合については、担当者に

対する照会等により意見を求めることが

できるものとする。  

ア 要介護認定を受けている利用者が法

第28条第２項に規定する要介護更新認

定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法

第29条第１項に規定する要介護状態区

分の変更の認定を受けた場合 

 

 

 

 

 

⑮ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサ

ービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第

15号） 

介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の

変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合に

は、サービス担当者会議の開催により、居宅サー

ビス計画の変更の必要性について、担当者から、

専門的な見地からの意見を求めるものとする。た

だし、やむを得ない理由がある場合については、

サービス担当者に対する照会等により意見を求め

ることができるものとする。なお、ここでいうや

むを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整

を行ったが、サービス担当者の事由により、サー

ビス担当者会議への参加が得られなかった場合や

居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用

者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定

される。 

当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者

への照会内容については記録するとともに、基準

第31条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

また、上記の担当者からの意見により、居宅サ

ービス計画の変更の必要がない場合においても、

記録の記載及び保存について同様である。 
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（９）居宅サービス計画の変更 

○居宅サービス計画を変更する際には、利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提

供日時の変更等、一連の業務を行う必要がないと判断したもの）を除き、作成時と同様の

一連の業務を行うこと。 

 

基準条例 解釈通知 

(16) 第３号から第12号までの規定は、第13号

に規定する居宅サービス計画の変更につ

いて準用する。 

⑯ 居宅サービス計画の変更（第16号） 

介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更す

る際には、原則として、基準条例第15条第３号か

ら第12号までに規定された居宅サービス計画作成

に当たっての一連の業務を行うことが必要であ

る。 

なお、利用者の希望による軽微な変更（例えば

サービス提供日時の変更等で、介護支援専門員が

基準第15条第３号から第12号までに掲げる一連の

業務を行う必要性がないと判断したもの）を行う

場合には、この必要はないものとする。ただし、こ

の場合においても、介護支援専門員が、利用者の

解決すべき課題の変化に留意することが重要であ

ることは、同条第13号（⑬居宅サービス計画の実

施状況等の把握及び評価等）に規定したとおりで

あるので念のため申し添える。 

 

 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問141】今回、通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分について、２時間

ごとから１時間ごとに見直されたことにより、時間区分を変更することとしたケースについて

は、居宅サービス計画の変更（サービス担当者会議を含む）は必要なのか。 

（答） 介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合（例えば、サービス提供時間が

７時間以上９時間未満が、７時間以上８時間未満）であっても、サービスの内容及び提供時

間に変更が無ければ、居宅サービス計画の変更を行う必要はない。 

    一方で、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメント

に基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、居宅

サービス計画を変更する必要が生じた場合は、通常の変更と同様のプロセスが必要となる。 
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ケアプランの軽微な変更の内容について（Ｈ22老介発0730第１号から） 

（ケアプランの作成） 
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（基準の解釈通知）」の第２の

３の(７)の「⑮居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則とし
て、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準第13条第３号から第11号までに規定されたケア
プラン作成にあたっての一達の業務を行うことを規定している。 

なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要は
ないものとする。」としているところである。 

サービス提供の曜日変更 利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単な
る曜日、日付の変更のような場合には、「軽徴な変更」に該当する場
合があるものと考えられる。 

サービス提供の回数変更 同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減のような
場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。 

利用者の住所変更 利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合がある
ものと考えられる。 

事業所の名称変更 単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合
があるものと考えられる。 

目標期間の延長 単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課
題や期間)を変更する必要がなく、単に目標期間を延長する場合など)
については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。 

福祉用具で同等の用具に
変更するに際して単位数
のみが異なる場合 

福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更につ
いては、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。 

目標もサービスも変わら
ない（利用者の状況以外
の原因による）単なる事
業所変更 

目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の原因による）単な
る事業所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるもの
と考えられる。 
 

目標を達成するためのサ
ービス内容が変わるだけ
の場合 

第１表の総合的な援助の方針や第２表の生活全般の解決すべき課題、
目標、サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達成するためのサ
ービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合
があるものと考えられる。 

担当介護支援専門員の変
更 

契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変
更（ただし、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を
有していること。）のような場合には、「軽微な変更」に該当する場
合があるものと考えられる。 

 なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同
基準第13条第３号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計回
の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべ
きものである。 

（サービス担当者会議） 
基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の

開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。 
 しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような
場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっ
ては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を
求めることが想定される。 

サービス利用回数
の増減によるサー
ビス担当者会議の
必要性 

 単なるサービス利用回数の増減（同一事業所における週１回程度のサービ
ス利用回数の増減など）については、「軽微な変更」に該当する場合もある
と考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければなら
ないものではない。 
 しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が
良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催する
ことを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定
めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求
めることが想定される。 

ケアプランの軽微
な変更に関するサ
ービス担当者会識
の全事業所招集の
必要性 

 ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会
議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。 
 ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケ
アプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に
定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を
求めることが想定される。 
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（10）介護保険施設への紹介その他の便宜の提供 

○適切な保健医療サービス・福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合において

も、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用

者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の

便宜の提供を行うこと。 

○介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅

における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意

点等の情報を介護保険施設等から入手し、居宅での生活を前提とした課題分析を行った上

で居宅サービス計画を作成するなどの援助を行うこと。 

 

基準条例 解釈通知 

(17) 介護支援専門員は、適切な保健医療サー

ビス及び福祉サービスが総合的かつ効率

的に提供された場合においても、利用者が

その居宅において日常生活を営むことが

困難となったと認める場合又は利用者が

介護保険施設への入院又は入所を希望す

る場合には、介護保険施設への紹介その他

の便宜の提供を行うものとする。 

 

 

 

(18) 介護支援専門員は、介護保険施設等から

退院又は退所しようとする要介護者から

依頼があった場合には、居宅における生活

へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居

宅サービス計画の作成等の援助を行うも

のとする。 

⑰ 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供（第

17号） 

介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された

場合においても、利用者がその居宅において日常

生活を営むことが困難となったと認める場合又は

利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望す

る場合には、介護保険施設はそれぞれ医療機能等

が異なることに鑑み、主治医の意見を参考にする、

主治医に意見を求める等をして介護保険施設への

紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

⑱ 介護保険施設との連携（第18号） 

介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又

は退所しようとする要介護者から居宅介護支援の

依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑

に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活に

おける介護上の留意点等の情報を介護保険施設等

の従業者から聴取する等の連携を図るとともに、

居宅での生活を前提とした課題分析を行った上で

居宅サービス計画を作成する等の援助を行うこと

が重要である。 
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（11）居宅サービス計画の届出 

○居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合は、その

利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、

当該居宅サービス計画を隠岐広域連合に届け出ること。なお、届出にあたっては、当該月

において作成又は変更した居宅サービス計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置づけ

たものについて、翌月の末日までに届け出ることとする。   

※平成30年10月１日より施行されるため、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービ

ス計画について届出を行うこと。 

厚生労働大臣が定める回数 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

27回 34回 43回 38回 31回 

 

基準条例 解釈通知 

(18)の２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画

に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介

護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下

この号において同じ。）を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当性を検討し、当該

居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由

を記載するとともに、当該居宅サービス計画

を隠岐広域連合に届け出なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)の３ 介護支援専門員は、その勤務する指定

居宅介護支援事業所において作成された居

宅サービス計画に位置付けられた指定居宅

サービス等に係る居宅介護サービス費、特例

居宅介護サービス費、地域密着型介護サービ

ス費及び特例地域密着型介護サービス費（以

下この号において 

⑲ 居宅サービス計画の届出（第18号の２） 

訪問介護（指定居宅サービスに要する費用の

額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第

19号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数

表の１ 訪問介護費の注３に規定する生活援助

が中心である指定訪問介護に限る。以下この⑲

において同じ。）の利用回数が統計的に見て通常

の居宅サービス計画よりかけ離れている場合に

は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の

有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に

応じて是正を促していくことが適当である。こ

のため、基準第13条第18号の２は、一定回数（基

準第13条第18号の２により厚生労働大臣が定め

る回数をいう。以下同じ。）以上の訪問介護を位

置づける場合にその必要性を居宅サービス計画

に記載するとともに、当該居宅サービス計画を

市町村に届け出なければならないことを規定す

るものである。届出にあたっては、当該月におい

て作成又は変更（⑯における軽微な変更を除

く。）した居宅サービス計画のうち一定回数以上

の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の

末日までに市町村に届け出ることとする。なお、

ここで言う当該月において作成又は変更した居

宅サービス計画とは、当該月において利用者の

同意を得て交付をした居宅サービス計画を言

う。また、居宅サービス計画の届出頻度につい

て、一度市町村が検証した居宅サービス計画の

次回の届出は、1年後でよいものとする。 

  市町村の検証の仕方については、包括的・継続

的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施の

ために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関

する専門的知識を有する者、民生委員その他関係

者、関係機関及び関係団体（以下「関係者等」と

いう。）により構成される会議等の他に、当該市

町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣

する形で行うサービス担当者会議での検証も可

能である。 

⑳ 居宅サービス計画に位置づけられた介護保険

法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第66条に

規定する居宅サービス等区分に係るサービスの
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「サービス費」という。）の総額が法第43条

第２項に規定する居宅介護サービス費等区

分支給限度基準額に占める割合及び訪問介

護に係る居宅介護サービス費がサービス費

の総額に占める割合が厚生労働大臣が定め

る基準に該当する場合であって、かつ、隠岐

広域連合からの求めがあった場合には、当該

指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計

画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービ

ス計画に訪問介護が必要な理由等を記載す

るとともに、当該居宅サービス計画を隠岐広

域連合に届け出なければならない。 

 

 

 

 

 

合計単位数（以下⑳において「居宅サービス等合

計単位数」という。）が区分支給限度基準額（単

位数）に占める割合や訪問介護に係る合計単位数

が居宅サービス等合計単位数に占める割合が厚

生労働大臣が定める基準（基準第13条第18号の３

の規定により厚生労働大臣が定める基準をい

う。）に該当する場合に、利用者の自立支援・重

度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市

町村が確認し、必要に応じて是正を促していくこ

とが適当である。このため、基準第13条第 18号

の３は、当該基準に該当する場合にその必要性を

居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅

サービス計画を市町村に届け出なければならな

いことを規定するものである。届出にあたって

は、当該月において作成又は変更（⑯における軽

微な変更を除く。）した居宅サービス計画に位置

づけられたサ ービスが当該基準に該当する場合

には、市町村に届け出ることとする。 なお、こ

こでいう当該月において作成又は変更した居宅

サービス計画とは、当該月において利用者の同意

を得て交付をした居宅サービス計画をいう。 

また、居宅サービス計画の届出頻度について、

一度市町村が検証した居宅サービスの計画の次

回の届出は、１年後でもよいものとする。 

市町村の検証の仕方については、包括的・継続

的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施の

ために、関係者等により構成される会議等の他

に、当該市町村の職員やリハビリテーション専

門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等

での検証も可能である。  

なお、基準第13条第18号の３については、令和

３年10月１日より施行されるため、同年10月以

降に作成又は変更した居宅サービス計画につい

て届出を行うこと。 

 

 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問134】基準第13条第18号の２に基づき、市町村に居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪

問介護（生活援助中心型）の必要性について記載することとなっているが、居宅サービス計画

とは別に理由書の提出が必要となるのか。 

（答） 当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることその他

の事情により、訪問介護（生活援助中心型）の利用が必要である理由が居宅サービス計画の

記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを提出すれば足り、別途理由書の

提出を求めるものではない。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.7)〕 

【問１】居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月１日以降に作成又は変更したケアプ

ランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたもの

について、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成30年10月サービス分のケア

プランから届出の対象となるのか。 

（答） 届出の対象は、ケアプランの作成又は変更した日を基準とする。 

    そのため、最初の届出期限となる平成30年11月末までの届出対象は、 

   ・平成30年10月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプラン 

   ・平成30年10月中に作成又は変更した11月サービス分のケアプラン 

   となり、平成30年９月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプランは届出対象となら

ない。 
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〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.7)〕 

【問２】居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない２月」から居宅サー

ビスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第３表（週間サービス計画表）に

沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定め

る回数を下回る計画であるものの、翌月には当該計画以上の生活援助中心型サービスを位置づ

けた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。 

（答） 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランを

作成した段階で、届出の対象となる。 

具体例として、例えば、 

・ １月末に２月以降のケアプラン（第１表～第３表及び第６表・第７表）を作成したとこ

ろ、２月分の第６表及び第７表（サービス利用票）は、厚生労働省が告示で定める回数を

下回っていたが、 

・ ２月末に作成した３月分の第６表及び第７表では、当該回数以上の生活援

助中心型サービスを位置づけている場合、 

   居宅介護支援事業者の介護支援専門員は、２月末に作成した第６表及び第７表

を既に作成済みの第１表から第３表と併せて、３月末までに市町村に届け出な

ければならない。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.7)〕 

【問３】厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介

護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具

体的に何を提出すればよいのか。 

（答） 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、サービス担当者会議において得られた意見等を

踏まえ作成したケアプラン（第１表～第３表及び第６表・第７表）の原案を利用者又はその

家族に対して説明し、文書により同意を得ることとされている。 

    厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に市町村

に届け出る書類は、前述の手続きにて、利用者又はその家族から同意を得たケアプラン（第

１表～第３表及び第６表・第７表）の写しを用いることで差し支えない。 

    なお、届け出たケアプランが地域ケア個別会議等において議論される場合、保険者から事

例の全体像を把握するため、利用者の基本情報等に関する資料の提出を求められる場合があ

るので、ご留意いただきたい。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.7)〕 

【問４】居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所

が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なることもあり得るが、その場合、居

宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。 

（答） 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランの

届出先は、「利用者の保険者である市町村」である。 
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（12）主治の医師等の意見等 

○利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合

その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医（主治の医師又は歯科医師）の意見を

求めること。 

○主治医の意見を求めた場合は、居宅サービス計画を作成した際に、主治医に交付しなけれ

ばならない。 

○居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場

合は、当該医療サービスに係る主治医の指示がある場合に限る。 

○医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合、当該指定居宅サービス等に係

る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重すること。 

 

 

(19) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通

所リハビリテーション等の医療サービスの

利用を希望している場合その他必要な場合

には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯

科医師（以下「主治の医師等」という。）の意

見を求めなければならない。  

(20) 前号の場合において、介護支援専門員は、

居宅サービス計画を作成した際には、当該居

宅サービス計画を主治の医師等に交付しな

ければならない。 

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪

問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスを位置付ける場合にあっては、当該医

療サービスに係る主治の医師等の指示があ

る場合に限りこれを行うものとし、医療サー

ビス以外の指定居宅サービス等を位置付け

る場合にあっては、当該指定居宅サービス等

に係る主治の医師の医学的観点からの留意

事項が示されているときは、当該留意点を尊

重してこれを行うものとする。 

21 主治の医師等の意見等（第21号・第22号・第23

号） 

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハ

ビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療

養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪

問看護サービスを利用する場合に限る。）及び看

護小規模多機能型居宅介護（訪問看護サービス

を利用する場合に限る。）及び短期入所療養介護

については、主治の医師等がその必要性を認め

たものに限られるものであることから、介護支

援専門員は、これらの医療サービスを居宅サー

ビス計画に位置付ける場合にあっては主治の医

師等の指示があることを確認しなければならな

い。 

このため、利用者がこれらの医療サービスを

希望している場合その他必要な場合には、介護

支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て

主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の

医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該

意見を踏まえて作成した居宅サービス計画につ

いては、対面のほか、郵送やメール等によること

も差し支えない。また、ここで意見を求める「主

治の医師等」については、要介護認定の申請のた

めに主治医意見書を記載した医師に限定されな

いことに留意すること。 

なお、医療サービス以外の指定居宅サービス

等を居宅サービス計画に位置付ける場合にあっ

て、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師

等の医学的観点からの留意事項が示されている

ときは、介護支援専門員は、当該留意点を尊重し

て居宅介護支援を行うものとする。 
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（13）短期入所生活介護等の居宅サービス計画への位置付け 

○居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあって

は、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意すること。 

○利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及

び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない

ようにすること。 

 

 

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短

期入所生活介護又は短期入所療養介護を位

置付ける場合にあっては、利用者の居宅にお

ける自立した日常生活の維持に十分に留意

するものとし、利用者の心身の状況等を勘案

して特に必要と認められる場合を除き、短期

入所生活介護及び短期入所療養介護を利用

する日数が要介護認定の有効期間のおおむ

ね半数を超えないようにしなければならな

い。 

22 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居

宅サービス計画への位置付け（第24号） 

短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以

下「短期入所サービス」という。）は、利用者の

自立した日常生活の維持のために利用されるも

のであり、指定居宅介護支援を行う介護支援専

門員は、短期入所サービスを位置付ける居宅サ

ービス計画の作成に当たって、利用者にとって

これらの居宅サービスが在宅生活の維持につな

がるように十分に留意しなければならないこと

を明確化したものである。この場合において、短

期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定

の有効期間のおおむね半数を超えない」という

目安については、居宅サービス計画の作成過程

における個々の利用者の心身の状況やその置か

れている環境等の適切な評価に基づき、在宅生

活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用

することが可能であり、要介護認定の有効期間

の半数の日数以内であるかについて機械的な適

用を求めるものではない。 

従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等

の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サ

ービスの利用が特に必要と認められる場合にお

いては、これを上回る日数の短期入所サービス

を居宅サービス計画に位置付けることも可能で

ある。 
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（14）福祉用具貸与・販売の居宅サービス計画への反映 

○居宅サービス計画に福祉用具貸与・特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その

必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれが

あることから、利用の妥当性を検討し、当該計画にその必要な理由を記載すること。 

○必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性に

ついて検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居

宅サービス計画に記載すること。 

○軽度者について福祉用具貸与を位置づける場合は、認定調査の調査票の写しを隠岐広域連

合から入手し、対象とされる状態像の者か確認すること。（同意を得た上で、その内容が

確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付すること。） 

○医師の医学的所見（主治医意見書・診断書又は所見の聴取）及びサービス担当者会議等を

通じた適切なケアマネジメントにより軽度者への福祉用具貸与を位置付けた場合には、当

該所見及び医師の氏名を居宅サービス計画に記載すること。（指定福祉用具貸与事業者か

ら医師の所見及び医師の名前について確認があった場合は、利用者の同意を得た上で、指

定福祉用具貸与事業者へ情報提供すること。） 
  

(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に

福祉用具貸与を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画

に福祉用具貸与が必要な理由を記載する

とともに、必要に応じて随時サービス担当

者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について検証をした上で、継

続して福祉用具貸与を受ける必要がある

場合にはその理由を居宅サービス計画に

記載しなければならない。  

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に

特定福祉用具販売を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該

計画に特定福祉用具販売が必要な理由を

記載しなければならない。  

 

23 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サー

ビス計画への反映（第25号・第26号） 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売について

は、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、

その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利

用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがある

ことから、検討の過程を別途記録する必要がある。 

このため、介護支援専門員は、居宅サービス計

画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付

ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当

該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必

要な理由を記載しなければならない。 

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス

計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議

を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受

ける必要性について専門的意見を聴取するととも

に検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要が

ある場合には、その理由を再び居宅サービス計画

に記載しなければならない。 

また、福祉用具貸与については以下の項目につ

いて留意することとする。 

ア 介護支援専門員は、要介護１の利用者（以下

「軽度者」という。）の居宅サービス計画に指定

福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働

大臣が定める基準に適合する利用者等」（平成27

年厚生労働省告示第94号）第31号のイで定める

状態像の者であることを確認するため、当該軽

度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」

（平成12年厚生省告示第91号）別表第１の調査

票について必要な部分（実施日時、調査対象者

等の時点の確認及び本人確認ができる部分並び

に基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認

が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」と

いう。）を市町村から入手しなければならない。

ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支援

専門員へ提示することに、あらかじめ同意して

いない場合については、当該軽度者の調査票の

写しを本人に情報開示させ、それを入手しなけ
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ればならない。 

イ 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写

しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに

同意を得たうえで、市町村より入手した調査票

の写しについて、その内容が確認できる文書を

指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければなら

ない。 

ウ 介護支援専門員は、当該軽度者が「指定居宅

サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福

祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について」（平成12年老企

第36号）の第二の９（２）①ウの判断方法による

場合については、福祉用具の必要性を判断する

ため、利用者の状態像が、同ｉ）からⅲ）までの

いずれかに該当する旨について、主治医意見書

による方法のほか・医師の診断書又は医師から

所見を聴取する方法により、当該医師の所見及

び医師の名前を居宅サービス計画に記載しなけ

ればならない。この場合において、介護支援専

門員は、指定福祉用具貸与事業者より、当該軽

度者に係る医師の所見及び医師の名前について

確認があったときには、利用者の同意を得て、

適切にその内容について情報提供しなければな

らない。   

 

 

 

（15）認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映 

○被保険者証に認定審査会意見等が記載されているときは、利用者にその趣旨を説明し、理

解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成すること。 

 

 

(24) 介護支援専門員は、利用者が提示する被

保険者証に、法第73条第２項に規定する認

定審査会意見又は法第37条第１項の規定

による指定に係る居宅サービス若しくは

地域密着型サービスの種類についての記

載がある場合には、利用者にその趣旨（同

項の規定による指定に係る居宅サービス

若しくは地域密着型サービスの種類につ

いては、その変更の申請ができることを含

む。）を説明し、理解を得た上で、その内容

に沿って居宅サービス計画を作成しなけ

ればならない。  

24 認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映

（第27号） 

指定居宅サービス事業者は、法第73条第２項の

規定に基づき認定審査会意見が被保険者証に記さ

れているときは、当該意見に従って、当該被保険

者に当該指定居宅サービスを提供するように努め

る必要があり、介護支援専門員は、利用者が提示

する被保険者証にこれらの記載がある場合には、

利用者にその趣旨（法第37条第１項の指定に係る

居宅サービス若しくは地域密着型サービス種類に

ついては、その変更の申請ができることを含む。）

について説明し、理解を得た上で、その内容に沿

って居宅サービス計画を作成する必要がある。 
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（16）指定介護予防支援事業者との連携 

○要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者

と、当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ること。 

 

 

(25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けて

いる利用者が要支援認定を受けた場合に

は、指定介護予防支援事業者と当該利用者

に係る必要な情報を提供する等の連携を

図るものとする。 

○25 指定介護予防支援事業者との連携（第28号） 

要介護認定を受けている利用者が要支援認定を

受けた場合には、指定介護予防支援事業者が当該

利用者の介護予防サービス計画を作成することに

なるため、速やかに適切な介護予防サービス計画

の作成に着手できるよう、指定居宅介護支援事業

所は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係

る必要な情報を提供する等の連携を図ることとし

たものである。 

 

 

 

 

（17）指定介護予防支援業務の受託に関する留意点 

○指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その

業務量等を勘案し、指定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を及ぼすことのないよう配

慮すること。 

 

 

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条

の23第３項の規定に基づき、指定介護予防

支援事業者から指定介護予防支援の業務

の委託を受けるに当たっては、その業務量

等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者

が行う指定居宅介護支援の業務が適正に

実施できるよう配慮しなければならない。 

○26 指定介護予防支援業務の受託に関する留意点

（第29号） 

指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援

業務を受託するにあたっては、その業務量等を勘

案し、指定介護予防支援業務を受託することによ

って、当該指定居宅介護支援事業者が本来行うべ

き指定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を及

ぼすことのないよう配慮しなければならない。 
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（18）地域ケア会議への協力 

○地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに

協力するよう努めなければならない。 

 

(27) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条

の48第４項の規定に基づき、同条第１項

に規定する会議から、同条第２項の検討

を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった

場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。  

○27 地域ケア会議への協力（第30号） 

地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地

域ケア会議が介護保険法上に位置付けられ、関係者

等は会議から資料又は情報の提供の求めがあった場

合には、これに協力するよう努めることについて規

定されたところである。地域ケア会議は、個別ケー

スの支援内容の検討を通じて、法の理念に基づいた

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支

援、高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括

支援ネットワークの構築及び個別ケースの課題分析

等を行うことによる地域課題の把握を行うことなど

を目的としていることから、指定居宅介護支援事業

者は、その趣旨・目的に鑑み、より積極的に協力す

ることが求められる。そのため、地域ケア会議から

個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあっ

た場合には、これに協力するよう努めなければなら

ないことについて、具体的取扱方針においても、規

定を設けたものである。 
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11 法定代理受領サービスに係る報告 

◎毎月、国保連に対し、給付管理票（居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅

サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文

書）を提出すること。（基準該当居宅サービスについても同様） 

 

基準条例 解釈通知 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第16条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、隠岐

広域連合（法第41条第10項の規定により同条第

９項の規定による審査及び支払に関する事務を

国民健康保険団体連合会（国民健康保険法 （昭

和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国

民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委

託している場合にあっては、当該国民健康保険

団体連合会）に対し、居宅サービス計画におい

て位置付けられている指定居宅サービス等のう

ち法定代理受領サービス（法第41条第６項の規

定により居宅介護サービス費が利用者に代わり

当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合

の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サー

ビスをいう。）として位置付けたものに関する情

報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計

画に位置付けられている基準該当居宅サービス

に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事

務に必要な情報を記載した文書を、隠岐広域連

合（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託

している場合にあっては、当該国民健康保険団

体連合会）に対して提出しなければならない。 

 

(９)法定代理受領サービスに係る報告 

① 基準条例第16条第１項は、居宅介護サービス

費を利用者に代わり当該指定居宅サービス事業

者に支払うための手続きとして、指定居宅介護

支援事業者に、市町村（国民健康保険団体連合

会に委託している場合にあっては当該国民健康

保険団体連合会）に対して、居宅サービス計画

において位置付けられている指定居宅サービス

等のうち法定代理受領サービスとして位置付け

たものに関する情報を記載した文書（給付管理

票）を毎月提出することを義務づけたものであ

る。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者が居

宅サービス計画に位置付けられている基準該当

居宅サービスに係る情報を指定居宅サービスに

係る情報と合わせて市町村（国民健康保険団体

連合会に委託している場合にあっては当該国民

健康保険団体連合会）に対して提供することに

より、基準該当居宅サービスに係る特例居宅介

護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支

払事務が、居宅サービス計画に位置付けられて

いる指定居宅サービスに係る居宅介護サービス

費の支払を待つことなく、これと同時並行的に

行うことができるようにするための規定であ

る。 

 

 

12 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

◎利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が

要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、利用者に対し、直近の

居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付すること。 

 

基準条例 解釈通知 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第17条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他

の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、

要介護認定を受けている利用者が要支援認定を

受けた場合その他利用者からの申出があった場

合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービ

ス計画及びその実施状況に関する書類を交付し

なければならない。 

 

 

(10)利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

基準条例第17条は、利用者が指定居宅介護支

援事業者を変更した場合に、変更後の指定居宅

介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者が

滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行

うことができるよう、指定居宅介護支援事業者

は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を

希望する場合、要介護認定を受けている利用者

が要支援認定を受けた場合、その他利用者から

の申し出があった場合には、当該利用者に対し、

直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関

する書類を交付しなければならないこととした

ものである。 
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13 利用者に関する隠岐広域連合への通知 

◎利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して隠岐広域連合に通知する

こと。 

〔隠岐広域連合に通知すべき場合〕 

①正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等に

より、要介護状態の程度を増進させたとき 

②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき 

 

 

基準条例 解釈通知 

（利用者に関する隠岐広域連合への通知） 

第18条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援を受けている利用者が次のいずれかに該

当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を隠岐広域連合に通知しなければならない。  

⑴ 正当な理由なしに介護給付等対象サービス

の利用に関する指示に従わないこと等によ

り、要介護状態の程度を増進させたと認めら

れるとき。  

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付の

支給を受け、又は受けようとしたとき。 

(11)利用者に関する市町村への通知 

基準条例第18条は、偽りその他不正の行為に

よって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯

罪行為若しくは重大な過失等により、要介護状

態若しくはその原因となった事故を生じさせる

などした者については、市町村が、法第22条第

１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は

法第64条に基づく保険給付の制限を行うことが

できることに鑑み、指定居宅介護支援事業者が、

その利用者に関し、保険給付の適正化の観点か

ら市町村に通知しなければならない事由を列記

したものである。 

 

 

 

 

14 管理者の責務 

◎管理者は、定められた責務を果たすこと。 

〔管理者の行うべき事項〕 

①当該事業所の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実

施状況の把握等の一元的な管理 

②従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令 

 

基準条例 解釈通知 

（管理者の責務） 

第19条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当

該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員そ

の他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用

の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行わなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指

定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他

の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行うものとする。 
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15 運営規程 

◎事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めておくこと。 

〔運営規程に定めるべき事項〕 

①事業の目的及び運営の方針 

②職員（介護支援専門員とその他の職員に区分）の職種、員数及び職務内容 

③営業日及び営業時間 

④指定居宅介護支援の提供方法・内容（利用者の相談を受ける場所、課題分析の手順等）

及び利用料その他の費用の額 

⑤通常の事業の実施地域 

⑥その他運営に関する重要事項 

 

 

基準条例 解釈通知 

（運営規程） 

第20条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（以下「運営規

程」という。）として次に掲げる事項を定めるも

のとする。  

⑴ 事業の目的及び運営の方針  

⑵ 職員の職種、員数及び職務内容  

⑶ 営業日及び営業時間  

⑷ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利

用料その他の費用の額  

⑸ 通常の事業の実施地域  

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑺ その他運営に関する重要事項 

 

  

(12)運営規程 

基準条例第20条は、指定居宅介護支援の事業

の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定

居宅介護支援の提供を確保するため、同条第１

号から第６号までに掲げる事項を内容とする規

定を定めることを指定居宅介護支援事業所ごと

に義務づけたものである。特に次の点に留意す

る必要がある。 

 ① 職員の職種、員数及び職務内容（第２号） 

   職員については、介護支援専門員とその他

の職員に区分し、員数及び職務内容を記載す

ることとする。職員の「員数」は日々変わり

うるもの であるため、業務負担軽減等の観点

から、規程を定めるに当たっては、基準第２

条において置くべきとされている員数を満た

す範囲において、「○人以上」と記載すること

も差し支えない（基準第４条に規定する重要

事項を記した文書に記載する場合について

も、同様とする。）。 

 ② 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利

用料その他の費用の額（第４号） 

   指定居宅介護支援の提供方法及び内容につ

いては、利用者の相談を受ける場所、課題分

析の手順等を記載するものとする。 

 ③ 通常の事業の実施地域（第５号） 

   通常の事業の実施地域は、客観的にその区

域が特定されるものとすること。なお、通常

の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等

の観点からの目安であり、当該地域を越えて

指定居宅介護支援が行われることを妨げるも

のではない。 

 ④ 虐待の防止のための措置に関する事項（第

６号）(22)の虐待の防止に係る、組織内の体

制（責任者の選定、従業者への研修方法や研

修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以

下「虐待等」という。）が発生した場合の対応

方法等を指す内容であること。 
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16 勤務体制の確保等 

◎事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の勤務の体制を定めておくこと。 

〔介護支援専門員について勤務表で定めておくべき事項〕 

○日々の勤務時間 

○常勤・非常勤の別 

○管理者との兼務関係 等 

※勤務の状況等は、非常勤の介護支援専門員を含めて事業所の管理者が管理すること 

◎事業所ごとに、当該事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させること。

（補助的な業務については、この限りではない。） 

※当該事業所と介護支援専門員の関係については、当該事業所の管理者の指揮命令が介護

支援専門員に対して及ぶことが要件となるが、雇用契約に限定されるものではない 

◎介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 

 

基準条例 解釈通知 

（勤務体制の確保） 

第21条 指定居宅介護支援事業者は、利

用者に対し適切な指定居宅介護支援

を提供できるよう、指定居宅介護支援

事業所ごとに介護支援専門員その他

の従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居

宅介護支援事業所ごとに、当該指定居

宅介護支援事業所の介護支援専門員

に指定居宅介護支援の業務を担当さ

せなければならない。ただし、介護支

援専門員の補助の業務についてはこ

の限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支

援専門員の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならな

い。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な

指定居宅介護支援の提供を確保する

観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより介護支援

専門員の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

 

(13)勤務体制の確保 

基準条例第21条は、利用者に対する適切な指定居宅介護

支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定した

ものであるが、次の点に留意する必要がある。 

① 指定居宅介護支援事業所ごとに、原則として月ごとの

勤務表を作成し、介護支援専門員については、日々の勤

務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明

確にする。 

  なお、当該勤務の状況等は、基準条例第19条により指

定居宅介護支援事業所の管理者が管理する必要があり、

非常勤の介護支援専門員を含めて当該指定居宅介護支

援事業所の業務として一体的に管理されていることが

必要である。従って、非常勤の介護支援専門員が兼務す

る業務の事業所を居宅介護支援の拠点とし独立して利

用者ごとの居宅介護支援台帳の保管を行うようなこと

は認められないものである。 

② 同条第２項は、当該指定居宅介護支援事業所の従業者

たる介護支援専門員が指定居宅介護支援を担当するべ

きことを規定したものであり、当該事業所と介護支援専

門員の関係については、当該事業所の管理者の指揮命令

が介護支援専門員に対して及ぶことが要件となるが、雇

用契約に限定されるものではないものである。 

③ 同条第３項は、より適切な指定居宅介護支援を行うた

めに、介護支援専門員の研修の重要性について規定した

ものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門

員の資質の向上を図る研修の機会を確保しなければな

らない。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）

第11条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭

和 41年法律第132号）第30条の２第１項の規定に基づ

き、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメン

トやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメ

ント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講

じることが義務づけられていることを踏まえ、規定した

ものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事

業主が講じることが望ましい取組については、次のとお

りとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、
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上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるも

のも含まれることに留意すること。  

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 事業主が講ずべ

き措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な

言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置

等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615号）

及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした

言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置

等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以

下「パワーハラスメント指針」という。）において規定

されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以

下のとおりである。  

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 職場に

おけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメ

ント を行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者

に周知・啓発すること。  

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備相談に対応する担当者を

あらかじめ定めること等により、相談への対応のための

窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 なお、

パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確

化等の 措置義務については、女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和

元年法律第24号）附則第３条の規定により読み替えられ

た労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定

及び職業生活の充実等に関する法律第30条の２第１項

の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業

を主たる事業とする事業主については資本金が5000万

円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の企

業）は、令和４年４月１日から義務化となり、 それま

での間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確

保等の観点から必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組についてパワー

ハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑

行為 （カスタマーハラスメント）の防止のために、事

業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取

組の例として、①相談に応じ、適切 に対応するために

必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メ

ンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で

対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュ

アル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた

取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者又

はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が

求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の

具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介

護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理

職・職員向け）研修のための手引き」 等を参考にした

取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアル や

手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲

載しているので参考にされたい。 

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）  

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基

金を活用した 介護職員に対する悩み相談窓口設置事

業や介護事業所におけるハラ スメント対策推進事業

を実施している場合、事業者が行う各種研修の費用等

について助成等を行っていることから、事業主はこれ

らの活用 も含め、介護事業所におけるハラスメント対

策を推進することが望ましい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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17 業務継続計画の策定等 

◎感染症や非常災害の発生時した場合も、利用者に対して指定居宅介護支援の提供を継続的

に実施できるよう、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。 

（令和６年３月 31日までの間は、努力義務） 

◎指定介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施すること。 

◎定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（業務継続計画の策定等） 

第 21 条の２ 指定居宅介護支援事業者

は、感染症や非常災害の発生時におい

て、利用者に対する指定居宅介護支援

の提供を継続的に実施するための、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支

援専門員に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に

業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 

⒁ 業務継続計画の策定等 

① 基準規則第21条の２は、指定居宅介護支援事業者は、感

染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して

指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護

支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、

介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び

訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこと

としたものである。利用者がサービス利用を継続する上

で、指定居宅介護支援事業者が重要な役割を果たすことを

踏まえ、関係機関との連携等に努めることが重要である。

なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施について

は、基準第19 条の２に基づき事業所に実施が求められる

ものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う

ことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合

には、従業者が連携し取り組むことが求められることか

ら、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参

加できるようにすることが望ましい。  

なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当

たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労

働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附則

第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和 ６

年３月31日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。な

お、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所に

おける新型コロナウイルス感 染症発生時の業務継続ガ

イドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発

生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想

定される災害等は地域によって異なるものであることか

ら、項目については実態に応じて設定すること。なお、感

染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを

妨げるものではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向け

た取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接

触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等

のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄

等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 
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ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の

具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応

の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うも

のとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年

１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には

別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施

内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続

計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えな

い。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が

発生した場合 において迅速に行動できるよう、業務継続

計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害

が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１

回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続

計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えな

い。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないも

のの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせ

ながら実施することが適切で ある。 

 

 

 

18 従業者の健康管理 

◎介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（従業者の健康管理） 

第23条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び

健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 
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19 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

◎指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又は

まん延しないように、次の事を行わなければならない。 

 １．感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ会議等でもよ

い）を概ね６月に１回開催し、結果について介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

 ２．当該指定居宅介護支援事業所の感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する

こと。 

 ３．介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施

すること。 

 ※令和６年３月３１日までは、努力義務。 

 

基準条例 解釈通知 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第23条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指

定居宅介護支援事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように、次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒃ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

基準第21条の２に規定する感染症が発生し、又は

まん延しないように講ずるべき措置については、

具体的には次のイからハまでの取扱いとするこ

と。各事項について、同項に基づき事業所に実施

が求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えない。 

なお、感染症の予防及びまん延の防止のため

の措置に係る義務付けの適用に当たっては、令

和３年改正省令附則第４条において、３年間の

経過措置を設けており、令和６年３月31日まで

の間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を 検討する委員会（以

下「感染対策委員会」という。）であり、感染

対策の知識を有する者を含む、幅広い職種に

より構成することが望ましく、 特に、感染症

対策の知識を有する者については外部の者も

含め積極的に参画を得ることが望ましい。構

成メンバーの責任及び役割分担を明確に す

るとともに、専任の感染対策を担当する者（以

下「感染対策担当者」 という。）を決めておく

ことが必要である。感染対策委員会は、利用者 

の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６

月に１回以上、定期的に開 催するとともに、

感染症が流行する時期等を勘案して必要に応

じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置

している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施

が 求められるものであるが、他のサービス事

業者との連携等により行うことも差し支えな

い。 感染対策委員会は、居宅介護支援事業所

の従業者が１名である場合は、ロの指針を整
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⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護

支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的に実施す

ること。 

備することで、委員会を開催しないことも差

し支えない。この場合にあっては、指針の整備

について、外部の感染管理等の専門家等と積

極的に連携することが望ましい。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指

針 

当該事業所における「感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針」には、平常時の対策

及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管

理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手

洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応とし

ては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市町村にお ける事業所関係課

等の関係機関との連携、行政等への報告等が

想定される。また、発生時における事業所内の

連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整

備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例につ

いては、「介護現場における感染対策の手引

き」を参照されたい。 

 ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練 

介護支援専門員等に対する「感染症の予防

及びまん延の防止のための研修」の内容は、感

染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・

啓発するとともに、当該事業所における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生 的なケア

の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために

は、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）

を開催するとともに、新規採用時には感染対

策研修を実施することが望ましい。また、研修

の実施内容についても記録することが必要で

ある。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・

事業所の職員向け感染症対策力向上のための

研修教材」等を活用するなど、事業所内で行う

ものでも差し支えなく、当該事業所の実態に

応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場

合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行

う ことが必要である。訓練においては、感染

症発生時において迅速に行動できるよう、発

生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づ

き、事業所 内の役割分担の確認や、感染対策

をした上でのケアの演習等を実施するものと

する。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は

問わないものの、机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施することが

適切である。 
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20 掲示 

◎事業所の見やすい場所に、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示すること。 

〔掲示すべき重要事項〕 

①運営規程の概要 

②介護支援専門員の勤務体制 

③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 

⑤第三者評価の実施状況   等 

 

 

基準条例 解釈通知 

（掲示） 

第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定居宅介護支

援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。 

(14)掲示 

基準条例第24条第１項は、基準条例第６条の規

定により居宅介護支援の提供開始時に運営規程の

概要、介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時

の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第

三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近

の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の

開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を利用申込者及びその

家族に対して説明を行った上で同意を得ることと

していることに加え、指定居宅介護支援事業所へ

の当該重要事項の掲示を義務づけることにより、

サービス提供が開始された後、継続 的にサービス

が行われている段階においても利用者の保護を図

る趣旨であるが、次に掲げる点に留意する必要が

ある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝え

るべき介護サービスの利用申込者、利用者又は

その家族に対して見やすい場所のことであるこ

と。 

ロ 介護支援専門員の勤務の体制については、職

種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する

趣旨であり、介護支援専門員の氏名まで掲示す

ることを求めるものではないこと。 

 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル

等を介護サービスの利用申込者、利用者又はそ

の家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定居宅

介護支援事業所内に備え付けることで同条第１

項の掲示に代えることができることを規定した

ものである。 
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21 秘密保持 

◎従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らさないこと。 

◎過去に事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、これらの秘密を漏らさないよう必要

な措置を講じること。 

  ※従業者でなくなった後も秘密を保持すべき旨を、雇用時等に取り決め、例えば違約金に

ついて定めておくこと 

◎連携するサービス担当者間で利用者又は家族の個人情報を用いることについて、サービス提

供開始時に、利用者及び家族から包括的な同意を文書により得ておくこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（秘密保持） 

第25条 指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者は、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門

員その他の従業者であった者が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な

措置を講じなければならない。 

 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用い

る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個

人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ておかなければなら

ない。 

 

 

(15)秘密保持 

① 基準条例第25条第１項は、指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員その他の従業者に、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を

義務づけたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者に対し

て、過去に当該指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員その他の従業者であった者が、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう必要な措置を取ることを義務づけた

ものであり、具体的には、指定居宅介護支援事業者

は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員その他の従業者が、従業者でなくなった後にお

いてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者と

の雇用時に取り決め、例えば違約金についての定

めをおくなどの措置を講ずべきこととするもので

ある。 

③ 同条第３項は、介護支援専門員及び居宅サービ

ス計画に位置付けた各居宅サービスの担当者が課

題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解

決すべき課題等の個人情報を共有するためには、

あらかじめ、文書により利用者及びその家族から

同意を得る必要があることを規定したものである

が、この同意については、指定居宅介護支援事業者

が、指定居宅介護支援開始時に、利用者及びその家

族の代表から、連携するサービス担当者間で個人

情報を用いることについて包括的に同意を得るこ

とで足りるものである。 

 

関連通知 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン 

（平成16年12月24日通知、平成18年4月21日改正、平成22年9月17日改正） 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/  

 

220 広告 

◎虚偽又は誇大な内容の広告を行わないこと。 

基準条例 解釈通知 

（広告） 

第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告を

する場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 
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23 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 

◎事業所の管理者は、事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサ

ービスを位置付けるべき旨の指示等を行わないこと。 

◎介護支援専門員は、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべ

き旨の指示等を行わないこと。 

◎居宅介護支援事業者及び従業者は、居宅サービス事業者等からの利益収受を行わないこと。 

基準条例 解釈通知 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止

等） 

第27条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画

の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅

サービス事業者等によるサービスを位置付け

るべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の居宅サービス事業者等

によるサービスを利用すべき旨の指示等を行

ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、

居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用

者に対して特定の居宅サービス事業者等によ

るサービスを利用させることの対償として、当

該居宅サービス事業者等から金品その他の財

産上の利益を収受してはならない。 

⒆ 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止

等 

① 基準条例第27条第１項は、居宅サービス計画の

作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅介護支援事業所の管理者が当該居宅

介護支援事業所の介護支援専門員に利益誘導の

ために特定の居宅サービス事業者等によるサー

ビスを位置付ける旨の指示等行うことを禁じた

規定である。 

これは、居宅サービス計画があくまで利用者

の解決すべき課題に即したものでなければなら

ないという居宅介護支援の公正中立の原則の遵

守をうたったものであり、例えば、指定居宅介護

支援事業者又は指定居宅介護支援事業所の管理

者が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみ

を位置付けるように指示すること等により、解

決すべき課題に反するばかりでなく、事実上他

の居宅サービス事業者の利用を妨げることを指

すものである。また、介護支援専門員は、居宅介

護支援費の加算を得るために、解決すべき課題

に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に

位置付けることがあってはならない。ましてや

指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援

事業所の管理者は、当該居宅介護支援事業所の

介護支援専門員に同旨の指示をしてはならな

い。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員が利用者に利益誘導のために特定の

居宅サービス事業者等によるサービスを利用す

べき旨の指示等を行うことを禁じた規定である。

これも前項に規定した指定居宅介護支援の公正

中立の原則の遵守をうたったものであり、例え

ば、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを利

用するように指示すること等により、解決すべき

課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サー

ビス事業者の利用が妨げられることを指すもの

である。また、介護支援専門員は、居宅介護支援

費の加算を得るために、解決すべき課題に即さな

い居宅サービスを居宅サービス計画に位置付け

ることがあってはならない。 

③ 同条第３項は、居宅介護支援の公正中立性を確

保するために、指定居宅介護支援事業者及びその

従業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事

業者等によるサービスを利用させることの対償

として、当該居宅サービス事業者等から、金品そ

の他の財産上の利益を収受してはならないこと

としたものである。 
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★居宅サービス事業者等から居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者又はその従業者への

利益供与も、居宅サービス等の基準条例等で禁じられているところであり、こうした利益

供与、利益収受は指定の取消等につながる重大な基準違反である。（接待・贈答・商品配布

なども受けないこと。） 

★また、利用者に対して利用特典を付す行為も、不必要なサービス利用を助長し、自由なサ

ービス選択を妨げるなど、居宅介護支援・介護予防支援の適正な運用に影響を及ぼすもの

であることに留意すること。 
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24 苦情処理 

◎自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ

ス等に関する利用者及び家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を

講じること。 

〔苦情処理に必要な措置〕 

○相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講

ずる措置の概要を明らかにしておくこと 

○利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に、苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること 

 

 事業者に直接苦情があった場合  

・事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定居宅介護支援事業者

が提供したサービスとは関係ないものを除く。）の内容等を記録すること 

 契約終了から２年間保存が必要 

・苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容

を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと 

 

 隠 岐 広 域 連 合 に 苦 情 が あ っ た 場 合  

・自ら提供した指定居宅介護支援に関し、隠岐広域連合が行う文書等の提出・提示の求め、

職員からの質問・照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して隠岐広域連合が行

う調査に協力すること 

・隠岐広域連合から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（隠

岐広域連合からの求めがあった場合には、改善の内容を隠岐広域連合に報告すること） 

 

 国保連への苦情申立てへの援助  

・自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス・地域密着型サービスに対する

苦情の国保連への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うこと 

 

 国 保 連 に 苦 情 が あ っ た 場 合   

・自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サー

ビス・地域密着型サービスに対する利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力

すること 

・国保連から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（国保連か

らの求めがあった場合には、改善の内容を国保連に報告すること） 
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基準条例 解釈通知 

（苦情処理） 

第28条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供し

た指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計

画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項に

おいて「指定居宅介護支援等」という。）に対す

る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応しなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受

け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指

定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により

隠岐広域連合が行う文書その他の物件の提出若

しくは提示の求め又は当該隠岐広域連合の職員

からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者か

らの苦情に関して隠岐広域連合が行う調査に協

力するとともに、隠岐広域連合から指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は、隠岐広域連合か

らの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を隠岐広域連合に報告しなければならない。  

 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サー

ビス計画に位置付けた法第41条第１項に規定す

る指定居宅サービス又は法第42条の２第１項 

に規定する指定地域密着型サービスに対する苦

情の国民健康保険団体連合会への申立てに関し

て、利用者に対し必要な援助を行わなければな

らない。  

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援等に対する利用者からの苦情に関して国民健

康保険団体連合会が行う法第176条第１項第３

号の調査に協力するとともに、自ら提供した指

定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合

会から同号の指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。  

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団

体連合会からの求めがあった場合には、前項の

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

(20)苦情処理 

① 基準条例第28条第１項は、利用者の保護及び

適切かつ円滑な指定居宅介護支援、指定居宅サ

ービス等の利用に資するため、自ら提供した指

定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に

位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者

及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

しなければならないこととしたものである。具

体的には、指定居宅介護支援等についての苦情

の場合には、当該事業者は、利用者又はその家

族、指定居宅サービス事業者等から事情を聞き、

苦情に係る問題点を把握の上、対応策を検討し

必要に応じて利用者に説明しなければならない

ものである。 

  なお、法第23条の規定に基づき、市町村から

居宅サービス計画の提出を求められた場合に

は、基準条例第28条第３項の規定に基づいて、

その求めに応じなければならないものである。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護支援

事業者が組織として迅速かつ適切に対応するた

め、当該苦情（指定居宅介護支援事業者が提供

したサービスとは関係のないものを除く。）の内

容等を記録することを義務づけたものである。 

  また、指定居宅介護支援事業者は、苦情がサ

ービスの質の向上を図る上での重要な情報であ

るとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サー

ビスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきで

ある。 

  なお、基準第31条第２項の規定に基づき、苦

情の内容等の記録は、２年間保存しなければな

らない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関

する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身

近な行政庁である市町村が、一次的には居宅サ

ービス等に関する苦情に対応することが多くな

ることと考えられることから、市町村について

も国民健康保険団体連合会と同様に、指定居宅

介護支援事業者に対する苦情に関する調査や指

導、助言を行えることを運営基準上、明確にし

たものである。 

④ なお、指定居宅介護支援事業者は、当該事業

所における苦情を処理するために講ずる措置の

概要について明らかにし、相談窓口の連絡先、

苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサー

ビスの内容を説明する文書に記載するととも

に、事業所に掲示するべきものである。 
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25 事故発生時の対応 

◎指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業者が定め

ておくこと。 

◎事故発生時には、速やかに隠岐広域連合、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置

を講じること。 

◎その事故の状況及び採った処置について記録すること。契約終了から２年間保存が必要 

◎賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

◎事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

 

基準条例 解釈通知 

（事故発生時の対応） 

第29条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対

する指定居宅介護支援の提供により事故が発

生した場合には速やかに隠岐広域連合、利用者

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事

故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

(21)事故発生時の対応 

基準条例第29条は、利用者が安心して指定居

宅介護支援の提供を受けられるよう事故発生時

の速やかな対応を規定したものである。指定居

宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供により事故が発生した場合に

は、市町村、当該利用者の家族等に連絡し、必要

な措置を講じるべきこととするとともに、当該

事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録し、また、利用者に対する指定居宅介護支

援の提供により賠償すべき事故が発生した場合

には、損害賠償を速やかに行うべきこととした

ものである。 

なお、基準条例第31条第２項の規定に基づき、

事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録は、２年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意されたい。 

① 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対す

る指定居宅介護支援の提供により事故が発生

した場合の対応方法について、あらかじめ定

めておくことが望ましいこと。 

② 指定居宅介護支援事業者は、賠償すべき事

態となった場合には、速やかに賠償しなけれ

ばならない。そのため、事業者は損害賠償保険

に加入しておくか若しくは賠償資力を有する

ことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護支援事業者は、事故が生じた

際にはその原因を解明し、再発生を防ぐため

の対策を講じること。 
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26 虐待の防止 

１．指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又は再発を防止すための委員会を定期的に開催す

るものとする。 

２．当該指定居宅介護支援事業所における虐待防止の指針を定めること。 

３．当該指定居宅介護支援事業所において虐待防止のための研修を定期的に実施すること。 

４．１から３を実施するための担当者を置くこと。 

 ※令和６年３月３１日までは努力義務 

基準条例 解釈通知 

（虐待の防止） 

第29条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の

発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、介護支援専門員に周知徹底を図

ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待

の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護

支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するため

の担当者を置くこと。 

(22)  虐待の防止 

基準省令第27条の２は虐待の防止に関する事項

について規定したものである。虐待は、介護保険法

の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、 高齢

者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極

めて高く、指定居宅介護支援事業者は虐待の防止の

ために必要な措置を講じなければならない。虐待を

未然に防止するための対策及び発生した場合の対

応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養

護者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律

第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規

定されているところであり、その実効性を高め、利

用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、

次に掲げる観点から指定居宅介護支援事業所にお

ける虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定居宅介護支援事業者は高齢者の尊厳保

持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながら

サービス提供にあたる必要があり、第１条の２

の基本方針に位置付けられているとおり、研修

等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促

す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止

法等に規定する養介護事業の従業者としての責

務・適切な対応等を正しく理解していることも

重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定居宅介護支援事業所の従業者は、虐待等

又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案

を発見しやすい立場にあることから、これらを

早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対

する相談体制、市町村の 通報窓口の周知等）が

とられていることが望ましい。また、利用者及び

その家族からの虐待等に係る相談、利用者から

市町村への虐待の届出について、適切な対応を

すること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の

窓口に通報される必要があり、指定居宅介護支

援事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行

わ れ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に

協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見

に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

実に防止するために次に掲げる事項を実施する

ものとする。 なお、当該義務付けの適用に当た

っては、令和３年改正省令附則第２条において、

３年間の経過措置を設けており、令和６年３月
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31日までの間は、 努力義務とされている。  

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会

（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員

会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が

発生した場合はその再発を確実に防止するため

の対策を検討する委員会であり、管理者を含む

幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及

び役割分担を明確にするとともに、定期的に開

催することが必要である。また、事業所外の虐待

防止の専門家を委員として積極的に活用するこ

とが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る

諸般の事情が、複雑かつ機微なものであること

が想定されるため、その性質上、一概に従業者に

共有されるべき情報であるとは限られず、個別

の状況に応じて慎重に対応することが重要であ

る。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設

置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のよう

な事項について検討することとする。その際、そ

こで得た結果（事業所における虐待に対する体

制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹

底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組

織に関すること ロ 虐待の防止のための指

針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関

すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告でき

る体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町

村への通報が迅速かつ適切に行われるた

めの方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等

の分析から得られる再発の確実な防止策

に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その

効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定居宅介護支援事業者が整備する「虐待の

防止のための指針」には、 次のような項目を盛

り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本

的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組
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織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基

本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関す

る基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

に関する事項 

へ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関す

る事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な

事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修

（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内

容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するものであると

ともに、当該指定居宅介護支援事業所における

指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものと

する。 

職員教育を組織的に徹底させていくために

は、当該指定居宅介護支援事業者が指針に基づ

いた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年

１回以上）を実施するとともに、新規採用時には

必ず虐待の防止のための研修を実施することが

重要である。 

また、研修の実施内容についても記録するこ

とが必要である。研修の実施は、事業所内での研

修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施する

ための担当者（第４号） 

指定居宅介護支援事業所における虐待を防止

するための体制として、 ①から③までに掲げる

措置を適切に実施するため、専任の担当者を置

く ことが必要である。当該担当者としては、虐

待防止検討委員会の責任者 と同一の従業者が

務めることが望ましい。 

 

 

 

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問1】 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１名だけとい

うことがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければな

らないのか。 

（答） ・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にし

て、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規

模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えら

れることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 

 ・例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所に

よる合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催する

ことが考えられる。 

・研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合

同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師

を活用した合同開催等が考えられる。 
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27 会計の区分 

◎事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会

計とを区分しなければならない。 

 〔関連通知〕 

■介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号） 

■介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成24年

３月29日老高発0329第１号） 

 

基準条例 解釈通知 

（会計の区分） 

第30条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごと

に経理を区分するとともに、指定居宅介護支援

の事業の会計とその他の事業の会計とを区分し

なければならない。 

(19)会計の区分  

基準条例第30条は、指定居宅介護支援事業者

に係る会計の区分について定めたものである。

なお、具体的な会計処理の方法等については、

別に通知するところによるものである。 

 

28 記録の整備 

◎従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

◎利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる諸記録を整備し、その完結の日

（契約が終了した日）から２年間保存しなければならない。 

〔記録・保存すべき事項〕 

①指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録（第15条第13号参照） 

②個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

 ・居宅サービス計画 

・アセスメントの結果の記録 （第15条第７号参照） 

・サービス担当者会議等の記録（第15条第９号参照） 

・モニタリングの結果の記録 （第15条第14号参照） 

③利用者に関する隠岐広域連合への通知に係る記録（第18条参照） 

④苦情の内容等の記録（第28条第２項参照）  

⑤事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録（第29条第２項参照） 

 

基準条例 解釈通知 

（記録の整備） 

第31条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に

関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。  

⑴  第15条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に

関する記録  

⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳  

ア 居宅サービス計画 

イ 第15条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第15条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第15条第15号に規定するモニタリングの結果の記録 

⑶ 第18条に規定する隠岐広域連合への通知に係る記録  

⑷ 第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

⑸ 第29条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 
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１．算定構造の概要 

   要介護１・２ 要介護３・４・５ 

イ 

 

居宅介護支援費 Ⅰ 居宅介護支援費(ⅰ) 

介護支援専門員１人当たりの 

取扱件数が４０件未満の部分 

１，０７６単位/月 １，３９８単位/月 

居宅介護支援費(ⅱ) 

４０件以上６０件未満の部分 

  ５３９単位/月   ６９８単位/月 

居宅介護支援費(ⅲ) 

６０件以上の部分 

  ３２３単位/月   ４１８単位/月 

居宅介護支援費 Ⅱ 居宅介護支援費(ⅰ) 

介護支援専門員１人当たりの 

取扱件数が４５件未満の部分 

１，０７６単位/月 １，３９８単位/月 

居宅介護支援費(ⅱ) 

４５件以上６０件未満の部分 

  ５２２単位/月   ６７７単位/月 

居宅介護支援費(ⅲ) 

６０件以上の部分 

  ３１３単位/月   ４０６単位/月 

 

注２ 運営基準減算 

 

所定単位数×50/100 

（運営基準減算が２月以上継続 

している場合）算定しない 

注３ 特別地域居宅介護支援加算           ★ ＋所定単位数×15/100 

注４ 中山間地域等における小規模事業所加算     ★ ＋所定単位数×10/100 

注５ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  ＋所定単位数× 5/100 

注６ 特定事業所集中減算              ★ －２００単位/月 

 

ロ 初回加算 ＋３００単位/月 

ハ 特定事業所加算     ★ 特定事業所加算(Ⅰ) ＋５０５単位/月 

特定事業所加算(Ⅱ) ＋４０７単位/月 

特定事業所加算(Ⅲ) ＋３０９単位/月 

特定事業所加算(Ａ) ＋１００単位/月 

二 特定事業所医療介護連携加算           ★ ＋１２５単位/月 

ホ 入院時情報連携加算 入院時情報連携加算(Ⅰ) ＋２００単位/月 

入院時情報連携加算(Ⅱ) ＋１００単位/月 

へ 退院・退所加算 退院・退所加算(Ⅰ)イ ＋４５０単位 

退院・退所加算(Ⅰ)ロ ＋６００単位 

退院・退所加算(Ⅱ)イ ＋６００単位 

退院・退所加算(Ⅱ)ロ ＋７５０単位 

退院・退所加算(Ⅲ) ＋９００単位 

ト 通院時情報連携加算 ＋５０単位/月 

チ 緊急時等居宅カンファレンス加算 ＋２００単位（１月に２回を限

度） 

リ ターミナルケアマネジメント加算         ★ ＋４００単位/月 

  ★：体制等の届出が必要 
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算定基準告示 指定居宅支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第20号［最終改正 

平成30年厚生労働省告示第78号］）別表 

留意事項通知 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福

祉局企画課長通知）［最終改正 平成30年３月］第三 
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２．基本報酬 

 取扱件数   要介護１・２ 要介護３・４・５ 

Ⅰ ４０件未満 (ⅰ) 1,076 単位/月 1,398 単位/月 

 

４０件以上 ４０件以上６０件未満の部分  (ⅱ) 539  698  

６０件以上の部分 (ⅲ) 323  418  

Ⅱ ４５件未満 (ⅰ) 1,076 単位/月 1,398 単位/月 

 ４５件以上 ４５件以上６０件未満の部分  (ⅱ) 522  677  

６０件以上の部分 (ⅲ) 313  406  

【当該事業所における取扱件数の取扱い】 

取扱件数＝ 

利用者の総数（月末）＋  
指定介護予防支援に 

係る利用者数（※） 
×１／２ 

 

当該事業所の介護支援専門員の総数（常勤換算） 

  （※：特別地域居宅介護支援加算の対象地域の利用者を除く） 

 

【居宅介護支援費の割当て】 

居宅介護支援 Ⅰ 

○利用者の契約日が古いものから順に、１件目から３９件目（常勤換算方法で１を超える数の

介護支援専門員がいる場合にあっては、４０にその数を乗じた数から１を減じた件数まで）

については居宅介護支援費(ⅰ)を算定 

○４０件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、４０にそ

の数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(ⅱ)又は

(ⅲ)を算定 

居宅介護支援 Ⅱ 

〇情報通信機器の活用や事務職員の配置を行っている事業者が、利用者に対して指定居宅介護

支援を行っている場合に算定。 

○利用者の契約日が古いものから順に、１件目から４４件目（常勤換算方法で１を超える数の

介護支援専門員がいる場合にあっては、４５にその数を乗じた数から１を減じた件数まで）

については居宅介護支援費(ⅰ)を算定 

○４５件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、４５にそ

の数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(ⅱ)又は

(ⅲ)を算定 

 

◎居宅介護支援 Ⅱを算定する場合はⅠを算定しない。 
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算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

イ 居宅介護支援費（１月につき） 

⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ) 

㈠ 居宅介護支援費(ⅰ) 

ａ 要介護１又は要介護２      1,076単位 

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 1,398単位 

㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)  

ａ 要介護１又は要介護２       539単位 

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５  698単位 

㈢ 居宅介護支援費(ⅲ) 

ａ 要介護１又は要介護２       323単位 

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５  418単位 

⑵ 居宅介護支援費（Ⅱ） 

㈠ 居宅介護支援費(ⅰ) 

ａ 要介護１又は要介護２      1,076単位 

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 1,398単位 

㈡ 居宅介護支援費(ⅱ) 

ａ 要介護１又は要介護２       522単位 

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５  677単位 

㈢ 居宅介護支援費(ⅲ) 

ａ 要介護１又は要介護２       313単位 

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５  406単位 

 

注１ (１)については、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。）

第14条第１項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者につい

て、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める

地域に所在する指定居宅介護支援事業所（基準第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所

をいう。以下同じ。）は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠ を適用する。また、⑵を算定す

る場合には、⑴は算定しない。 

  イ 居宅介護支援費(ⅰ) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を受ける１月当た

りの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第３項の規定に基づき指定介護

予防支援事業者から委託を受けて行う指定介護予防支援の提供を受ける利用者数（基準第13条

第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。）

に２分の１を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数（指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）第２

条第８号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。）で除して得た数（以下「取

扱件数」という。）が40未満である場合又は40以上の場合において、40未満の部分について算定

する。 

  ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について

算定する。 

  ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定す

る。 

注２ ⑵については、情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む。）の活用又は事務職員 

の配置を行ってい る指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、か

つ、月の末日において基準第14条第１項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合

について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定することができる。ただし、別に

厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわら

ず、⑵の㈠を適用する。 

イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が45未満である場合又は45以上である場合において、45未

満の部分について算定する。 

ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分につい

て算定する。 

ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が45以上である場合において、60以上の部分について算定

する。 
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留意事項通知 …老企第36号第３の７ 

７ 基本単位の取扱いについて 

⑴ 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費(ⅰ)、居宅介護支援費(ⅱ)、居宅介護支援費(ⅲ)を区分するための

取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行ってい

る者をいう。）の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者

（120条告示に規定する厚生労働大臣が定める地域[注：特別地域居宅介護支援加算の対象地域]に

住所を有する利用者を除く。）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法

により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

⑵ 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用情報通信機器（人工知能関連技術を含む）に

ついては、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業

務等の負担軽減や効率化に資するものとするが、具体的には、例えば、 

・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマ

ートフォン 

・ 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込んだタブレット等

とする。 

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

⑶ 事務職員の配置事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等

基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常

勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認

められるが、常勤換算で介護支援専門員１人あたり、１月24時間以上の勤務を必要とする。 

⑷ 居宅介護支援費の割り当て 

  居宅介護支援費(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が

古いものから順に、１件目から39件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場

合にあっては、40にその数を乗じた数から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費(ⅰ)

を算定し、40件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40に

その数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(ⅱ)又は(ⅲ)

を算定すること。 

  ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合は、「39件目」を「44件目」と、「40」を「45」と読

み替える。 

 

◇月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合 ［老企36 第３の１］ 

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指定居宅介護支援事業所 

等の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」とい 

う。）第14条１項に規定する文書(給付管理票)を市町村（審査支払を国保連合会に委託している場 

合は、国保連合会）に届け出ている事業者について、居宅介護支援費を算定する。 

 

◇月の途中で、事業所に変更がある場合 ［老企36 第３の２］ 

  利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者につ 

いて居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変

更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中でほかの市

町村に転出する場合を除く。）。 

 

◇月の途中で、要介護度に変更があった場合 ［老企36 第３の３］ 

   要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護サービス計画費の単位数が異 

なることから、要介護度が要介護１又は要介護２から、要介護３から要介護５までに変更となっ

た場合の取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。 

 

◇月の途中で、他の市町村に転出する場合 ［老企36 第３の４］ 

  利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、 

それぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入 

日以降の給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護

支援事業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定されるものとす

る。  
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◇サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 ［老企36 第３の５］ 

  サ－ビス利用票の作成が行われなかった月及びサ－ビス利用票を作成した月においても利用実 

績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただ 

し、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」

という。）から退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき

回復の見込みがないと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要な 

ケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行ってい

る場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明でき

るよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの 

書類等を管理しておくこと。 

 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問32】報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報酬請求を行った件数という意味か。 

（答） 取扱件数の算定は、実際にサービスが利用され、給付管理を行い、報酬請求を行った件数をい

う。したがって、単に契約をしているだけのケースについては、取扱件数にカウントしない。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問32】利用者数が介護支援専門員１人当たり40件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は

(Ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。 

（答） 

【例１】取扱件数 80人で常勤換算方法で 1.5人の介護支援専門員がいる場合 

① 40（件）×1.5（人）＝60（人） 

② 60（人）－１（人）＝59（人）であることから、 

１件目から59件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、60件目から80件目については、

居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する。 

【例２】取扱件数 160人で常勤換算方法で 2.5人介護支援専門員がいる場合 

① 40（件）×2.5（人）＝100（人） 

② 100（人）－１（人）＝99（人）であることから、 

１件目から99件目については、居宅介護支援費（Ⅰ）を算定する。 

100件目以降については、 

③ 60（件）×2.5（人）＝150（人） 

④ 150（人）－１（人）＝149（人）であることから、 

100件目から149件目については、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定し、150件目から160件までは、居

宅介護支援費(Ⅲ)を算定する。 

なお、ここに示す40件以上の取扱いについては、介護報酬算定上の取扱いであり、指定居宅介

護支援等の運営基準に規定する介護支援専門員１人当たり標準担当件数35件の取扱いと異なる

ものであるため、標準担当件数が35件以上40件未満の場合において、ただちに運営基準違反とな

るものではない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問180】居宅介護支援費（Ⅰ）から（Ⅲ）の区分については、居宅介護支援と介護予防支援の両方の利

用者の数をもとに算定しているが、新しい介護予防ケアマネジメントの件数については取扱件

数に含まないと解釈してよいか。 

（答） 貴見のとおりである。 
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〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3〕 

〇居宅介護支援費（Ⅱ）要件 

【問115】情報通信機器の活用について、「情報通信機器」を具体的に示されたい。 

（答） 情報通信機器については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所 

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用 

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12 年３月1 日老企第 

36号）第３の７の「（2）情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用」において情報通信機 

器（人工知能関連技術を含む）の活用」については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居 

宅介護支援等基準第13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資するものとするが、具 

体的には、例えば、 

・当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマ

ートフォン 

・訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウェアを組み込んだタブレット等と

する。 

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取 

り扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

等を遵守すること。 

としているところ。 

具体的には、例えば、以下の目的や機能を有していることを想定しているが、情報通信機器等 

を活用する場合については、その体制に係る届出書を提出することとしているため、これらの具 

体例を踏まえ、個々の状況等に応じて個別具体的に判断されるものである。 

〈例〉○ 利用者に係る情報共有を即時、かつ、同時に可能とする機能や関係者との日程調整の機

能を有しているもの。 

   ○ ケアプラン等の情報をいつでも記録、閲覧できる機能を有しているもの。 

 

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3〕 

〇居宅介護支援費（Ⅱ）要件 

【問116】情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用や事務職員の配置にあたっての当該事業所の 

    介護支援専門員が行う基準第13 条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。 

（答） 基準第13 条に掲げる一連の業務等については、基準第13 条で定める介護支援専門員が行う直 

接的なケアマネジメント業務の他に、例えば、以下のような間接的なケアマネジメント業務も対 

象とする。 

〈例〉 ○ 要介護認定調査関連業務 

書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど 

    ○ ケアプラン作成関連業務 

 関連業務の打ち込み、複写、ファイリングなど 

    ○ 給付管理関連業務 

 関連業務の打ち込み、複写、ファイリングなど 

    ○ 利用者の家族との連絡調整に関する業務 

    ○ 事業所との連絡調整、書類発送業務 

    ○ 保険者との連絡調整、手続きに関する業務 

    ○ 給与計算に関する業務 等 

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3〕 

〇居宅介護支援費（Ⅱ）要件 

【問117】事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13 条に掲げる一連の 

業務等の負担軽減や効率化に資する職員については、当該事業所内の配置に限らず、同一法人 

内の配置でも認められるが、認められる場合について具体例を示されたい。 

（答） 具体例として、次のような場合に算定できる。これらの具体例を踏まえ、個々の状況等に応じ 

て個別具体的に判断されるものである。 

〈例〉 

※ 当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に 

資することが前提 

・ 法人内に総務部門の部署があり、事務職員を配置 

・ 併設の訪問介護事業所に事務職員を配置 等 
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〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3〕 

〇居宅介護支援費の請求方法について 

【問119】病院等から退院・退所する者等であって、医師が一般的に認められている医学的知見に基づき 

    回復の見込みがないと診断した利用者について、当該利用者に対してモニタリング等の必要な 

ケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行って 

いる場合の請求方法について具体例を示されたい。 

（答）・ 当初、ケアプランで予定されていたサービス事業所名、サービス種類名を記載し、給付計画単 

位数を０単位とした給付管理票及び居宅介護支援給付費明細書を併せて提出することにより請 

求する。 

   ・ また、当該請求方法は新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨 

時的な取扱いについて（第11 報）（令和2 年5 月25 日事務連絡）の問5（臨時的取扱いという。） 

に基づいて請求する場合も同様の取扱いとする。 

・ なお、当該臨時的取扱いについては介護予防支援費も同様の取扱いとする。 
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３．算定できないサービス等 

◎利用者が、月を通じて次のサービスを受けている場合は、当該月については算定できない。 

 ○特定施設入居者生活介護（短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。） 

 ○小規模多機能型居宅介護（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。） 

 ○認知症対応型共同生活介護（短期利用認知症対応型生活介護費を算定する場合を除く。） 

 ○地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を

算定する場合を除く。） 

 ○複合型サービス（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。） 

 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第20号別表 

注８ 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護（短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場

合を除く。）又は小規模多機能型居宅介護（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。）、認知症対

応型共同生活介護（短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。）、地域密着型特

定施設入居者生活介護（短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）若

しくは複合型サービス（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。）を受けている場合は、当該月

については、居宅介護支援費は、算定しない。 

 

◎居宅介護支援費・介護予防支援費については、日割り算定は行われない。 

※月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ算定が可能（ただし、利

用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者

に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定が可能） 

※月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定 

 

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版の一部修正)（平成24年３月26日事務連絡）「資料９ 別紙４ 日

割り請求にかかる適用」を参照 

 

 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問32】月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取

扱いはどのように行うのか。 

（答） 月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更となった場合には、

介護支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事

業者に移るため、担当する事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所（小規

模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。）が給付管理票

を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せて請求するものとする。 

    また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管理

票を作成、提出し、介護予防支援費を請求するものとする。 
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４．運営基準減算 

運営基準減算 

（該当状況が1ヶ月間以内の場合） 

当該月→ 所定単位数×50/100 

（該当状況が2ヶ月間以上継続する場合） 

1月目→ 所定単位数×50/100 

2月目～該当状況が解消される前月→ 所定単位数を 

                  算定しない 

★運営基準減算に該当する場合は、初回加算及び特定事業所加算を算定できない 

◎居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合、当該状態が解消されるに至った月の前月

まで減算（５割算定）を行う。 

◎運営基準減算が２月以上継続している場合には、所定単位数は算定できない。 

 

〔減算の対象となる場合〕 

(１)次の事項について利用者やその家族に対して、文書を交付して説明を行っていない場合 

 ①複数の事業所の紹介を求めることが可能であること 

 ②当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることが可能であること 

 

(２)居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって、次に該当する場合 

 ①利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合 

 ②サービス担当者会議の開催等を行っていない場合 

 ③居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書によ

り利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場

合 

 

(３)次の場合に、サービス担当者会議等を行っていない場合 

①居宅サービス計画を新規に作成した場合 

②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 

(４)居宅サービス計画の作成後、適切なモニタリングが実施されていない場合 

 ①１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合 

 ②モニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続する場合 
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算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分

の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が２月以上継続している場合には、所定

単位数は算定しない。 

※厚生労働大臣が定める基準［Ｈ27告示95号・八十二］ 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第四条第二項並びに第十三条第七号、第

九号から第十一号まで、第十四号及び第十五号（これらの規定を同条第十六号において準用する場

合を含む。）に定める規定に適合していないこと。 

留意事項通知 …老企第36号第三 

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注３の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準告示第82号に規

定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう

努めるものとする。市町村長（特別区の区長を含む。以下この第３において同じ）は、当該規定を

遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な

事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める

ことができること  

・前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下⑴において「訪問介護等」

という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該 

指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ご

との回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって

提供されたものが占める割合 

  について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至っ

た月の前月まで減算する。 

⑵ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであるこ

と。 

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して

いない場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が

解消されるに至った月の前月まで減算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合（やむ

を得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）には、当該月から当該状態が解消されるに至っ

た月の前月まで減算する。 

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその

家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び

担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで

減算する。 

⑶ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行って

いないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

⑷ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場

合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減

算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継

続する場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前

月まで減算する。 
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５．特別地域加算など 

特別地域居宅介護支援加算［要届出］ ＋所定単位数×15/100 

◎特別地域に所在する事業所からの居宅介護支援について算定できる。 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

注４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居

宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。 

※厚生労働大臣が定める地域［Ｈ12告示24号］（略記・本県関係分のみ掲載） 

・離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項） 

・振興山村（山村振興法第７条第１項） 

・豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項）及び特別豪雪地帯（同条第２項）、辺地（辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項）、過疎地域

（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項）その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、

交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著しく困難であると認めら

れる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの［Ｈ12告59］ 

 

 

中山間地域等における小規模事業所加算［要届出］ ＋所定単位数×10/100 

◎中山間地域等（特別地域加算の対象地域を除く）に所在する小規模事業所（３月を除く前年

度の１月当たりの実利用者数が２０名以下）からの居宅介護支援について算定できる。 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

注５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100

分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

※厚生労働大臣が定める地域［Ｈ21告示83号・一］（略記） 

下記のうち特別地域加算の対象地域を除く地域 

・豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項）及び特別豪雪地帯（同条第２項） 

・辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項） 

・半島振興対策実施地域（半島振興法第２条第１項） 

・特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律第２条第１項) 

・過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項） 

※厚生労働大臣が定める施設基準［Ｈ12告示26号・二］ 

 １月当たりの実利用者数が20名以下の指定居宅介護支援事業所であること 

留意事項通知 …老企第36号第三 

８ 注５について 

実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をいうものとし、前年度の

実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、直

近の３月における１月当たりの実利用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、

又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数に

ついては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合については、直ちに第１の５

［注：加算等が算定されなくなる場合の取扱い］の届出を提出しなければならない。 
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ＋所定単位数× 5/100 

◎中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて居宅介護支援

を行った場合に、算定できる。 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

注６ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している

利用者に対して、通常の事業の実施地域（基準第18条第５号に規定する通常の事業の実施地域を

いう。）を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を

所定単位数に加算する。 

※厚生労働大臣が定める地域［Ｈ21告示83号・二］（略記・本県関係分のみ掲載） 

・離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項） 

・豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項）及び特別豪雪地帯（同条第２項） 

・辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項） 

・振興山村（山村振興法第７条第１項） 

・半島振興対策実施地域（半島振興法第２条第１項） 

・特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律第２条第１項) 

・過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

  

①離島振興対策実施地域 

②振興山村 

③豪雪地帯･特別豪雪地帯 

④辺地 

⑤半島地域 

⑥特定農山村地域 

⑦過疎地域 

所在事業所 

小規模事業所加算 

（10％加算） 

所在事業所 

域外事業所 

サービス提供加算 

（５％加算） 

特別地域加算 

（15％加算） 

【参考】特別地域加算等の対象イメージ（具体的な対象地域は、県ホームページに掲載） 

 

①②及び 

③～⑦の一部 
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６．特定事業所集中減算 

特定事業所集中減算［要届出］ －２００単位／月 

★特定事業所集中減算に該当する場合は、特定事業所加算を算定できない 

◎前６ヶ月で、居宅サービス計画に位置付けた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地

域密着型通所介護」のそれぞれのサービスについて、特定の事業者の占める割合が80％を超

えた場合に減算となる。 

◎減算の適用を受ける事業所は、減算の届出を提出すること。減算の適用を受けた事業所が次

の判定期間に係る減算の適用を受けないこととなった場合は、減算終了の届出を提出するこ

と。 

◎所定の記録（２年間保存）を作成し、80％超えに該当する場合は、隠岐広域連合長に提出が

必要である。（正当な理由の提出があった場合は、減算の不適用を判断） 

判定期間 80％超えの提出期限 減算適用期間 

前期：３月１日～８月末日 ９月15日 10月１日～３月31日 

後期：９月１日～２月末日 ３月15日 ４月１日～９月30日 

※平成30年度前期の判定期間は、４月１日～８月末日において作成された居宅サービス計画の

判定から適用し、減算については、10月１日からの居宅介護支援から適用する。 

 

＜隠岐広域連合における書類作成・届出等の取扱い＞ 

○次の書類を作成または提出すること（提出先：隠岐広域連合介護保険課） 

様  式 適  用 

様式１ 特定事業所集中減算に係る判定書 

判定期間が前期の場合については９月

15日までに、後期の場合については３月

15日までに作成し、２年間保存すること 

様式２ 居宅介護支援事業所に関する届出書 
提出期限（判定期間の翌月１５日）まで

に作成し、提出すること 

様式３ 特定事業所集中減算に係る申請書 正当な理由がある場合は提出すること 

参考様式１ 
特定事業所集中減算に係る判定状況

書１ 
計算用 

参考様式２ 
特定事業所集中減算に係る判定状況

書２ 
計算用 

○正当な理由の判断基準は、同通知に定めるところによる 
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算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

注７ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事業所集中減算として、１月につき

200単位を所定単位数から減算する。 

※厚生労働大臣が定める基準［Ｈ27告示95号・八十三］ 

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準第２条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）において前６月間に作成した居

宅サービス計画（法第８条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。）に位置付けられた指定訪問

介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準第193条に規定する指定福祉用具

貸与をいう。）又は指定地域密着型通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)

の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合

が100分の80を超えていること。 

留意事項通知 …老企第36号第三 

10 特定事業所集中減算について 

(１) 判定期間と減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において作成された居

宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業

所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。 

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を10月１日から３月31日

までとする。 

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月30日

までとする。 

  なお、大臣基準告示において第83号の規定は平成30年４月１日から適用するとしているが、

具体的には、①の期間（平成30年においては、４月１日から８月末日）において作成された居

宅サービス計画の判定から適用するものであり、減算については、同年10月１日からの居宅介

護支援から適用するものである。 

 

(２) 判定方法 

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与又は指定地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」という。）

が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについ

て、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス

計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80％を超えた場合に減

算する。 

 

（具体的な計算式） 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかの値が80％

を超えた場合に減算 

   当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数 

 (３) 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月15日までに、判定期間が後期の場合については３月15日

までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果

80％を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならない。なお、80％を超え

なかった場合についても、当該書類は、各事業所において２年間保存しなければならない。 

① 判定期間における居宅サービス計画の総数 

②  訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

③  訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並 

びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

④  (２)の算定方法で計算した割合 

⑤ (２)の算定方法で計算した割合が80％を超えている場合であって正当な理由がある場合に

おいては、その正当な理由 

(４) 正当な理由の範囲 

(３)で判定した割合が80％を超える場合には、80％を超えるに至ったことについて正当な理由

がある場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市町村長が当該理由を不適

当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考え

られる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も

含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町村長において適正に判断

されたい。 
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① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた

場合に５事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合 

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場

合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80％を超えても減算は適用され

ないが、通所介護について80％を超えた場合には減算が適用される。 

   （例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として４事業所が所在する地域の場

合は、紹介率最高法人である訪問介護、通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけ

た割合が80％を超えた場合でも減算は適用されない。 

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模で

ある場合 

④ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計

画件数が１月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が小数である場合 

 （例） 訪問介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５件、通所介護が位置付けられ

た計画件数が１月当たり平均20件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけ

た割合が80％を超えても減算は適用されないが、通所介護について80％を超えた場合には

減算が適用される。 

⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中

していると認められる場合 

 （例）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けて

いる場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容

についての意見・助言を受けているもの。 

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問182】特定事業所集中減算についての新しい基準は、平成27年９月１日から適用とあるが、現在80％

を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、平成27年度前期（平成27年３月から

８月末まで）の実績で判断するのではなく、平成27年度後期（平成27年９月から２月末まで）の

実績で判断するということでよいか。 

（答） 貴見のとおりである。平成27 年度後期の実績を元に判断し、減算適用期間は、平成28年４月

１日から９月31日までとなる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問26】訪問看護の場合、ケアプランに位置付けようとする時点で主治医と利用者との間で既に事業

所が選択されていることが多く、これにより紹介率が80％を超えることについては正当な理由

に該当すると考えてよいか。 

（答） 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成

12年３月１日厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（以下、「留意事項通知」という。）に示して

いるところであり、正当な理由の範囲として、サービスの質が高いことによる利用者の希望を

勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合（※）等が含まれてい

る。  

（※）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている

場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容について

の意見・助言を受けている場合等を想定している。なお、利用者から提出を受ける理由書は、

当該利用者にとってサービスの質が高いことが確認できるものとし、その様式は任意のものと

して差し支えない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問27】今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となっているが、正当な理由と

してサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし事業所は通常の実施地

域内の事業所としてカウントするのかお聞きしたい。 

（答） みなし指定の事業所について、介護給付費の請求がないなど介護保険事業の実態を踏まえ、

カウントから外して差し支えない。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問28】留意事項通知の第三の10 の（４）の⑤の（例）について、意見・助言を受けている事例が１

件でもあれば正当な理由として集中減算の適用除外となるか。（下記事例の場合に①・②のどち

らになるか） 

（例）居宅サービス計画数：102件 

Ａ訪問介護事業所への位置付け：82件（意見・助言を受けている事例が1件あり） 

① 助言を受けているため正当な理由ありとしてＡ事業所に関する減算不要。 

82÷102×100≒80.3％ …正当な理由として減算なし 

② 助言を受けている１件分について除外。 

81÷101×100≒80.1％ …減算あり 

（答） 居宅サービス計画に位置づけるサービスについては、個々の利用者の状況等に応じて個別具

体的に判断されるものであることから、②で取り扱うこととする。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問29】居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提出する書類について、判定期間における居

宅サービス計画の総数等を記載するように定められているが、サービスの限定が外れることに

伴い、事業所の事務量の負担が増大することを踏まえ、訪問介護サービス等のそれぞれの紹介

率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名等について、80％を超えたサービスのみ記載

する等、都道府県の判断で適宜省略させても差し支えないか。 

（答） 各サービスの利用状況を適切に把握することが必要であることから、従前のとおり取扱うこ

ととする。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問30】正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合など

により特定の事業者に集中していると認められる場合」の例示について、「地域ケア会議等」と

あるが、「等」には具体的に何を含むのか。 

（答） 名称の如何にかかわらず地域包括支援センターが実施する事例検討会等を想定している。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問31】居宅介護支援事業所の実施地域が複数自治体にまたがり、そのうちの１自治体（Ａ自治体と

する）には地域密着型サービス事業所が１事業所しかなく、Ａ自治体は、他の自治体の地域密

着型サービス事業所と契約していない状況である。この場合、Ａ自治体の利用者はＡ自治体の

地域密着型サービスしか利用できないが、正当な理由の範囲としてどのように判断したらよい

か。 

（答） ご指摘のケースについては、Ａ自治体の利用者は、Ａ自治体の地域密着型サービスの事業所

しか利用できないことから、サービス事業所が少数である場合として正当な理由とみなして差

し支 

   えない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問34】訪問介護の特定事業所加算は、サービス提供の責任体制やヘルパーの活動環境・雇用環境の

整備、介護福祉士の配置など質の高いサービス提供体制が整った事業所について評価を行うも

のであるから、特定事業所加算を算定している訪問介護事業所の場合については、特定事業所

集中減算の正当な理由として考えてよいか。 

（答） 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は留意事項通知に示しているところであり、正当な

理由の範囲として例えば、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などに

より特定の事業者に集中していると認められる場合等が含まれている。具体的には、利用者か

ら質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であ

って、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・

助言を受けている場合などが考えられる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問35】今般の改定により特定事業所集中減算の対象サービスの範囲について限定が外れたが、1 つ

のサービスにおいて正当な理由がなく８０％を越えた場合は全利用者について半年間減算と考

えてよいか。 

（答） ご指摘のケースについて、当該サービスについて正当な理由がなく８０％を超えた場合は、

従前のとおり減算適用期間のすべての居宅介護支援費について減算の適用となる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問183】今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったが、判定の結

果、特定事業所集中減算の適用となった場合又は減算の適用が終了する場合は、体制等状況一

覧表の提出はいつになるか。 
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（答） 体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったため、平成２７年４月サービ

ス分からの適用の有無の届出が必要となる。また、新たに減算の適用になった場合は、特定事

業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の９月15 日又は３月15日までの提出が必要

となる。また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となる。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問135】平成28年５月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密

着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報 Vol.553)において、特定事業所集中減算

における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度

以降もこの取扱いは同様か。 

（答） 貴見のとおりである。 
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居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて 

平成 30年９月 13日隠広介第 147号 隠岐広域連合長通知 

（一部改正 平成 31年４月１日隠広介第２号） 

 

１ 特定事業所集中減算における様式等について 

⑴ すべての居宅介護支援事業者は、判定期間が前期の場合については９月15日までに、

判定期間が後期の場合については３月15日までに、別添様式１を作成し、判定期間後

の算定期間が完結してから２年間保存しなければならない。 

  なお、事業者において、これに準ずる様式により作成することは差し支えない。 

⑵ 様式１により判定した結果、紹介率最高法人の紹介率が80％を超える場合には、判

定期間の翌月15日までに、様式２を作成し、隠岐広域連合介護保険課へ提出すること。 

⑶ 正当な理由がある場合は、様式２に合わせて様式３を提出すること。 

 

２  判定した割合が80％を超えた場合の正当な理由の範囲について 

正当な理由の範囲は、特別地域居宅介護支援加算を受けている指定居宅介護支援事業

者である場合とする。 
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様式１ 

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定書 

 

 介護保険事業所番号           

 

指定居宅介護支援 

事業所 

 

名 称 

 

所在地 

 
 

判定期間 
 

 

  年  月  日 ～     年  月  日 
 

判定期間における 

居宅サービス計画の総数 

 

                                     件 
 

サービスの種類 
 

訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 
地域密着型 

通所介護(※) 

①居宅サービス計画数 

                

件 

                 

件 

                

件 

                

件 

②紹介率最高法人が 

  位置付けられた 

居宅サービス計画数 

                

件 

                

件 

                

件 

                

件 

紹 

介 

率 

最 

高 

法 

人 

 名称 

    

 所在地 

    

 代表者氏名 

    

 事業所名 

    

①のうち、 

②の占める割合 

                

％ 

                  

％ 

                  

％ 

                  

％ 

①のうち、②の占める割

合が80％を超えている

場合の正当な理由 

 

※平成２８年４月１日以降平成３０年３月３１日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業
所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着通所介護（以下「通所介護等」という。）
のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数
を算出し、通所介護等について最もその照会件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割
合を計算することとして差し支えない。  



居宅介護支援 90 

様式２ 

指定居宅介護支援事業所に関する届出書 

年   月   日 

  隠岐広域連合長  様 

 

                                     届出者 所在地 

                                        名 称 

                                           代表者氏名                            

                                                

 
 下記の判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス

計画件数の占める割合が８０％を超えますので、下記のとおり届け出ます。 

記 

 介護保険事業所番号           

 

指定居宅介護支援 

事業所 

 

名 称 

 

所在地 

 
 

判定期間 
 

 

  年  月  日 ～     年  月  日 
 

判定期間における 

居宅サービス計画の総数 

 

                                     件 
 

サービスの種類 
 

   

①居宅サービス計画数 

 

 

                 件 

 

 

                  件 

 

 

                 件 

②紹介率最高法人が 

  位置付けられた 

居宅サービス計画数 

 

 

                 件 

 

 

                  件 

 

 

                 件 

紹 

介 

率 

最 

高 

法 

人 

 名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 代表者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 事業所名 

 

 

 

 

 

 

 

 

①のうち、 

②の占める割合 

   

                ％                   ％                  ％ 

※記載欄が足りない場合は追加すること（別葉も可） 
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様式３ 

指定居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に関する申請書 

 

年  月  日 

隠岐広域連合長  様 

 

                                  届出者 所在地 

                                      名 称 

                                         代表者氏名                            

 

 下記の判定期間に作成した居宅サービス計画の内、紹介率最高法人を位置づけた居宅サー

ビス計画件数の占める割合が８０％を超えますが、下記の状況がありますので、正当な理由

と認定していただきますよう申請します。 

記 

 介護保険事業所番号           

 

指定居宅介護支援 

事業所 

 

名 称 

 

所在地 

 

判定期間     年  月  日 ～     年  月  日 

サービスの種類 

 

 

 

正当な理由 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者であるため。 
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参考様式１ 

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定状況書１      枚中   枚目 

サービスの種類   
居宅介護支援事業所

名 
 サービス提供年

月 

    年  月 

 

番 

号 

給付管理を行っ

た 

利用者名 

サービス事業所開設法人名 

              

１                

２                

３                

４                

５                

６                

７                

８                

９                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

計                

備考 １ サービスの種類ごとに別葉として、毎月作成すること 

   ２ 複数枚にわたる場合は、最後のページに計を記載すること 

   ３ サービス事業所開設法人名には、事業所名ではなく法人名を記載すること 

   ４ この様式は、様式２とともに判定期間が完結してから ２年間保存すること 
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参考様式２ 

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定状況書２ 

サービスの種類   
居宅介護支援事業所名  

判定期間     年  月 ～  年  月  

 

判定期間年月 
 
 
 

計画件数 
（全体） 

 
 

サービス 
ご と の 
計画件数 
（Ａ） 

サービス事業所開設法人ごとの件数（Ｂ） 

              

年  月                 

年  月                 

年  月                 

年  月                 

年  月                 

年  月                 

計（件数）                 

月平均件数    

紹介率（％） (Ｂ)／(Ａ)               

備考 １ サービスの種類ごとに別葉とし、判定期間ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから２年間保存すること 

   ２ 「計画件数（全体）」には、居宅介護支援事業所としてサービス提供月ごとの給付管理を行った利用者数（居宅サービス計画数）を記載すること 

   ３ 「サービスごとの計画件数」には、サービス種類ごとに、サービス提供ごとの給付管理を行った利用者数（居宅サービス計画数）を記載すること 

   ４ 「紹介率（％）」は、サービス事業所開設法人ごとの件数の判定期間の計を、計画件数の計で除して得た割合とし、小数点以下第２位を四捨五入する 
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７．初回加算 

初回加算 ＋３００単位/月 

◎新規（要支援者が要介護認定を受けた場合、要介護度が２段階以上変更の場合を含む。）に

居宅サービス計画を作成した場合に算定できる。 

◎運営基準減算に該当する場合は、初回加算は算定できない。 

 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

ロ 初回加算  300単位 

注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画（法第８条第21項に規定する居宅

サービス計画をいう。）を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に

厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、イの

注２［注：運営基準減算］に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加

算は、算定しない。 

※厚生労働大臣が定める基準［Ｈ27告示94号・五十六］ 

次のいずれかに該当している場合 

イ 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合 

ロ 要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合 

留意事項通知 …老企第36号第３の９ 

９ 初回加算について 

初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問９】利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成して

いた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービ

ス計画を作成する場合、初回加算は算定できるのか。 

（答） 初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメン

ト等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能である。なお、こ

の考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問11】初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者

を含むと解してよいか。 

（答） ｢新規｣とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。した

がって、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月に

おいて、初回加算を算定することが可能である。なお、この考え方については、居宅介護支援

費に係る初回加算についても、共通である。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問62】初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示さ

れたい。 

（答） 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所におい

て居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対

して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算について

も、同様の扱いとする。 
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８．特定事業所加算 

特定事業所加算［要届出］ 

特定事業所加算(Ⅰ) ＋５０５単位/月 

特定事業所加算(Ⅱ) ＋４０７単位/月 

特定事業所加算(Ⅲ) ＋３０９単位/月 

特定事業所加算(Ａ) ＋１００単位/月 

◎いわばモデル的な居宅介護支援事業所についての加算である。 

○公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立 

○常勤専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケ

ースでも適切に処理できる体制が整備 

◎毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、２年間保存するとともに、隠

岐広域連合長から求めがあった場合については、提出すること。 

 

＜留意点＞ 

○特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのいずれかの加算を算定している場合に

おいては、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのその他の加算は算定しない。 

 

 

〔要件〕 

要件（○印） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ａ 留意事項（Ｈ12老企第36号第３を参照） 

①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置 ２名 

以上 

１名 

以上 

１名 

以上 

１名 

以上 

・業務に支障がない場合、同一敷地内の

他の事業所の職務の兼務可 

②常勤かつ専従の介護支援専門員の配置 ３名 

以上 

３名 

以上 

２名 

以上 

１名 

以上 

・①の主任介護支援専門員と別に置く

ことが必要 

③利用者に関する情報又はサービス提供に当

たっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議を定期的に開催 

○ ○ ○ 

 

 

○ ・所定の内容を含むことが必要 

・議事の記録を作成し、２年間保存 

・おおむね週１回以上の開催が必要 

④２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応

じて利用者等の相談に対応する体制を確保 

○ ○ ○ ○ 

※ 

 

⑤算定日が属する月の利用者の総数のうち、

要介護状態区分が要介護３、要介護４及び

要介護５である者の占める割合が40％以上 

○ － － 

 

 

－ ・毎月その割合の記録が必要 

・⑦で受け入れた支援困難ケースは割合

計算の対象外とすることが可能 

⑥当該事業所における介護支援専門員に対

し、計画的に研修を実施 

○ ○ ○ 

 

 

○ 

※ 

・翌年度が始まるまでに翌年度の計画を

策定 

・年度途中の加算取得の届出の際は、届

出までに策定 

⑦地域包括支援センターから支援困難ケース

が紹介された場合においても、受託してい

ること 

○ ○ ○ ○  

⑧地域包括支援センター等が実施する事例検

討会等に参加 

○ ○ ○ ○  

⑨運営基準減算又は特定事業所集中減算の適

用なし 

○ ○ ○ ○  

⑩当該事業所において指定居宅介護支援の提

供を受ける利用者数が当該事業所の介護支

援専門員１人当たり40名未満 

 ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定してい

る場合は45名未満 

○ ○ ○ ○  

⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケ

アマネジメントの基礎技術に関する実習」

○ ○ ○ ○ 

※ 

・現に研修における実習等の受入が行

われていることに限らず、受入が可能
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等に協力又は協力体制を確保している な体制等が整っていること 

 

⑫他の法人が運営する事業所の職員も参画

した事例検討会等の取組の実施 

○ ○ ○ ○ 

※ 

・事例検討会等の内容、実施時期、共同

で実施する他事業所等について、毎年

度少なくとも次年度が始まるまでに

次年度の計画を定めておくこと 

・年度の途中で加算取得の届出をする

場合にあっては、当該届出を行うまで

に当該計画を作成すること 

⑬必要に応じて、多様な主体により提供され

る利用者の日常生活全般を支援するサー

ビス（介護給付等対象サービス以外の保健

医療サービス又は福祉サービス、当該地域

の住民による自発的な活動によるサービ

ス等）が包括的に提供されるような居宅サ

ービス計画を作成している。 

 

○ ○ ○ ○  

 

※にある基準は、同一の居宅介護支援事業所と連携して満たすものとして差し支えない。 
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（別添①）標準様式              

居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録（保存用） 

  年  月サービス提供分 

区 分 １ 新規  ２ 継続  ３ 廃止 

１ 主任介護支援専門員の状況イ(1)･ロ(2)関係       【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

主任介護支援専門員氏名  主任介護支援専門員研修修了年月日 

     年  月  日 

     年  月  日 

 ※加算Ⅰの場合、２名必要 

２ 介護支援専門員の状況イ（2）・ハ（3）・ニ（3）（4）関係 【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

介護支援 

専門員数 
 人 

内 

訳 
常勤 

専従  人 
非常勤 

専従  人 

兼務  人 兼務  人 

 ※上記１の主任介護支援専門員を含めない。 

※算定する加算区分に応じ、必要な人員配置ができているか確認を行うこと。「従業者の勤務体制及 

び勤務形態一覧表」及び介護支援専門員の名簿（介護支援専門員の登録番号を記載したもの）を添 

付すること。 

３ 利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議の開催状況イ（3）関係              【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

有 ・ 無 開催年月日  

４ 24時間常時連絡できる体制の整備状況イ（4）      【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

有 ・ 無 具体的な方法 （具体的な体制を示した書類添付） 

５ 利用者の状況<報告月の状況>                        （1）

（1）要介護３～５の割合イ（5）関係                 【加算Ⅰ】 

利用者数 

（合計） 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護３～５ 

       ％ 

 （  ） （  ） （  ） （  ） （  ）   

（（2）介護支援専門員１人当たりの利用者数イ（10）関係   【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

利用者数(Ａ)  人 

介護支援 

専門員数(Ｂ) 

（常勤換算） 

 人 

１人当たり 

利用者数 

(Ａ)÷(Ｂ) 

 人 

※利用者（A）は、介護予防支援に係る利用者数に、２分の１を乗じた数を含む。       

※１人当たり40名未満、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は45名未満。 

 

６ 介護支援専門員に対する研修の実施イ（6）関係     【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している 有・無 

７ 地域包括支援センター等との連携イ（7）・（8）関係     【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

ア（地域包括支援センターから支援困難な利用者の紹介があ

った場合）当該利用者に居宅介護支援の提供を開始した。 
有・無 

開始件数 

（    件） 

イ 地域包括支援センターから支援困難な利用者の紹介があ

った場合には、引き受けられる体制を整えている。 
有・無 

具体的な体制 

（     ） 

ウ（地域包括支援センター等が開催する事例検討会等がある

場合）当該事例検討会等に参加した。 
有・無 

参加年月日 

（     ） 

８ 減算の適用イ（9）関係                  【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

ア 運営基準減算が適用されている。 有  ・  無 

イ 特定事業所集中減算が適用されている。 有  ・  無 

 ※イが「有」の場合に 

紹介率が８０％を超えるものについて記載 

    

 ・サービス名： 

    法人名： 

    占有率：   ％ 

※占有率＝ 
当該サービスのうち、最も紹介率が高い法人が位置付けられた計画数  

当該サービスを位置付けた計画数  

９ 実習の受入れについてイ（11）関係            【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

10 他法人が運営する事業所との共同の事例検討会等の実施イ（12）関係      【加

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

11 居宅サービス計画の作成についてイ（13）        【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

※以下、【特定事業所加算Ａ】については、イ（4）、（6）、（11）、（12）は連携でも可能。 

 

介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関す

る実習」に協力又は協力体制を確保している 
有・無 

他法人が運営する居宅介護支援事業所との共同の事例検

討会等を行った。 
有・無 

実施年月日 

（     ） 

必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般

を支援する介護給付等対象サービスいがいの保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス

等が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している。 

有・無 

連携による場合、連携先事業所名  
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算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

ハ 特定事業所加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長（特別区の区長を含む。以

下同じ。）に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に

掲げる所定単位数を加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのいず

れかの加算を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までの

その他の加算は算定しない。 

イ 特定事業所加算(Ⅰ)  505単位 

ロ 特定事業所加算(Ⅱ)  407単位 

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)  309単位 

ニ 特定事業所加算(Ａ)  100単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準［Ｈ27告示95号・八十四］ 

イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を２名以上配置しているこ

と。 

(２) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以上配置していること。 

(３) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議

を定期的に開催すること。 

(４) 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保してい

ること。 

(５) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護

５である者の占める割合が100分の40以上であること。 

(６) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している

こと。 

(７) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難

な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

(８) 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

(９) 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅

介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり40名未満であること。ただし、居宅介護支援費Ⅱ

を算定している場合は45名未満であること。 

(11) 介護保険法第69条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジ

メントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。【Ｈ28年度の介護

支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用】 

(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している

こと。 

(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス（介

護給付等対象サービス（介護保険法第24条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）

以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービ

ス等をいう。）が包括的に提供されるような 

ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) イ(２)、(３)、(４)及び(６)から(12)までの基準に適合すること。 

(２) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 

ハ 特定事業所算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) イ(３)、(４)及び(６)から(12)までの基準に適合すること。 

(２) ロ(２)の基準に適合すること。 

(３) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を２名以上配置していること。 

ニ 特定事業所加算(Ａ)、次のいずれにも適合すること。 

 (１) イ（3）、（4）及び（6）から（13）までの基準に適合すること。ただし、イ（4）、（6）、（11） 

及び（12）の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支

えないものとする。 

 (２) ロ（2）の基準に適合すること。 

 (３) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を１名以上配置していること。 

 (４) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法（当該事業者の従業者

の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、

当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。）で１以上配置してい
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ること。ただし、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所（（1）で連携している他の居宅

介護支援事業所がある場合は、当該事業所に限る。）の職務と兼務をしても差し支えないものと

する。 

留意事項通知 …老企第36号第３の11 

11 特定事業所加算について 

 (１) 趣旨 

    特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材

の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネ

ジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメン

トの質の向上に資することを目的とするものである。 

 (２) 基本的取扱方針 

    特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)又は（Ａ）の対象となる事業所については、 

   ・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること 

   ・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケ 

ースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であ 

ることが必要となる。 

    本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、(１)に掲げる趣旨に合致し

た適切な運用を図られるよう留意されたい。 

 (３) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

    大臣基準告示第84号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。 

   ① (１)関係 

     常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支

障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

② (２)関係 

     常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を置く必要がある

こと。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員２

名及び介護支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

   ③ (３)関係 

     「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした

会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。 

     ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

(１) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

(２) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

(３) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

(４) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(５) ケアマネジメントに関する技術 

(６) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

(７) その他必要な事項 

     イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければならないこと。 

     ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

      また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人 

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた 

めのガイダンス」厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵 

守すること。 

   ④ (４)関係 

     24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必

要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事

業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。 

⑤ (５)関係 

     要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が40％以上であることについては、毎月その

割合を記録しておくこと。なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援

困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすのみではな

く、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであ

ること。 

     また、(７)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」

に該当するケースについては、例外的に(５)の40％要件の枠外として取り扱うことが可能で

あること（すなわち、当該ケースについては、要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合の
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計算の対象外として取り扱うことが可能）。 

⑥ (６)関係 

     「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の

資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護

支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度

少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研

修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこ

と。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計

画を策定すればよいこと。 

     なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との共同開催によ

る研修実施も可能である。 

   ⑦ (７)関係 

     特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるもので

なければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならな

いこと。 

      

   ⑧ (９)関係 

     特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所

加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確

保した事業所である必要があること。 

   ⑨ (10)関係 

     取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員１名当た

り40名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は45名未満）であれば差し支えないこ

ととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでること

がないよう配慮しなければならないこと。 

   ⑩ (11)関係 

  協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受

入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修

の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示で

きるようにすること。 

  なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との共同による

協力及び協力体制も可能である。 

   ⑪ (12)関係 

     特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域

における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることか

ら、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取

組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、

共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画

を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届

出を行うまでに当該計画を策定すること。 

 なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との協力による研 

修会等の実施も可能である。 

⑫ (13)関係 

     多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付等 

対象サービス（介護保険法第24条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）以外 

の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス 

等のことをいう。 

⑬ 特定事業所加算(Ⅱ)について 

     常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に

支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとす

る。 

     また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があ

ること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員

及び介護支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

   ⑭ 特定事業所加算(Ⅲ)について 

     常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に

支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとす

る。 
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     また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があ

ること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員

及び介護支援専門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

   ⑮ 特定事業所加算(Ａ)について 

     常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支 

    障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

     また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の介護支援専門員とは 

別に、主任介護専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所におい 

ては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員１名の合計２名を常勤かつ専従で 

配置するとともに、介護支援専門員を常勤換算方法で１の合計３名を配置する必要があるこ 

と。 

 この場合において当該常勤換算方法で１の介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所（連 

携先事業所に限る。）の職務と兼務しても差し支えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務 

については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き差し支えな 

いものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務をさすものではない。 

   ⑯ その他 

     特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的

に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。

また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説

明を行うこと。 

 (４) 手続 

     本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の

記録を作成し、２年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出し

なければならない。  

 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問35】居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しな

ければならないこととされているが、その様式は示されるのか。 

（答） 別添①の標準様式[＝前掲]に従い、毎月、作成し、２年間保存しなければならない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕（平成２１年改定関係ＱＡ修正） 

【問30】特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合

における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。 

（答） 特定事業所加算については、月の１５日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、１

６日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。この取扱いについ

ては特定事業所加算(Ⅱ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様

である（届出は変更でよい。） 

  また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、

要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らか

となったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。 

  ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば、要介護３、要介護４

又は要介護５の者の割合が４０％以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止

後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものと

し、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の要件を満たせなくなったその月から(Ⅱ)の算定を可能である

こととする（図略）。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該

届出を行うこと。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問136】特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)において、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所

と共同で事例検討会、研修会等を実施することが要件とされ、解釈通知において、毎年度少な

くとも次年度が始まるまでに事例検討会等に係る次年度の計画を定めることとされているが、

平成30年度はどのように取扱うのか。 

（答） 平成30年度については、事例検討会等の概略や開催時期等を記載した簡略的な計画を同年４

月末日までに定めることとし、共同で実施する他事業所等まで記載した最終的な計画を９月末

日までに定めることとする。 

    なお、９月末日までに当該計画を策定していない場合には、10月以降は特定事業所加算を算

定できない。 
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〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問137】特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)において新たに要件とされた、他の法人が運営する居宅介護支

援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能

団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。 

（答） 貴見のとおりである。 

    ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず２法人以上が事例検討会

等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の居

宅介護支援事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問138】特定事業所加算(Ⅳ)については、前々年度の３月から前年度の２月までの間における退院・

退所加算及びターミナルケアマネジメント加算の算定実績等を算定要件とし、平成31年度より

算定可能とされたが、要件となる算定実績について平成31年度はどのように取り扱うのか。 

（答） 平成31年度に限っては、前々年度の３月において平成30年度介護報酬改定が反映されていな

いため、退院・退所加算及びターミナルケアマネジメント加算それぞれについて、以下の取扱

いとする。 

   【退院・退所加算】 

     平成29年度３月における退院・退所加算の算定回数と平成30年４月から同年２月までの退

院・退所加算の算定に係る病院等との連携回数の合計が35回以上である場合に要件を満たす

こととする。 

   【ターミナルケアマネジメント加算】 

     平成30年度の４月から同年度の２月までの算定回数が５回以上である場合に要件を満たす

こととする。 

     なお、退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではな

く、その算定に係る病院等との連携回数の合計により、例えば、特定事業所加算(Ⅳ)を算定

する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において、退院・退所加算(Ⅰ)イを10

回、退院・退所加算(Ⅱ)ロを10回、退院・退所加算(Ⅲ)を２回算定している場合は、それらの

算定に係る病院等との連携回数は合計36回であるため、要件を満たすこととなる。 

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問113】特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ａ)において新たに要件とされた、「必要に応じて、 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供され 

るような居宅サービス計画を作成していること」については、必要性を検討した結果、多様な 

主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスを位置付けたケアプランが 

事業所の全てのケアプランのうち１件もない場合についても算定できるのか。 

（答） 算定できる。なお、検討の結果位置付けなかった場合、当該理由を説明できるようにしてお

くこと。 

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問114】特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ａ)において新たに要件とされた、多様な主体によ 

り提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは具体的にどのようなサービスを 

指すのか。 

（答） 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成11 年７月29 日老企 

第22号）３（7）④を参照されたい。 

 

   ≪参考≫ 

・通知：第２の３（7）④居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立っ 

て作成されることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、 

利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保 

健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人介護支援センターにおける相談援 

助及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民によ 

る見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと併 

せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健師・看 

護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に

位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。なお、介護支援専門員 

は、当該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、地域で不足 

していると認められるサービス等については、介護給付等対象サービスであるかどうかを問 

わず、当該不足していると思われるサービス等が地域において提供されるよう関係機関等に

働きかけていくことが望ましい。 
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９．特定事業所医療介護連携加算 

特定事業所医療介護連携加算 ＋１２５単位/月 

◎日ごろから医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所を評価することを

目的とするものです。 

 

 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表ニ注 

ニ 入院時情報連携加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支

援事業所は、１月につき所定単位数を加算する。 

※厚生労働大臣が定める基準［大臣基準告示八十四の二］ 

次のいずれにも適合すること。 

イ 前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ） 

イ、（Ⅱ）ロ又は（Ⅲ）の算定に係る病院、診療所、地域尾密着型介護老人福祉施設又は介護保険 

施設との連携の回数（第八十五号の二イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。） 

の合計が35回以上であること。 

ロ 前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を５回以

上算定していること。 

ハ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していること。 

留意事項通知 …老企第36号第３の12 

 特定事業所医療介護連携加算について 

(１) 基本的取扱方針 

当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積

極的に行う事業所であることが必要となる。 

(２) 具体的運用方針 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、そ 

の算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々 

年度の３月から前年度２月までの間において35回以上の場合に条件を満たすこととなる。 

   イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

     ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所医療介護 

    を算定する年度の前々年度の３月から前年度２月までの間において算定回数が５回以上の場 

    合に要件を満たすこととなる。 

   ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について 

     特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所 

    が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を 

    満たす場合であっても、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかを算定していない 

    月は特定事業所医療介護連携加算の算定はできない。 
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10．入院時情報連携加算 

入院時情報連携加算 

(Ⅰ) 
入院後３日以内に情報提供（提供方法は問わ

ない） 
＋２００単位/月 

(Ⅱ) 
入院後７日以内に情報提供（提供方法は問わ

ない） 
＋１００単位/月 

◎利用者が病院・診療所に入院するに当たって、その職員に当該利用者の心身の状況や生活環

境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定（１月に１回を限度）できる。 

＜留意点＞ 

○情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、ＦＡＸ

等）等について居宅サービス計画等に記録すること 

 

 

 

 

 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

ホ 入院時情報連携加算 

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利

用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働

大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。 

(１) 入院時情報連携加算(Ⅰ)  200単位 

(２) 入院時情報連携加算(Ⅱ)  100単位 

※厚生労働大臣が定める基準［Ｈ27告示95号・八十五］ 

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に、当該病院又は

診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上７日以内に、当該

病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 

留意事項通知 …老企第36号第３の13 

13 入院時情報連携加算について 

(１) 総論 

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況（例えば疾患・病歴、認

知症の有無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方

法や家族介護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者１人

につき、１月に１回を限度として算定することとする。 

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、ＦＡ

Ｘ等）等について居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サ

ービス計画等の活用が考えられる。 

(２) 入院時情報連携加算(Ⅰ) 

利用者が入院してから３日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定

単位数を算定する。 

(３) 入院時情報連携加算(Ⅱ) 

利用者が入院してから４日以上７日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場

合に所定単位数を算定する。 
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〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問139】先方と口頭でのやりとりがない方法（ＦＡＸやメール、郵送等）により情報提供を行った場

合には、送信等を行ったことが確認できれば入院時情報連携加算の算定は可能か。 

（答） 入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコミュニ

ケーションを図ることが重要であり、ＦＡＸ等による情報提供の場合にも、先方が受け取った

ことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記録しておかなければ

ならない。 
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（オモテ） 

 

  

記入日：　　　年　　　月　　　日

入院日：　　　年　　　月　　　日

:　　　年　　　月　　　日

入院時情報提供書

　年　　　　月　　　　日 生

　□ 自立   □ J１   □ J２   □ A１   □ A２   □ B１   □ B２   □ C１   □ C２                

　□ 自立    □　Ⅰ    □　Ⅱa    □　Ⅱb    □　Ⅲa    □　Ⅲb    □　Ⅳ     □　M

TEL

TEL： TEL

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

１．利用者(患者)基本情報について

□医師の判断

情報提供日

障害高齢者の
日常生活自立度

連絡先

（続柄　　　・　　才）

（続柄　　　・　　才）

認知症高齢者の
日常生活自立度

介護保険の
自己負担割合 　□　　　　割      □ 不明 障害など認定 　□ なし　□ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

（同居・　別居）

年金などの種類 　□ 国民年金　　□ 厚生年金　　□ 障害年金　　　□ 生活保護　　□ その他(　　 　　　　　　　        　　　)

２．家族構成／連絡先について

□ケアマネジャーの判断

利用者(患者)／家族の同意に基づき、利用者情報(身体・生活機能など)の情報を送付します。是非ご活用下さい。

住所 電話番号

患者氏名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 年齢 　　才 性別

　明・大・昭

〒

男　    女

生年月日

 特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 住居の種類（ 戸建て・　集合住宅）．  　　　階建て．        居室　　　階．    　エレベーター（有　・無）

入院時の要介護度 　□ 要支援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間：　　　年　　　月　　　日　　～　　年　　　月　　　日
　□ 申請中(申請日　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請日　　　　／　　）　　□ 未申請

住環境
　※可能ならば、「写真」な

どを添付

世帯構成

キーパーソン

主介護者氏名

　□独居　　　□高齢者世帯　　□子と同居 　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊□日中独居

本人の趣味・興味・
関心領域等

６．カンファレンス等について（ケアマネジャーからの希望）
「院内の多職種カンファレンス」への参加 　□ 希望あり

入院前の介護
サービスの利用状況

５．今後の在宅生活の展望について（ケアマネジャーとしての意見）

□なし
□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

介護力*  □介護力が見込める（　□十分　　・　　□一部　）　　 □介護力は見込めない　　□家族や支援者はいない

世帯に対する配慮 □不要
□必要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

・具体的な要望（　　              　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

家族や同居者等によ
る虐待の疑い*

　　　　　　　　　　　　医療機関　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所　　　　　　　

医療機関名：

ご担当者名：

事業所名：

ケアマネジャー氏名：

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　FAX：

在宅生活に
必要な要件

退院後の主介護者 □本シート２に同じ　　□左記以外（氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　続柄　　　　　　・ 年齢　　　　　）

３．本人／家族の意向について

「退院前訪問指導」を実施する場合の同行 　□ 希望あり

同封の書類をご確認ください。
□居宅サービス計画書1.2.3表　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人の生活歴

入院前の本人の
生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

入院前の家族の
生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

４．入院前の介護サービスの利用状況について

「退院前カンファレンス」への参加

退院後の世帯状況 □ 独居　　　□ 高齢世帯　　　□子と同居（家族構成員数　　　　　　　　　　　　　　　　　名　）　＊□ 日中独居
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特記事項

　□ 希望あり　　
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（ウラ） 

 

  

　□ なし　　□ あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

全介助

　(　)　回／日　（　朝　   時頃　 ・昼　    時頃　 ・夜　    時頃　）

　□ 普通 　□きざみ　□ 嚥下障害食　□ ミキサー

　□ 経口　　□ 経管栄養　 　□ なし　□ あり 水分制限 □ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

　□ なし　□ あり

　□ なし　□ あり

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

一部介助 全介助

整　　容 自立 見守り 一部介助

自立 見守り 一部介助更　　衣 自立 見守り 一部介助 全介助 起居動作

移動(室内)

７．身体・生活機能の状況／療養生活上の課題について
麻痺の状況 なし 軽度 中度 重度 褥瘡の有無

移動(屋外）移　　乗 自立 見守り 一部介助 全介助
A
D
L

移　　動

食　　事 自立 見守り 一部介助 全介助

全介助

入　　浴

自立 見守り

食事
内容

食事回数

食事形態

食事制限

不良 著しく不良 口臭 　□ なし　　□ あり

摂取方法

□ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

水分とろみ

口腔
嚥下機能 むせない 時々むせる 常にむせる 義歯 　□ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

口腔清潔 良

排泄
*

排尿 自立 見守り 一部介助 全介助 ポータブルトイレ 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

排便 自立 見守り 一部介助 全介助 オムツ／パッド 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

睡眠の状態 良 不良（　　　　　　　　　　） 眠剤の使用

喫煙 飲酒

コミュニケー
ション能力

視力 問題なし やや難あり 困難 眼鏡 　□ なし　□ あり（　　　　  　　　　　　　）

聴力 問題なし やや難あり 困難 補聴器 　□ なし　□ あり

言語 問題なし やや難あり 困難

９．かかりつけ医について

かかりつけ医機関名

医師名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 診察方法

・頻度
　□通院 　　 □ 訪問診療
　　・頻度＝（　　　　　　　）回　／　月

電話番号

服薬状況 　□ 処方通り服用　　　　　　□ 時々飲み忘れ　　　　　□飲み忘れが多い、処方が守られていない　　　　　□服薬拒否

お薬に関する、特記事項

入院前に実施している
医療処置*

□なし
　□点滴   □酸素療法   □喀痰吸引   □気管切開   □胃ろう   □経鼻栄養   □経腸栄養   □褥瘡
　□尿道カテーテル　　□尿路ストーマ　　□消化管ストーマ　　□痛みコントロール　　□排便コントロール
　□自己注射（　　　　　　　　　　　　　　）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

８．お薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付
内服薬 　□ なし　　　□ あり（　                    　） 居宅療養管理指導

薬剤管理 　□ 自己管理　　　□ 他者による管理　（・管理者：　　　　　　　　　　　・管理方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（職種： 　　　　　　　　　　  ）

コミュニケーションに関する特記事項：

無 有 　　　　　本くらい／日 無  有　             合くらい/日あたり

全介助自立 見守り 一部介助

UDF等の食形態区分

疾患歴*
□なし
　□悪性腫瘍　　□認知症　　□急性呼吸器感染症　　□脳血管障害　　□骨折
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入
院
歴
*

最近半年間での入
院

□なし　　　□あり （理由：　　　　　　　　　　　　期間：　H　　　　年　　　月　　　日　～　H　　　年　　　月　　　日）
□不明

入院頻度 　□ 頻度は高い／繰り返している　　　□ 頻度は低いが、これまでにもある　　　□ 今回が初めて

意思疎通 問題なし やや難あり 困難

精神面における
療養上の問題

□なし
　□幻視・幻聴　　□興奮　　□焦燥・不穏　　□妄想　　□暴力/攻撃性　　□介護への抵抗　　□不眠
　□昼夜逆転　　□徘徊　　□危険行為　　□不潔行為　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



居宅介護支援 108 

11．退院・退所加算 

退院・退所加算 

（Ⅰ）イ 
情報収集１回 

カンファレンスの参加 無 
＋４５０単位 

（Ⅰ）ロ 
情報収集１回 

カンファレンスの参加 有 
＋６００単位 

（Ⅱ）イ 
情報収集２回以上 

カンファレンスの参加 無 
＋６００単位 

（Ⅱ）ロ 
情報収集２回以上 

うち１回以上のカンファレンスの参加 有 
＋７５０単位 

（Ⅲ） 
情報収集３回以上 

うち１回以上のカンファレンスの参加 有 
＋９００単位 

 

◎退院・退所に当たって、病院等の職員と面談し、利用者に関する必要な情報を得た上で、居

宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定できる。 

＜留意点＞ 

○カンファレンスは以下のとおりとする 

 イ 病院又は診療所 

 ロ 地域密着型老人福祉施設 

 ハ 介護老人福祉施設 

 ニ 介護老人保健施設 

 ホ 介護医療院 

 ヘ 介護療養型医療施設 

○初回加算を算定する場合は、算定できない 

○算定は、入院・入所期間中に１回を限度として加算する 

○同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合も１

回として算定 

○利用者に関する情報は、退院・退所前に得ることが望ましいが、退院後７日以内に情報を

得た場合には算定 

○カンファレンスに参加した場合は、その日時、開催場所、出席者、内容の要点等について

居宅サービス計画に記録し、利用者又は家族に提供された文書（診療報酬の退院時共同指

導料２の注１参照）の写しの添付が必要 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

ヘ 退院・退所加算   

注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設

に入所していた者が退院又は退所（指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介

護福祉施設サービスのカ又は指定施設サービス等介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護のヲの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅におい

て居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に

当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行

い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サー

ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合（同一の利用者について、当該居

宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。）には、別に厚生労働

大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき１回を限度として所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。 

 イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ  450単位 
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 ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ  600単位 

 ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ  600単位 

 ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ  750単位 

 ホ 退院・退所加算(Ⅲ)   900単位 

※厚生労働大臣が定める基準［Ｈ27告示95号・八十五の二］ 

イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員

から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること。 

ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員

から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。 

ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員

から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により二回以上受けているこ

と。 

ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員

から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによるこ

と。 

ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員か

ら利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによる

こと。 
 
留意事項通知 …老企第36号第３の14 

14 退院・退所加算について 

(１) 総論 

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病

院等」という。）への入所をしていた者が退院又は退所（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅にお

いて居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に

当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス

計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該

利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初

回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定める

［注：居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について（平成21年3月13日老振発第

0313001）参照＝別掲］こととする。 

(２) 算定区分について  

退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入所期間中１回（医

師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居

宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場

合を含む）のみ算定することができる。また、面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことが 

  できるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この（2）において「利用者等」という。） 

  が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければ 

  ない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・ 

  介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報 

  システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 ① 退院・退所加算イ・ロ 

   退院・退所加算（Ⅰ）イ及びロについては、病院等の職員からの情報収集を１回行っている

場合に算定可能であり、うち（Ⅰ）ロについてはその方法がカンファレンスである場合に限る。 

 ② 退院・退所加算（Ⅱ）イ・ロ 

  ・ 退院・退所加算（Ⅱ）イについては、病院等の職員からの情報収集を２回行っている場合に

算定が可能。 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）ロについては、病院等の職員からの情報収集を２回行っている場合で

あって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。 

 ③ 退院・退所加算（Ⅲ） 

       退院・退所加算（Ⅲ）については、病院等の職員からの情報収集を３回以上行っている場合で

あって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。 

(３) その他の留意事項 

① （２）に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

 イ 病院又は診療所 

   診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の退

院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっ
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ては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する 

  もの。 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

  地域密着型サービスの事業の人員、設備及び設営に関する基準（平成18年３月14日厚生労

働省令第34号。以下このロいおいて「基準」という。）第134条第６項及び第７項に基づき、

入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の

会議。ただし、基準131条第１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び

入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場

合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が 

 参加すること。 

   ハ 介護老人福祉施設 

     指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生

省令第39号。以下このハにおいて「基準」という。）第７条第６項及び第７項に基づき、入所

者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の

会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその

家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、

必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

   ニ 介護老人保健施設 

     介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年３月31

日厚生省令第40号。以下このニにおいて「基準」という。）第８条第６項に基づき、入所者へ

の指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。

ただし、基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が

参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に

応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

   ホ 介護医療院 

     介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年１月18日厚生

労働省令第５号。以下このホにおいて「基準」という。）第12条第６項に基づき、入所者への

指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし、基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加する

ものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福

祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

   ヘ 介護療養型医療施設（平成35年度末までに限る。） 

     健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条

の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号。以下このヘにおいて「基準」と

いう。）第９条第５項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供

等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護療養型医療施設

に置くべき従業者及び患者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の

貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供

する作業療法士等が参加すること。 

  ② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、１

回として算定する。 

  ③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後７

日以内に情報を得た場合には算定することとする。 

  ④ カンファレンスに参加した場合は、（１）において別途定める様式ではなく、カンファレンス

の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家

族に提供した文書の写しを添付すること。 

 

※診療報酬の算定方法（平成30年厚生労働省告示第43号） 

 Ｂ００５ 退院時共同指導料２ 400点 

注１ 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、

管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対

して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当

医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示

を受けた訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院して

いる保険医療機関において、当該入院中１回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定
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める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の指示を受けた看護師等

又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等（准看護

師を除く。）と１回以上行う場合は、当該入院中２回に限り算定できる。 

 (中略) 

注３ 注１の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機

関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、

保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員（介護保険法第７条第５項に規定する介護支

援専門員をいう。以下同じ。）又は相談支援専門員（障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年

厚生労働省令第28号）第３条第１項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員

及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第29号）第３条第１項にきていする相談支援専

門員をいう。以下同じ。）のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合に、他機関共同

指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。  

 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問110】入院又は入所期間中につき３回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必

要の都度加算できるようになるのか、あるいは１月あたり１回とするのか。 

    また、同一月内・同一機関内の入退院（所）の場合はどうか。 

（答） 利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築

していくため、入院等期間に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数（３回を限度）を

評価するものである。 

    また、同一月内・同一機関内の入退院（所）であっても、それぞれの入院・入所期間において

訪問した回数（３回を限度）を算定する。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問111】病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は次の①～③のいずれか。 

① 病院、老健でそれぞれ算定。 

② 病院と老健を合わせて算定。 

③ 老健のみで算定。 

（答） 退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、よ

り適切なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者の状態を適切に把握で

きる直近の医療機関等との情報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算

定する。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問19】「医師等からの要請により～」とあるが、医師等から要請がない場合（介護支援専門員が自発

的に情報を取りに行った場合）は、退院・退所加算は算定できないのか。 

（答） 介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日時等の調整を行った上で、

情報を得た場合も算定可能。 

    ただし、３回加算を算定することができるのは、３回のうち１回について、入院中の担当医

等との会議（カンファレンス）に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明（診療報酬の算

定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料二の注３の対象となるもの）を行った

上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整

を行った場合に限る。 

    なお、当該会議（カンファレンス）への参加については、３回算定できる場合の要件として規

定しているものであるが、面談の順番として３回目である必要はなく、また、面談１回、当該会

議（カンファレンス）１回の計２回、あるいは当該会議１回のみの算定も可能である。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問20】退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議（カンファレンス）に参加した場合は、

（１）において別途定める様式ではなく、当該会議（カンファレンス）等の日時、開催場所、出

席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の

写しを添付すること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書

類を指すのか。 

（答） 居宅サービス計画については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ

いて」（平成11年11月12日付け老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）において標準例

として様式をお示ししているところであるが、当該様式の中であれば第５表の「居宅介護支援

経過」の部分が想定され、それ以外であれば上記の内容を満たすメモ等であっても可能である。 
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〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問21】入院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加した場合、当該会議等の日時、開催場

所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付す

ることになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病

院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」

を指すと解釈してよいか。 

（答） そのとおり。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問７】転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退院・退

所加算を算定することは可能か。 

（答） 可能である。 

    退院・退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院・退所前の医療機関等との情

報共有に対し評価するものであるが、転院・転所前の医療機関等から提供された情報であって

も、居宅サービス計画に反映すべき情報であれば、退院・退所加算を算定することは可能であ

る。 

    なお、この場合においても、退院・退所前の医療機関等から情報提供を受けていることは必

要である。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問８】４月に入院し、６月に退院した利用者で、４月に１回、６月に１回の計２回、医療機関等から

必要な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。 

（答） 利用者の退院後、６月にサービスを利用した場合には６月分を請求する際に、２回分の加算

を算定することとなる。 

    なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加

算のみを算定することはできないため、例えば、６月末に退院した利用者に、７月から居宅サ

ービス計画に基づいたサービスを提供しており、入院期間中に２回情報の提供を受けた場合は、

７月分を請求する際に、２回分の加算を算定することが可能である。ただし、退院・退所後の円

滑なサービス利用につなげていることが必要である。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問140】退院・退所加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ及び(Ⅲ)の算定において評価の対象となるカンファレンスに

ついて、退所施設の従業者として具体的にどのような者の参加が想定されるか。 

（答） 退所施設からの参加者としては、当該施設に配置される介護支援専門員や生活相談員、支援

相談員等、利用者の心身の状況や置かれている環境等について把握した上で、居宅介護支援事

業所の介護支援専門員に必要な情報提供等を行うことができる者を想定している。 

〔令和３年度報酬関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問120】カンファレンスに参加した場合は、「利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること」

としているが、具体例を示されたい。 

（答） 具体例として、次のような文書を想定しているが、これらの具体例を踏まえ、個々の状況等

に応じて個別具体的に判断されるものである。 

なお、カンファレンスに参加した場合の記録については、居宅介護支援経過（第５表）の他

にサービス担当者会議の要点（第４表）の活用も可能である。 

〈例〉カンファレンスに係る会議の概要、開催概要、連携記録 等 
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１．基本情報・現在の状態　等 記入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ 性別 年齢
氏名 　男　・ 女 　歳

入院原因疾患
(入所目的等）
入院・入所先
今後の医学管理 医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方法

移動手段
排泄方法
入浴方法
食事形態

嚥下機能（むせ）
口腔清潔 　□良　　□不良　　□著しく不良
口腔ケア
睡　　眠 眠剤使用　　 　

認知・精神

２．課題認識のための情報
医療処置の内容

回目 聞き取り日 会議出席
1 　　　年　　月　　日 無・有
2 　　　年　　月　　日 無・有
3 　　　年　　月　　日 無・有

※ 課題分析にあたっては、必要に応じて課題整理総括表の活用も考えられる。

　□通院　　□訪問診療

③
退
院
後
に
必
要
な
事
柄

➁
受
け
止
め
/
意
向

　□点滴　　□酸素療法　　□喀痰吸引　　□気管切開　□胃ろう　　□経鼻栄養　　□経腸栄養　　
　□褥瘡　　□尿道カテーテル　□尿路ストーマ　□消化管ストーマ　　　□痛みコントロール
　□排便コントロール　　□自己注射（　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例）医療機関からの見立て・意見（今後の見通し、急変の可能性や今後、どんなことが起こりうるか（合併症）、良くなっていく又はゆっくり落ちていく方向なのか　等）

について、➀疾患と入院中の状況、➁本人・家族の受け止めや意向、③退院後に必要な事柄、④その他の観点から必要と思われる事項について記載する。

症状・病状の
予後・予測

＜家族＞退院後の生活
に関する意向

本人への病名告知　：□あり 　　□なし

＜本人＞退院後の生活
に関する意向

＜本人＞病気、障害、
後遺症等の受け止め方

退院・退所情報記録書

　□認知機能低下　□せん妄　□徘徊　□焦燥・不穏　□攻撃性　□その他（　　　　　　　　　　）

入院(所)中の使用：　□なし　□　あり　
　□自立　□一部介助　　□全介助　　

  □なし　　□あり（時々 ・ 常に　） 義歯  □ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

　□良好　　　□不良（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①
疾
患
と
入
院

(

所

)

中
の
状
況

属
性

退院(所)時の要介護度  (□　要区分変更）
　　様 □要支援（　　）・ 要介護(　　)　　□申請中 　　□なし

　□自立　□シャワー浴　 □一般浴　　□機械浴　　　□行わず

　□疼痛管理（痛みコントロール）　□更生装具・福祉用具等管理　□運動耐容能練習
　□地域活動支援　 □社会参加支援　　□就労支援　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

＜家族＞病気、障害、後
遺症等の受け止め方

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□なし　　

看護の視点

□なし　
　□血圧　　□水分制限　　□食事制限　　□食形態　　□嚥下　　□ 口腔ケア　　□清潔ケア　
　□血糖コントロール　　□排泄　　□皮膚状態　　□睡眠   □認知機能・精神面   □服薬指導
　□療養上の指導（食事・水分・睡眠・清潔ケア・排泄 などにおける指導）　□ターミナル

リハビリの視点

□なし　
　□本人指導　□家族指導　□関節可動域練習（ｽﾄﾚｯﾁ含む）　□筋力増強練習　□バランス練習　

　□トイレ　□ポータブル　□おむつ　　カテーテル・パウチ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入
院
（
所
）
概
要

・入院(所)日：H　　年　　月　　日　　　・退院(所)予定日：H　　年　　月　日

施設名　　　　　　                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棟　　　　　　　　　　　室

現在治療中の疾患 ➀　　　　　　　　　　➁　　　　　　　　　　③ 疾患の状況 安定（　　　　　　　）　不安定（　　　　　　　）

　□自立　□杖 　□歩行器 　□車いす　 □その他（　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　）

＊番号
記入

　□普通 　□経管栄養　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　 ） UDF等の食形態区分

退院に際しての日常生活の阻
害要因（心身状況･環境

等）

情報提供を受けた職種（氏名）

□なし　　□あり

　□麻痺・筋緊張改善練習　□起居／立位等基本動作練習　□摂食・嚥下訓練　□言語訓練

在宅復帰のために整えなけれ
ばならない要件

禁忌事項
（禁忌の有無） （禁忌の内容／留意点）

□なし　　□あり

　□ADL練習（歩行／入浴／トイレ動作／移乗等）　□IADL練習（買い物、調理等）
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12．通院時情報連携加算 

通院時情報連携加算 ＋５０単位 

◎利用者が病院又は診療所において医師の診断を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師

等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に関する必要な情報の提供を行

い、また、医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に

記録した場合は算定できる。 

（利用者１人につき１月に１回を限定） 

 

 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

ト 通院時情報連携加算   50単位 

注 利用者が病院又は診療所において医師の診断を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に

対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に関する必要な情報の提供を行うととも

に、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した

場合は、利用者１人につき１月に１回を限定として所定単位尾数を加算する。 

留意事項通知 …老企第36号第３の15 

15 通院時情報連携加算について 

当該加算は、利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境

等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービ

ス計画に記録した場合に、算定を行うものである。なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た

上で、医師等と連携を行うこと。 

 

〔令和３年度報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問118】通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方法について、

具体的に示されたい。 

（答） 通院時に係る情報連携を促す観点から、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（訪問 通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護

支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12 

年３月1 日老企第36 号）第３の「15 通院時情報連携加算」において、医師等から利用者に関

する必要な情報提供を受けることとしている。 

    なお、連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支障がないかどうか

を事前に医療機関に確認しておくこと。 
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13．緊急時等居宅カンファレンス加算 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ＋２００単位 

◎病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カ

ンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合に算定できる。

（１月に２回を限度） 

＜留意点＞ 

○カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）、カンファレンス

に参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等

に記載すること 

○カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な

変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等は大きく

変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変

更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること 

 

 

 

算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

チ 緊急時等居宅カンファレンス加算  200単位 

注 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪

問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サ

ービスの利用に関する調整を行った場合、利用者１人につき１月に２回を限度として所定単位数を

加算する。 

留意事項通知 …老企第36号第３の16 

16 緊急時等居宅カンファレンス加算について 

(１) 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあ

わせて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居

宅サービス計画等に記載すること。 

(２) 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な

変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化し

ていることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サ

ービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。 

 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問112】カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。 

（答） 月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算

も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は

居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問113】「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなか

った場合も算定できるのか。 

（答） 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な

変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化し

ていることが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場合につい

ても評価をするものであり算定できる。 
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14．ターミナルケアマネジメント加算 

ターミナルケアマネジメント加算 ＋４００単位/月 

◎在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、当該利用者又はその家

族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に２日以上在宅を訪問し、当該利用者の

心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提

供した場合に、算定できる。 

 

 

 
算定基準告示 …厚生省告示第20号別表 

リ ターミナルケアマネジメント加算  400単位  

注 在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び

死亡日前14日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問

し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サ

ービス事業者に提供した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

留意事項通知 …Ｈ12老企第36号第三 

17 ターミナルケアマネジメント加算について 

(１) ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算するこ

ととするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合に

は、死亡月に算定することとする。  

(２) ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業

所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡

日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成し

た事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとする。 

(３) ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降

は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。 

 ① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援

事業者が行った支援についての記録 

 ② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス

事業者と行った連絡調整に関する記録 

(４) ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送

され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を

算定することができるものとする。 

(５） ターミナルケアマネジメントにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケ 

アの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケ 

アの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努め

ること。 

   《参考》「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf 
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参考：居宅サービス種類相互の算定関係等 

 

 居宅サービス 

訪
問
介
護 

訪
問
入
浴
介
護 

訪
問
看
護 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

通
所
介
護 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

福
祉
用
具
貸
与 

短
期
入
所
生
活
介
護 

短
期
入
所
療
養
介
護 

特定施設入居者生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

× × × × ○ × × × × × 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 
× × × × ※1 × × ○   

介護老人保健施設の退所日 

介護療養型医療施設の退院日 

短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日) 

○ ○ ※2 × × △ × ○ ○ ○ 

入所(入院)当日（当該入所(入院)前） ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ × × 

入所(入院)者の外泊 

介護保険施設の試行的退所 

経過的介護療養型医療施設の試行的退所 

× × × × × × × × × × 

 ※１条件によっては算定できる場合もある 

 ※２特別な管理を要する者のみ利用できる 

 △機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない 
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15．介護給付費算定に係る体制等に関する届出（加算届） 

（１）提出期限・提出先 

◎体制等の届出については、加算等を算定する前月の１５日までに提出すること。（１６日以

降に提出された場合は、翌々月から算定） 

◎加算廃止の場合は、直ちに提出すること。 

◎体制等の届出先は、指定申請等の提出先と同じである。（「Ｃ 指定手続等」を参照） 

（２）提出書類 

◎加算等の届出に当たっては、下記の書類を提出すること。 

サービス 様   式 

居宅介護支援 

 

◎介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈居宅介護支援事業者用〉  

◎介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅介護支援） 

◎上記「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載の届出事項に応じて、下記の書類を

添付すること。 

届出事項 添 付 書 類 

特別地域加算 不要 

（※県ホームページで対象地域に該当するか確認が必要） 

特定事業所集中減算 －（減算の該当確認について届出が別途必要） 

特定事業所加算 

特定事業所医療連携加算 

ターミナルケアマネジメ

ント加算 

○特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）・特定事業書医療連携加算・

ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書（別紙10-3） 

（※特定事業所加算（Ａ）については（別紙10-4）） 

○介護支援専門員実務研修実習受入同意書（参考様式） 

 （※新規に届け出る事業所のみ） 

中山間地等における小規

模事業所加算 

○中山間地域等事業所 事業所規模算出表（参考様式） 

（※県ホームページで対象地域に該当するか確認が必要） 
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（別紙３－２）

年 月 日

所在地　　　　　　　　　
名　称
代表者氏名

このことについて、以下のとおり関係書類を添えて届出ます。

指定年

月日 年月日
 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

（指定を受けている場合）

備考1　「受付番号」欄には記載しないでください。
　　2　「法人である場合その種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」
　　　「財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。
　　3　「法人所轄庁」欄、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
　　4　「実施事業」欄は、該当する欄に「〇」を記入してください。
　　5　「異動等の区分」欄には、今回届出を行う事業所について該当する数字に「〇」を記入してください。
　　6　「異動項目」欄には、(別紙1－３)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目（施設等の区分、

人員配置区分、その他該当する体制等、割引）を記載してください。
　　7　「特記事項」欄には、異動の状況について具体的に記載してください。
　　8　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」について、複数の出張所等を
　　　有する場合は、適宜欄を補正して、全ての出張所等の状況について記載してください。

隠岐広域連合長　　殿

受付番号

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
＜地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用＞＜居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用＞

届
　
出
　
者

フリガナ

名　　称

主たる事務所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号

法人である場合その種別 法人所轄庁

代表者の職・氏名 職名 氏名

代表者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

主たる事業所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

電話番号 FAX番号

主たる事業所の所在地以外の場所
で一部実施する場合の出張所等の
所在地

　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

連 絡 先

連 絡 先 電話番号 FAX番号

管理者の氏名

夜間対応型訪問介護  1 有　　2 無届
出
を
行
う
事
業
所
の
状
況

同一所在地において行う
事業等の種類

実施
事業

異動等の区分
異動（予定） 異動項目

療養通所介護

地域密着型通所介護

管理者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

市町村が定める単位の有無

(※変更の場合) (市町村記載)

 1 有　　2 無

認知症対応型通所介護  1 有　　2 無

小規模多機能型居宅介護  1 有　　2 無

認知症対応型共同生活介護  1 有　　2 無

 1 有　　2 無

 1 有　　2 無
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  1 有　　2 無
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  1 有　　2 無

介護予防認知症対応型通所介護  1 有　　2 無

 1 有　　2 無

地域密着型特定施設入居者生活介護

 1 有　　2 無
介護予防認知症対応型共同生活介護  1 有　　2 無

介護予防支援

地域密着型サービス事業所番号等

介護予防小規模多機能型居宅介護

指定を受けている市町村

介護保険事業所番号

既に指定等を受けている事業

関係書類 別添のとおり

医療機関コード等

特
記
事
項

変　更　前 変　更　後

居宅介護支援

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
の
状
況

フリガナ
事業所・施設の名称

複合型サービス
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（別紙１）

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

情報通信機器等の活用等の体制

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

特定事業所集中減算

特定事業所加算

特定事業所医療介護連携加算

ターミナルケアマネジメント加算

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅介護支援）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

43 居宅介護支援

１　なし　２　あり １　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ａ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり
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（別紙10－３）

１．特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)に係る届出内容

届出項目が「1 特定事業所加算(Ⅰ)」の場合は(1)を、「2 特定事業所加算(Ⅱ)」及び
「３特定事業所加算（Ⅲ）」の場合は（2）を記載すること。

(1)  　常勤かつ専従の主任介護支援専門員２名を配置している。

(2)  　常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置している。

(3)  　介護支援専門員の配置状況

 　常勤専従 人

(4)  　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等

         を目的とした会議を定期的に開催している。

(5)  　24時間常時連絡できる体制を整備している。   

(6)  　利用者の総数のうち、要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める

　      割合が４０％以上

(7)　  介護支援専門員に対し、計画的に、研修を実施している。

(8)  　地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該

　      ケースを受託する体制を整備している。

(9)  　地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

(10)　運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用の有無

(11)　介護支援専門員1人当たり（常勤換算方法による）の担当件数について

　①居宅介護支援費(Ⅰ)を算定している場合　40件以上の有無

　②居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合　45件以上の有無

(12)　介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関

　　　する実習」等に協力又は協力体制の確保の有無

(13)　他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会

　　　等を実施している。

(14)　必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を

　　　支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を

　　　作成している

２．特定事業所医療介護連携加算に係る届出内容

(1) 　退院・退所加算の算定に係る病院又は診療所等との連携回数の合計が年間
　  　３５回以上である。
(2) 　ターミナルケアマネジメント加算を年間５回以上算定している。
(3) 　特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している。

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
　提出してください。

３．ターミナルケアマネジメント加算に係る届出内容

(1) 　ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24
　     時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援
     　を行うことができる体制を整備している。

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無
有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

届 　 出　 項　   目
　1　特定事業所加算(Ⅰ)　2　特定事業所加算(Ⅱ)　３　特定事業所加算(Ⅲ)

　4　特定事業所医療介護連携加算　　5　ターミナルケアマネジメント加算

有 ・ 無

有 ・ 無

介護支援専門員

令和 　年 　月 　日

特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書
（居宅介護支援事業所）

事　  業 　 所　  名

異　動　等　区　分 　1　新規　　　2　変更　　　3　終了
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（別紙10－４）

 特定事業所加算(A)に係る届出内容

(1)  　常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置している。

(2)  　介護支援専門員の配置状況

 　常勤専従 人

 　非常勤 人

(3)  　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る

         伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。

(4)  　24時間常時連絡できる体制を整備している。（連携可）   

(5)　  介護支援専門員に対し、計画的に、研修を実施している。（連携可）

(6)  　地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、

　      当該ケースを受託する体制を整備している。

(7)  　地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

(8)  　運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用の有無

(9)  　介護支援専門員1人当たり（常勤換算方法による）の担当件数について

　①居宅介護支援費(Ⅰ)を算定している場合　40件以上の有無

　②居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合　45件以上の有無

(10)　介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの

　　　基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制の確保の有無（連携可）

(11)　他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で

　　　事例検討会、研修会等を実施している。（連携可）

(12)　必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を

　　　支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を

　　　作成している

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
　提出してください。

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

介護支援専門員

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

異　動　等　区　分 　1　新規　　　2　変更　　　3　終了

有 ・ 無

介護支援専門員

令和 　　年 　　月 　　日

特定事業所加算(A)に係る届出書（居宅介護支援事業所）

事　  業 　 所　  名

連 携 先 事 業 所 名
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（参考様式） 

 

  年  月  日 

 

 

隠岐広域連合長  様 

 

 

                事業所の名称 

                事業所の所在地 

                管理者氏名                ㊞ 

 

 

 

 

 

介護支援専門員実務研修実習受入同意書 

 

 

 

 介護支援専門員実務研修実習の受入れについて同意します。 
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（参考様式）中山間地域等事業所 事業所規模算出表 

 

                                  サービス種類（                  ） 

                                  事業所名  （                  ） 

                                  開設(再開)年月日 （     年   月  日） 

                                  算出表対象年度  （     年度分）   加算算定年度（     年度） 

 

対 象 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 計 月平均 

延訪問回数 

又は 

実利用者数 

要介護 

（回・人） 
             

要支援 

（回・人） 
             

 

 備考 １ 訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護は、延訪問回数を記載してください。 

      ２ 介護予防訪問介護・(介護予防)福祉用具貸与・居宅介護支援は、実利用者数を記載してください。 

      ３ 居宅サービス・介護予防サービスのいずれか一方が小規模の事業所に該当しない場合、非該当のサービスは記載を省略できます。 
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居宅介護支援 

Ｃ 指定手続等 
 

１．指定申請 _______________________________________________________________ 126 

２．指定更新申請 ___________________________________________________________ 127 

３．変更届_________________________________________________________________ 128 

４．廃止・休止・再開の届出 _________________________________________________ 129 

 ※業務管理体制 ___________________________________________________________ 130 

 

 

 

〔申請・届出先〕 

隠岐広域連合 介護保険課 

 〒685-0104 隠岐郡隠岐の島町都万2016番地 

※業務管理体制の届出は、別に定めるところによる。 

〔様式掲載場所〕 

◎所定の様式は、隠岐広域連合ホームページ［介護保険（各種様式のダウンロード）］に掲載 

http://okikouiki.jp/care-insurance/download/ 

 

 

 注 意  

・資格者証が旧姓である場合などは、各種提出書類の記載内容と、添付してある「資格者証

の写し」が一致せず、定められた資格要件に合致しているか確認できません。 

・氏名の変更があった介護支援専門員については、所定の手続きをとってください。 
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１．指定申請 

◎新規に指定を受ける場合は、事業開始予定日の１月前までに、指定申請を行うこと。（法第

79条①・施行規則第132条） 

提出書類 留意事項 

１ 指定申請書 

（様式第１号） 

 

２ 付表10  

３ 登記事項証明書又は条

例等 

・登記事項証明書（条例にあっては、公報の写し） 

４ 従業者の勤務体制及び

勤務形態一覧表 

（参考様式１） 

 

５ 主任介護支援専門員研

修修了証［管理者］ 

経過措置期間中（平成33年3月31日まで）は、介護支援専門員証の

写しの提出でも可 

６ 事業所平面図 

（参考様式３） 

・事業所の平面図に各室の用途及び面積を記載すること 

・当該事業の専用部分と他の共用部分を色分けする等により、使

用関係を分かりやすく表示すること 

・平面図の余白に備品等を記載するか、備品等一覧を添付するこ

と 

７ 運営規程  

８ 利用者から苦情を処理

するために講ずる措置

の概要（参考様式５） 

 

９ 関係市町村並びに他の

保健医療・福祉サービ

スの提供主体との連携

の内容 

 

10 誓約書 

（参考様式６） 

参考様式６に併せて別紙②を添付すること 

11 介護支援専門員の氏名

及びその登録番号 

（参考様式７） 

 

◎申請書の提出に合わせて、下記の届出を提出すること。 

■介護給付費算定に係る体制等に関する届出（加算届）…加算等がない場合でも必要 

■業務管理体制に係る届出書 …法人ごとの届出なので、既提出の場合は不要 
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２．指定更新申請 

◎指定更新の場合は、指定期間満了日の１月前までに、指定更新申請を行うこと。（法第79条

の2①・施行規則132条の2） 

提出書類 留意事項 

１ 指定更新申請書 

（様式第５号） 

 

２ 付表10  

３ 従業者の勤務体制及び

勤務形態一覧表 

（参考様式１） 

 

４ 誓約書 参考様式６に併せて別紙②を添付すること 

５ 介護支援専門員の氏名

及びその登録番号 

（参考様式７） 
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３．変更届 

◎下表の事項に変更があった場合は、変更日から１０日以内に、変更届を提出すること。（法

第82条①・施行規則第133条①） 

変更事項と添付提出書類の一覧表 

○印：変更届出書（様式第３号）左欄の変更事項に応じて、添付が必要な書類等 
△印：運営規程の変更内容が、人員・勤務形態に全く影響を及ぼさないものである場合は、 

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の添付は不要 
 ☆印：経過措置期間中は介護支援専門員証の写しを添付 

提出書類 様式名 留意事項 

○ 変更届出書 様式第２号  

① 事業所の指定に係る記載事項 付表10  

② 登記事項証明書・条例等 －  

③ 
従業者の勤務体制及び勤務形態一

覧表 
参考様式１  

④ 平面図 参考様式３  

⑤ 誓約書 参考様式６ 参考様式６に併せて別紙②を添付すること 

⑥ 主任介護支援専門員研修修了証 － 
経過措置期間中は「介護支援専門員証の写し」を添付
すること 

⑦ 運営規程 － 
新旧の変更箇所を明示すること 

※事業所の名称・所在地の変更により、運営規程の変
更が必要になる場合もある 

⑧ 
介護支援専門員の氏名及びその登

録番号 
参考様式７  

  

 

変更届出書の添付提出書類  

 

 

 

 
変更届出書（様式第２号） 
の「変更があった事項」欄 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項 

登
記
事
項
証
明
書
・
条
例
等 

勤
務
形
態
一
覧
表 

平
面
図 

誓
約
書 

主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
修
了
証 

運
営
規
程 

介
護
支
援
専
門
員
の
氏
名
及
び
そ
の
登
録
番
号 

１ 事業所の名称 ○     ○   

２ 事業所の所在地 ○   ○   ○  

３ 申請者の名称 ○ ○   ○    

４ 主たる事務所の所在地 ○ ○       

５ 代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所 ○ ○   ○    

６ 登記事項証明書・条例等 ○ ○       

７ 事業所の建物の構造、専用区画等 ○   ○     

８ 事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所 ○  ○   ☆   

９ 運営規程 ○  △    ○  

10 介護支援専門員の氏名及び登録番号 ○  ○     ○ 
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４．廃止・休止・再開の届出 

◎事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の１月前までに、廃止・休止の届出を行うこと。

（法第82条②・施行規則第133条③） 

提出書類 留意事項 

 廃止・休止届出書 

（様式第３号） 

 

◎指定を受けた法人や開設者（申請者）が変更になる場合は、当該事業所は廃止の扱いとなる

ので、廃止の届出を行うほか、新たに指定申請の手続きを行うこと。 

 

◎休止した事業を再開する場合は、再開日の１０日以内に、再開の届出を行うこと。（法第82

条①・施行規則第133条②） 

提出書類 留意事項 

１ 再開届出書 

（様式第２号の２） 

 

２ 従業者の勤務体制及び

勤務形態一覧表 

（参考様式１） 

 

 

 

 

★休止中の事業所は、指定更新ができず、指定期間満了日をもって廃止となるので、注意する

こと。 
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※ 業務管理体制 

（１）業務管理体制の整備に関する届出について 

◎平成２１年５月１日より、指定取消事案などの不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護事

業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。 

◎業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務

管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。 

 ＜整備基準＞ 

業務管理体制の整備の内容 
事 業 所 数 

20未満 20以上100未満 100以上 

法令遵守責任者の選任 必要 必要 必要 

業務が法令に適合することを確保するための

規定の整備 
－ 必要 必要 

業務執行の状況の調査 － － 必要 
※ みなし事業所、総合事業の事業所数は除きます。 

※ 同一事業所が、例えば訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は２と数えます。 

 

（２）業務管理体制の整備に関する事項の届出先 
区  分 届 出 先 

指定事業所等が複数の都道

府県に所在する事業者 

 

事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区

域に所在する場合 

厚生労働大臣 

（老健局介護保健指導室） 

事業所等が２以下の地方厚生局の管轄区

域に所在する場合 

主たる事務所が所在する 

都道府県知事 

事業所等が同一指定都市内にのみ所在す

る場合 

中核市の長 

松江市 

地域密着型サービス（地域密着型介護予防サービス含む）のみを行

う事業者で、指定事業所が海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

内に所在する事業者 

隠岐広域連合長 

（介護保険課） 

上記以外の事業者 
島根県知事 

（健康福祉部高齢者福祉課） 

 

（３）届出様式及び提出期限 

届出が必要となる事由 様   式 提出期限 

○ 新規に業務管理体制を整備した場合 第１号様式 遅滞なく 

○ 業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等（事

業展開地域の変更）により、届出先区分の変更が生じた場合

（例：隠岐広域連合→県、県→厚生労働大臣への変更） 

※ 変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください 

第１号様式 遅滞なく 

○ 届出事項に変更があった場合  

※ 次のような場合は、変更の届出は不要です        

 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制

が変更されない場合 

 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響の

ない軽微な変更の場合   

第２号様式 遅滞なく 

 

（４）隠岐広域連合が届出先となる場合 

◎届出先が隠岐広域連合となる場合は、下記へ郵送又は持参してください。 
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〒685-0104 隠岐郡隠岐の島町都万2016番地 隠岐広域連合介護保険課 

電話番号：０８５１２－６－９１５１ 

（５）島根県が届出先となる場合 

◎届出先が島根県となる場合は、下記へ郵送又は持参してください。 

〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県健康福祉部高齢者福祉課在宅サービスグループ  

電話番号：０８５２－２２－５２３５ 
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様式第１号（第２条関係）

年 月 日

隠岐広域連合長 殿 （名称）

申請者

（代表者の職名・氏名） 印

介護保険法に規定する事業所に係る指定を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

フリガナ

名　　称

電話番号 ＦＡＸ番号

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

複合型サービス

地域密着型通所介護

居宅介護支援事業

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護保険事業者番号 （既に指定又は許可を受けている場合）

医療機関コード等 （保険医療機関として指定を受けている場合）

＊　 裏面に記載に関しての備考があります。

指定地域密着型サービス事業者等指定申請書

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種
類

同一所在地において行う事業等の種類
指定申請

対象事業
（該当事業に○）

代表者の住所

既に指定を受け

ている事業
（該当事業に○）

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ
ー

ビ

ス

指定申請をする事業

の開始予定年月日

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

様　式

申
　
請
　
者

職名

連絡先
Email

代表者の職名・氏名・
生年月日

（郵便番号　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　　県　　　　　　郡市

主たる事務所の
所在地

（郵便番号　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　　県　　　　　　郡市

フリガナ 生年
月日氏　名

付表１

付表７

付表６

付表５

付表４

付表３

付表２

付表８

付表４

付表３

付表２

付表１０

付表９

備考 1　「指定申請対象事業」及び「既に指定を受けている事業」欄は、該当する欄に「○」を記入してください。
2  保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとして既に医療機関コード等が付番されている場合には、
そのコードを「医療機関コード等」欄に記載してください。複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正して､そのすべてを記載してくだ
さい。
3 既に地域密着型サービス事業所の指定をうけている事業者が、地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受ける場合において、
届出事項に変更がないときには、「事業所の名称及び所在地」「申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、
生年月日、住所及び職名」「当該申請に係わる事業の開始予定年月日」「当該申請に関する事項」「欠格事由に該当しないことを誓約す
る書面」「介護支援専門員の氏名及び登録番号」「その他指定に関し必要と認める事項」を除いて届出を省略できます。また、既に地域
密着型介護予防サービス事業所の指定を受けている事業者が、地域密着型サービス事業所の指定を受ける場合においても同様に届出
を省略できます。
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様式第２号（第３条関係）

年 月 日

隠岐広域連合長 殿 住所

開設者 （所在地）

氏名

（名称及び代表者氏名）

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

名称

所在地

年 月 日

事業所（施設）の名称 （変更前）

事業所（施設）の所在地

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所

登記事項証明書・条例等

（当該事業に関するものに限る。）

事業所（施設）の建物の構造、専用区画等

事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所
 （変更後）

運営規程

協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等

との連携・支援体制

本体施設、本体施設との移動経路等

併設施設の状況等

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

備考 変更内容が分かる書類を添付してください。

変更があった事項（該当に○）

変更年月日

指定地域密着型サービス事業者等変更届出書

介護保険事業者番号

指定内容を変更した事業所等

サービスの種類

変更の内容
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様式第２号の２（第３条関係）

年 月 日

隠岐広域連合長 殿 住所

開設者 （所在地）

氏名

（名称及び代表者氏名） 印

次のとおり事業を再開しましたので届け出ます。

名称

所在地

年 月 日

備考 事業の再開に係る届出にあっては、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式1）を添付してください。

指定地域密着型サービス事業者等再開届出書

介護保険事業者番号

再開した事業所

再開した年月日

サービスの種類
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様式第３号（第３条関係）

年 月 日

隠岐広域連合長 殿 住所

開設者 （所在地）

氏名

（名称及び代表者氏名） 印

次のとおり事業を廃止（休止）するので届け出ます。

名称

所在地

廃止 ・ 休止

年 月 日

休止日 ～ 年 月 日

備考 廃止又は休止する日の１月前までに届け出てください。

指定地域密着型サービス事業者等廃止・休止届出書

現にサービス又は支援を
受けている者に対する措置

休止予定期間

介護保険事業者番号

廃止（休止）する事業所

廃止・休止の別

廃止・休止する年月日

廃止・休止する理由

サービスの種類
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様式第５号（第５条関係）

年 月 日

隠岐広域連合長 殿

申請者

印

　  介護保険法に規定する事業所に係る指定の更新を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

電話番号 ＦＡＸ番号

別添 1 誓約書（参考様式6）

2 介護支援専門員一覧（参考様式7）

申
　
請
　
者

職名

連絡先

主たる事務所の
所在地

（郵便番号　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　　県　　　　　　郡市

Email

代表者の職名・氏名・
生年月日

生年月日フリガナ

氏　名

代表者の住所

（郵便番号　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　　県　　　　　　郡市

フリガナ

名称

フリガナ

(名称）

（代表者の職名・氏名）

指定地域密着型サービス事業者等指定更新申請書

住所

（郵便番号　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　　県　　　　　　郡市

管
理
者

生年月日

フリガナ

氏名

事
 

業
 

所

事業等の種類

指定有効期間満了日

フリガナ

名称

主たる事務所の
所在地

（郵便番号　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　　県　　　　　　郡市

当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するとき

所在地

（郵便番号　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　　県　　　　　　郡市

名称
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備考

住所

付表 10  指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項

事
 

業
 

所

フリガナ

名    称

所在地
（郵便番号      －      ）
　　　　　県      郡市

連絡先
電話番号 FAX 番号

Email

管
 

理
 

者

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数（人）
介護支援専門員

専  従 兼  務

（郵便番号        －        ）

生年月日

当該居宅介護支援事業所における介護支援専門員との兼務の有無

氏　　名

フリガナ

同一敷地内の他の事業所
又は施設の従業者との兼務
（兼務の場合記入）

名称

兼務する職種
及び勤務時間等

添付書類 別添のとおり

1  記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付してください。
2  管理者の兼務については、添付資料にて確認可能な場合は記載を省略することが可能です。

常  勤（人）

非常勤（人）

人事業開始時の利用者の推定数

有 無
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【記載例】

備考

kaigo@okikouiki.jp

添付書類 別添のとおり

1  記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付してください。
2  管理者の兼務については、添付資料にて確認可能な場合は記載を省略することが可能です。

常  勤（人） 1

非常勤（人） 1

３５人事業開始時の利用者の推定数

同一敷地内の他の事業所
又は施設の従業者との兼務
（兼務の場合記入）

名称

兼務する職種
及び勤務時間等

管
 

理
 

者

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数（人）
介護支援専門員

専  従 兼  務

（郵便番号 685-0104 ）

島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
生年月日 昭和○○年△△月□□日

当該居宅介護支援事業所における介護支援専門員との兼務の有無

氏　　名 隠岐　太郎

フリガナ オキ　タロウ

住所

付表 10  指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項

事
 

業
 

所

フリガナ オキキョタクカイゴシエンジギョウショ

名    称 隠岐居宅介護支援事業所

所在地
（郵便番号685-0104）
　　島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地

連絡先
電話番号 08512-6-9151 FAX 番号 08512-6-3330

Email

有 無

変更届を提出される際は、届出

年月日時点での利用者数を記入、

基準は３５人
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（参考様式１）

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 （　　　　年　　　月分）　サービス種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所・施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

＊

① ① ③ ② ④ ① ④

ab ab ab cd de e e

備考 1 　＊欄には、当該月の曜日を記入してください。
2

3

4

5 　算出にあたっては、小数点以下第２位を切り捨ててください。
6

　常勤換算が必要な職種は、Ａ～Ｄの「週平均の勤務時間」をすべて足し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って、「常勤換算後の人数」を算出して
ください。

勤務
形態

第２週 第３週

（記載例－２）

　各事業所・施設において使用している勤務割表等（既に事業を実施しているときは直近月の実績）により、職種、勤務形態、氏名及び当該業務の勤務時間が
確認できる場合は、その書類をもって添付書類として差し支えありません。

　申請する事業に係る従業者全員（管理者を含む。）について、４週間分の勤務すべき時間数を記入してください。勤務時間後とあるいはサービス提供時間単
位ごとに区分して番号を付し、その番号を記入してください。
（記載例１－勤務時間　①８：３０～１７：００、②１６：３０～１：００、③０：３０～９：００、④休日）
（記載例２－サービス提供時間　a ９：００～１２：００、b １３：００～１６：００、c １０：３０～１３：３０、d １４：３０～１７：３０、e 休日）
　職種ごとに下記の勤務形態の区分の順にまとめて記載し、「週平均の勤務時間」については、職種ごとのＡの小計と、Ｂ～Ｄまでを加えた数の小計の行を挿
入してください。
　　勤務形態の区分　Ａ：常勤で専従　Ｂ：常勤で兼務　Ｃ：常勤以外で専従　Ｄ：常勤以外で兼務

4週の
合計

第４週

（記載例－１）

職種 氏名

第１週

週平均の
勤務時間

常勤換算
後の人数
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（参考様式３）
平面図

　調理室 　談話室 　相談室

　30㎡ 　20㎡ 　20㎡

玄関ホール

　　機能訓練室　100㎡

　　（食堂兼用）

浴室 70㎡ 　便所

　20㎡

備考　1 　必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。

2 　各室の用途及び面積を記載してください。

3 　当該事業の専用部分と他との共用部分を色分けする等使用関係を分かり易く表示してください。

事業所・施設の名称

展示コーナー

事務室 30㎡

　診察室 40㎡

　調剤室
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（参考様式5）

事業所又は施設名

申請するサービス種類

備考  上の事項は例示であり、これにかかわらず苦情処理に係る対応方針を具体的に記してください。

措  置  の  概  要

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

１  利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置

２  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

３  苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合記入）

４  その他参考事項
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申請者    （名称）

（代表者の職名・氏名）

印

　申請者が別紙のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

（該当に○）

別紙①：　地域密着型サービス事業所向け

別紙②：　居宅介護支援事業所向け

別紙③：　地域密着型介護予防サービス事業所向け

（参考様式６）

誓　約　書

　　　　　年      　月     　 日

　　　　隠岐広域連合長    殿
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（別紙②：居宅介護支援事業所向け）

介護保険法第７９条第２項
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（参考様式７）

フリガナ

氏　名

当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

介護支援専門員番号
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様式第１号（第２条関係） 

受付番号  

 

介護保険法第 115 条の 32 第２項(整備)又は第４項（区分の変更）の規定による 
業務管理体制に係る届出書 

 

                                                              年 月 日 

隠岐広域連合長  様 
 

                                  事業者 名   称  

                                          代表者氏名               

 

        このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

                   

 事業者（法人）番号 A                 

１ 届出の内容 

 (1)法第115条の32第２項関係（整備） 

(2)法第115条の32第４項関係（区分の変更） 

 

 

２ 

  
事 

 

 

業 

 

 

者 

 

フ リ ガ ナ 

名     称 

 

 

 
主たる事務所 

の所在地 

 
 

(〒   -    ） 

           都道         郡 市 

       府県         区 

(ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  

代表者の職名・氏

名・生年月日 

職 

名 

  フリガナ  生年 

月日 

  年  月  日 

  氏 名  

 

代表者の住所 

 

(〒   -    ） 

           都道         郡 市 

       府県         区 

(ビルの名称等） 

３ 事業所名称等  
及 び 所 在 地        

 

事業所名称 指定(許可)年月日 介護保険事業所番号(医療機関等コード)    所 在 地 

 
計  カ所 

   

 

４ 介護保険法施行規

 則第140条の40第１ 
項第2号から第4号に

基づく届出事項 

第２号 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)     生年月日 

  

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 

５

区

分

変 

更 

区分変更前行政機関名称、担当部(局)課 島根県健康福祉部高齢者福祉課 

事業者（法人）番号 A                  

区分変更の理由 地域密着型通所介護への移行の為 

区分変更後行政機関名称、担当部(局)

課 
隠岐広域連合 介護保険課 

区 分 変 更 日 年   月   日 

 

連絡先 
所属  

メール 
アドレス 

 
電話 
番号 

 
フリガナ  
氏名  
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第２号様式（第３条関係） 

受付番号  

 

介護保険法第 115条の 32第３項の規定による業務管理体制に係る届出書 

（届出事項の変更） 

 

                                                           年 月 日 

 

隠岐広域連合長 様 

 

                                  事業者 名   称           

                                          代表者氏名                

 

        このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

                   

 事業者（法人）番号 A                  

 

変 更 が あ っ た 事 項 

１ 法人の種別､名称(ﾌﾘｶﾞﾅ)  

２ 主たる事務所の所在地､電話番号、ＦＡＸ番号 

３ 代表者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)､生年月日    

４ 代表者の住所､職名      

５ 事業所名称等及び所在地 

６ 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)及び生年月日 

７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

８ 業務執行の状況の監査の方法の概要 

 

 

変 更 の 内 容 

 

(変更前) 

 

 

(変更後) 

 

 

 

連絡先 

所属  
メール 

アドレス 

 

 

 

電話 

番号 

 

 

 

フリガナ  

氏名  
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第２号様式(第３条関係) 

受付番号  

 

         介護保険法第 115条の 32 第３項の規定による 

業務管理体制に係る届出書（届出事項の変更 

 

                                                           年 月 日 

 

隠岐広域連合長   様 

                             事業者 名   称           

                                     代表者氏名                    ㊞ 

 

 

   このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 事業者（法人）番号                  

 

変 更 が あ っ た 事 項 

１ 法人の種別､名称(フリガナ)  

２ 主たる事務所の所在地､電話番号､FAX番号 

３ 代表者氏名(フリガナ)､生年月日 

４ 代表者の住所､職名      

５ 事業所名称等及び所在地 

６ 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日 

７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

８ 業務執行の状況の監査の方法の概要 

 

 

変 更 の 内 容 

(変更前) 

(変更後) 

 

 

 


